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給源の多様化、多元化についての主なやりとり

第３６回審議会（平成 年 月 日）12 10 31
（略）

【吉岡委員】一応ペーパーをお出ししてあ

りますが、今日は議題が大分多いので、

十分に説明できないかなと思いますが、

まず給源のことだけ申し上げようと思い

ます。

、 、給源の問題の前提として 司法制度は

基本的には憲法に定められた国民の基本

的人権を守るためにあると理解しており

ます。人権を守る砦として十分に機能す

ることを国民としては期待しているとい

うことでございます。

ですけれども、実際問題として、勿論

すべてではないのですけど、判決の中に

、 、は国民の立場から言って 理解できない

納得できないような内容の判決が出され

ている場合があります。その原因に何が

あるだろうと考えたときに、給源の問題

が出てくるのではないかということで

す。

夏の集中審議で給源の多様化あるいは

多元化を図るということが確認されてい

るわけですけれど、実態はどうかという

ことになりますと、やはり判事補制度が

あり、 年の判事補の期間を経た者の10
ほとんどが判事になるという道筋ができ

上がっているというのが現状ではないか

と思います。

判事補はどういう方がなられるかと言

いますと、司法試験に合格して研修所で

の研修を終了した人の中から裁判官を目

指す人が選ばれて判事補になっていると

。 、いうのです それで判事補になられると

当然のことですけれども、裁判官として

の訓練と言いますか、そういうことをさ

れて 年間を経る。５年で特例判事補10
になる方もあるわけですが、でも、どち

らにせよ裁判官を養成するという道筋の

中で育てられますから、どうしても視野

が狭くなるのではないかと思います。

そういう意味で、多様な人材と言った

場合には、視野の狭い判事が育成されて

しまう恐れがある制度に疑問が出てきま

す。

そういうことから言いますと、やはり

判事補制度については、それが裁判官の

給源のほとんどという状況を改善する必

要がありますので、廃止を視野に検討す

る必要があるのではないか。

確かに弁護士からの任官という道筋も

あるのですけれど、実態を見ますと、余

りなっていらっしゃらない。その理由も

いろいろあると思いますけれども、やは

り弁護士、あるいは法律学者、ほかの法

律実務家、そういうところから豊富な経

験をした人、そういう人が選ばれる必要

があると思います。

判事補も裁判官ですね。判事補から判

事ということが主流だという状況は是正

していかなければいけないと思います。

ついでですけれども、特例判事補制度

については、もともとが特例で暫定措置

であったわけですから、これは早急に廃

止する必要があると思います。

任用制度についても意見がありますけ

れども、とりあえずは判事補制度を廃止

するというところについてだけ申し上げ

ました。

【佐藤会長】吉岡委員から今のようなお話

がございましたが、髙木委員もペーパー

をお出しになっていますね。

【髙木委員】いろいろあるんで意見書を出

させてもらいました。

今、吉岡さんがおっしゃった、裁判官

の給源としての判事補という点につい

て、現行判事補制度、あるいは特例判事

補制度には、率直に申し上げていろんな

疑問点が多い。裁判官の給源論、任用論

はある意味で一体的なものだと思います

が、その任用の問題、あるいは評価の問

題等を含めまして、大事にしなければい

かんのは、基本的な理念というか、拠っ

て立つ論議のベースというか、一つは質
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の問題、これは資質であり、能力であろ

うと思います。

それから、憲法 条３項にございま76
す独立性というものがいかに担保される

のか。

加えて、国民に対して、あるいは法曹

界に対しても、アカウンタビリティーが

きちんと持てること、この３つのポイン

トを押さえて議論をしていく必要がある

のかなと思います。

そういう３つのポイントに照らし合わ

せまして、判事補制度というのは、判事

補は一人で裁判することはできないとい

う裁判所法 条１項の規定と、その他27
の法律による云々の例外のいろんなケー

スが想定されていますが、その間に矛盾

があります。

あるいは特例判事補制度の過渡的性格

ということが、先ほども話があったんで

すが、永続化して 年経っている。50
そういう意味では、制定のときに予定

されていないような面も含めて、判事補

制度が大きな見直しのないまま、ここま

で生き続けてきている。判事補制度を一

遍に全部ヨーイドンでなくすというわけ

にいかない面も勿論あるんでしょうが、

本質的には判事補制度というのは廃止す

べきだと思いますし、廃止という言い方

をすればいろいろ問題があるとしました

ら、判事補は裁判官の給源としないとい

うような制度の方向づけをして、経過的

な存在としてはどういう形があり得るの

かというのは、そういうことをターミナ

ルにして検討していくべきではないかと

思います。例えばそのような趣旨のこと

を私の意見の中に書かせていただいてお

りますので、お読みいただきたいと思い

ます。

今のことと関連するんですが、判事補

という実態的には裁判官になっているわ

けですね。判事への給源ということで法

定されているわけですから、いろんな制

度、ルール、法律によりますと、判事補

は判事の代用を務められるというか、そ

ういう側面、それから、判事の補佐とい

う側面、三つ目として、判事の見習いと

しての側面があります。

やはり一人で裁判をすることができな

いとか、いろいろ規定されておりますけ

れども、代用するということについての

職務が与えられていいのか。

それから、２番目の補佐は私はあり得

ると思うんです。例えば裁判所調査官と

か、アメリカでのロークラークみたいな

形でです。

あと見習いというのは、研修所を出ら

れた時点で裁判所の中に判事補として抱

えられ、裁判所の中で養成をしていかれ

るということなんですが、そういう養成

の現行の仕組み自体がよく言われるキァ

リアシステムの一環という形であるなら

ば、当然キャリアシステムを維持してい

くための装置になるわけでして、特に憲

法 条の１項、これは公務員の選任に15
対する国民の意思の反映という趣旨の条

項ではなかったかと思いますが、そうい

うような精神から考えましても、今のよ

うな形で判事補への採用の視点、あるい

は判事への任用への視点での国民の信を

得ると言いますか、国民のそういう権能

に権原を持つと言いますか、そういうよ

うな位置づけにもなっておりませんし、

そんなことを考えますと、今の判事補制

度を判事の給源にすることに極めて大き

な問題ありというのが私の意見でござい

ます。

【山本委員】現行のキャリア制度、確かに

いろいろ問題はあると思いますけれど

も、私はかねがね、基本的にはこれを維

持すべきだという考えでございます。

理由は、司法のユーザーとしての立場

から言いますと、裁判に求める大きな役

割というのは、何と言っても的確かつ安

定的な判断。言葉を換えていうと、判決

の予測可能性ということだと思います。

これは決して経済界だけではなくて、市

民生活においてもそうではないかと私は

考えているわけでございます。夏の集中

審議のときにもそういう考えを申し上げ

たつもりですが、その後、いろんなこと

資料１７－４



- 3 -

資料１７－４

を考えてみますと、例えばヨーロッパ、

ドイツ、イギリスの司法制度のいきさつ

を体験したわけですが、一言で言います

と、裁判所の建物の構えでございますと

か、裁判官の態度、そこに表われている

歴史の重みと言いますか、そういったこ

とが極めて強烈なものでございまして、

いい意味での権威主義というのを非常に

強く感じたわけでございます。

そこで思いましたことは、裁判という

のは、人々の運命を左右するものでござ

いますので、そこには強い正当性という

ものが求められる。これは各国とも同じ

公理と言いますか、普遍的なものじゃな

いかという感じがするんでございます

が、そこには現在の世界の中で２つの道

があるように思います。

一つは、アメリカのように、国民が選

。 、んでいる あるいは国民が支持している

そこに正当性への根拠を求めるというこ

と。

もう一つは、先ほど申し上げたヨーロ

ッパのように、国民からの直接の選択と

いう形での支持はなくても、歴史に裏打

ちされた権威でございますとか、あるい

はプロフェッショナリズム、あるいは一

種の貴族制といったものに裏打ちされた

正当性の基盤があるのではないかと考え

たわけでございます。

、 、翻って日本で考えてみますと 長い間

我が国の裁判というのは、比較的国民の

支持を得てきたと思います。さっきのア

ンケートの集約でも、途中段階ではあり

ますが、裁判官への満足度はややいい方

だという。裁判というのは勝ち負けがあ

るわけでございますので、負けた方はマ

イナスの印象を持つのは当然のことでご

ざいますけれども、データ的に見ると、

それほどひどくないんじゃないかと考え

ていいと思います。

そういった意味では、どこに国民の支

持があったのかと言いますと、やはり裁

判官の厳格性と言いますか、潔癖性と言

いますか、あるいは時流に対する距離感

といった、自己規律の強い専門集団であ

ること、いい意味でのキャリアシステム

というのが正当性を支えてきた一つの大

きな理由ではないかというふうに考える

わけでございまして、そういった意味で

これを全部否定するというのには、私は

反対であります。

しかし、そうは言いながらも、キャリ

アシステムの閉鎖性という欠点はあるわ

けでございますので、これに対して有効

な、欠点を補うようなシステムというの

、 、を考えて これを上手に運用していくと

裁判制度がよく機能していくのではない

かと考えておるわけです。

そういった意味で、ちょっと今回の議

題とは違いますが、一般参審という制度

は、裁判官と国民が法律の問題を前にし

ていろんな対話をするわけでございます

ので、そういった施策を講ずるというこ

とも非常に有効ではないかという感じが

いたしておりますので、くどいようでご

ざいますが、私の意見としては、キャリ

ア制度を一気にやめてしまうというの

は、かえって我が国の司法に大きな問題

を起こすのではないかと考えています。

【吉岡委員】私はキャリア制度というか、

判事補制度を一気にやめろとは言ってお

りませんで、廃止を視野に検討する必要

があると言っていますので、そこのとこ

ろは違います。

判事補制度についてなんですけれど

も、私は判事補というのは、医者で言え

ばインターンのような立場かと思ってい

たんですが、そうじゃないんですね。法

律の面では判事補も裁判官であるという

位置づけになっていると思います。その

辺のところがどうも非常にわかりにく

い。裁判官であるとしたならば、どうし

て一人前に扱わないのかという問題も勿

論あります。実際には司法研修所の研修

が終わってすぐの方が裁くことができる

と言ったら、恐らくできないだろうと思

います。そういう意味では経験を積まな

ければいけないという、そこのところは

わかるんです。

ただ経験の積み方の問題として、裁判



- 4 -

資料１７－４

官という立場だけの経験を積むというこ

とで本当に国民にとってハッピーなのか

どうなのか。そういうことを考えなけれ

ばいけないと思います。

そういう意味では、多様な人たちを裁

判官にしようという考え方、それを生か

していけば、多様な経験をしていただき

たいということです。

私、ヨーロッパはわからないんですけ

れども、アメリカの場合には、ロースク

ールを出て、司法試験に代わるような試

験があるという、そこのところは一緒な

んですけれども、それですぐに裁判官に

なるかというと、そうではなくて、いろ

いろな法律実務の経験をして、それをか

なりの年数、大体 年くらいですね、10
そういう経験をした人が裁判所で欠員が

出たときに名乗りを上げて、審査を受け

て、それで裁判官に選ばれるというふう

になっていました。

そうやって選ばれた人が裁判官になる

ということが、国民からすれば信頼でき

る人が裁判官になったということになる

んだと思うんです。

ですから、そこのところが根本的に違

うということと、今の日本の判事補制度

、 、というのは 私は何か世界を見たときに

変な立場だなと思います。

【髙木委員】山本さん、かねての御持論な

んだろうけれども、要は、国民はどうい

う人に裁かれたいかということが一つの

ポイントだと思います。どういう人に裁

かれたいかについては８月の集中審議の

ときにいろいろ議論があって、今日のレ

ジュメでもいろいろ整理をしている。的

確な判断とか、そういうのは誰でも同じ

で、私もそのことが大切じゃないという

ことを申し上げていないし、現在、こう

いう議論に及んでいるのは、現状をどう

いうふうに皆さんが認識されているか。

先ほどヨーロッパの伝統の権威によるも

のだというのがあったけれども、今日い

ろいろ御紹介がありましたように、ヨー

ロッパだっていろんな意味で、社会的に

選任している。いわゆる任用ですが、そ

れにしてもいろんな工夫がなされてい

る。

そういう意味では、質の問題、先ほど

私も３つのポイントがあると言いました

が、どういう質が求められるのかという

のはおのずと一致すると思いますし、そ

ういう望ましい裁判官像というのは、恐

らくそれは普遍性をかなり持っているん

だろうと思うんです。

このような視点からみて、それでいい

んですかという議論が今は多く出されて

いるわけで、そういう議論を我々はして

いるんだろうと思います。

どちらがいいか悪いかはそれぞれ評価

があるんでしょうけれども、こういう資

質が必要なのだ、その資質について、憲

法 条１項等で求められている要件、15
それを気に入る気に入らぬは別の話だと

思うんです。

条１項は 「公務員を選定し、及び15 、

これを罷免することは、国民固有の権利

である 」と書いてあります。裁判官も。

その広い意味で言う公務員、ないしは国

家権力に担保された仕組みで、そういう

意味で、国民が選定するという要素がど

うしてもないといけないでしょうという

ことなんです。

それから、アカウンタビリティーとい

うのが今では強く求められている。それ

は選任についても、それから仕事をされ

た結果についても、アカウンタブルでな

。 、ければいけないと思います この３点は

この問題を考える上で私は大前提だと思

っているわけです。そういうようなこと

から見たときに、現在の判事補制度は余

りにも問題が多過ぎるということを訴え

たいわけです。

判事補制度が、現行とは違った形・位

置付けの判事補制度であるなら、それは

それでいいと思いますが、裁判官の給源

として、自動的に今のシステムが維持さ

れていくということだったら、今、抱え

ている問題点は直らない。判事補廃止論

に近いのかもしれませんが、ここにも廃

止すべきであると書いてありますけれど
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も、別に廃止しなくてもいいんです。今

のままの判事補ならば、裁判官の給源に

するのはおかしいと思っているんです。

【山本委員】私は裁判官の給源として判事

補制度は必要だと考えているんです。

憲法との関係で言いますと、我々が全部

の公務員にそういった罷免権を持ってい

るか、ということですね。何も裁判官だ

けそういう立場に置く必要が本当にある

のかどうか。例えば行政の分野にこうい

ったアンケートをやったときに、どのく

らいの満足度があるか、我々は知らない

わけです。言われているような、日本の

ようなキャリアを中心とした裁判官制度

に決定的なダメージがあるような調査に

はなっていないんじゃないか。私供の実

際の日頃の感覚も、日本のキャリアシス

テムにはいろいろ問題、改善すべき点は

ありますが、おおむねいい働きをしてき

ていると私は考えていますので、さっき

申し上げたような議論になります。

しかし、制度をより良くすることにつ

いては、決して反対だというわけじゃあ

りませんので、給源はできるだけ多様化

していくというのは、さっき申し上げた

ように、キャリアシステムの中にはどう

しても閉鎖性というのはつきまといます

から、できるだけ開放的な部分を拡充し

て、そういった制度として運用していく

のがいいのではないかと申し上げている

わけです。

【 】 。髙木委員 一般公務員の世界と同じだと

【山本委員】住民と直接ね。

【髙木委員】国民との関係についても、全

く各省庁の自主性に委ねているという仕

組みになっていないはずだ。

【山本委員】一つの自己完結性というのが

ある程度ないと、組織というのは働きま

せんから。

【髙木委員】裁判所だけはそういう面はな

くていいとは言わないが、自己完結を律

するスコープが行政の世界とは少し違

う。

【井上委員】お二人の間だけでこのまま行

ってしまうような観がありますが、その

点は 「公務員の選定」の仕方の問題だ、

と思うのです。確かに、最終的には国民

の意思で選定する、それは権利であると

書かれているわけですけれども、公務員

の職務の性質によって当然その仕組みが

違うのであって、今の裁判官の選任の仕

組みというのは、司法というものの性質

から、直接民主制的な形で選ぶのはふさ

わしくないので、そういうことからはか

。 、なり遠い仕組みになっている そのため

髙木さんがおっしゃっている問題という

のもわかるんですけれども、そこは、裁

判官の選任について国民の意思を適切に

反映させるということを考えたらどうか

ということで、ここでも検討するという

ことになっているわけです。

ですから、そこから直ちに直接民主制

的な形にいくとか、そういうことにはな

らない、判事補制度の廃止ということに

もならないんじゃないかと、私は思うの

です。

ついでですので申しますと、私は夏の

集中審議で自分の意見は申し上げてあり

ますので、あえて繰り返しませんけれど

も、私は、判事補制度それ自体がもとも

と間違っていたというふうには思いませ

ん。ただ、裁判官の給源にそれに事実上

一本化してしまったために、キャリアシ

ステムのようになってしまった。そこに

問題点がある。

もう一つは、竹下先生や山本委員と結

論的に一緒なんですけれども、判事補制

度それ自体にも問題点が全くないという

わけではない。そこのところも改めてい

。 、こうということだと思うのです しかし

そのことから給源にはならないとまで言

うのは論理的に飛躍をしているだろう。

それに、前提として視野が狭いとか、

高い質でないという、何というか、ステ

レオ・タイプ的なとらえ方をし、一般化

して、それを前提にして議論するのは、

余り実り多い議論にならないんじゃない

かという感じがするのです。

確かに、判事補というのは、さっき裁

判所法に言及されましたけれども、特別
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の定めがある場合を除いては単独で裁判

できないということになっているわけで

すけれども、裁判と言いましても、いろ

んな種類、あるいは性質の違いがある。

判事補も裁判官の一種であることに違い

はないので、位置づけがちょっと不明確

になっているのはそのとおりだと思うの

ですけれども、まだフレッシュな人でも

できることもあり、それは特に法律で定

める。しかし、一番狭い意味の裁判、訴

訟手続とその結論としての判決などにつ

いては、一定の年数を経て、経験を積ん

だ人がやるべきだ。これは判事補もそう

なら、他のキャリアを経てきた人もそう

ですが、そういう仕組みになっている。

「補」とされたり、あるいは「単独で

できない」とされているところが、ちょ

っと半人前というふうに見えるかもしれ

、 、ませんけれども そういう仕組み自体は

根本的に間違っているとは思わないんで

す。

また、それがあるために多様な給源を

妨げているということだと問題ですけれ

ども、事実上多様な給源から取れなくな

ってしまっているというのが実情であっ

て、入ってこなくなってしまっている。

そこを改めていくべきだということは集

中審議のときにも申し上げたとおりで

す。

【髙木委員】日本国憲法が想定をしており

ます裁判官、これは具体的には裁判所法

で定められるということになっていると

思いますが、この日本国憲法が想定して

いる裁判官に、判事補というのが本当に

当たっていると、法律の御専門家である

井上先生が思っておられるのか、そのこ

とをひとつお尋ねを申し上げたい。

ともあれ裁判所法が、判事補を裁判官

の一種というふうに扱われたために、結

局、判事補の皆さんは憲法上の裁判官と

、 、して処遇もされておりますし 身分保障

あるいは任期 年等も援用される。た10
だ、判事補は司法修習を終えられた人の

中から任命するということで、任命資格

に実務経験というのは要求されていない

わけです。司法研修所の実務研修を言う

なら別ですが、そういう意味では実際に

はほとんど実務をやっていない形で判事

補になられて、それをもって裁判官とす

るという、その骨格自体が私はおかしい

と思っているんです。

だから、特別の定めのある場合、こう

いうことをやらせることができるとかい

ういろんな話もありますし、合議体の中

の一元論についてもいろいろ議論があ

る。合議体の一元論で、あとの２人は例

えば正式な合議体の判事だという。その

判事補の職権というものを、あとの２人

の正式な判事になっておられる人たちの

職権によってカバーをされる。それが見

習いということ。

そんないろんなことを考えてみました

ときに、本当に今の判事補が 年とい10
う実務経験を基にし、戦前の大審院の判

事の代行ができるくらいのものだという

厳しいものに判事を位置付けた。そうい

うものと同列に扱い得るような今の判事

補の仕組みというのは、やはり国民にと

って好ましいものといえるのか。また、

判決を書かれることも５年以上経ったら

あるわけです。

【井上委員】特例判事補ですね。

【髙木委員】ですから、そういうようなこ

とでいろいろ対処療法的に対応してこら

れたけれども、きちんとすべきはきちん

としなきゃならないと思います。

さっきから申し上げております質の問

題、それから、独立という問題、キャリ

アシステムというのは独立という意味で

も問題だと思っているんで、それからア

カウンタビリティー、この３つは判事補

制度の問題を考えるときに物差しになる

だろうと思うんです。井上先生と論争し

てもかないませんから、最初の質問にだ

け答えてください。

【井上委員】法律の専門家としてというこ

とほど大げさなことではないのですけれ

ども、現行憲法下で 年いろんな経験10
をした人が判事になるという仕組みにし

たのは、いつか佐藤会長が御指摘になっ
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たように、裁判所に違憲審査権を与えた

ということと連動していると思うので

す。つまり、その意味で、質の高い判断

を求められることがあるので、というこ

とだと思うわけです。

翻って戦前と言いますか、旧法時代の

裁判所制度を見ますと、司法官試補を終

わればすぐ裁判をしていたわけです。だ

から、そのレベルの裁判をできなかった

というわけでは必ずしもない。しかしそ

こも連動して、判決という狭い意味での

裁判をするには 年の経験を必要とし10
ようということにした。

そういう経緯からしますと、インター

ンに当たる司法修習を終わったばかりの

人ができる裁判とできない裁判とがあ

る。一番狭い意味の裁判を 年経って10
初めて一人でできる。しかし、三人の合

議体のうちの一人、これはみんな独立で

対等ですが、そういうものとしては最初

。 、からできる こういう仕組みというのは

決して不合理ではないと私は思います。

憲法の想定している裁判官というのがど

ういうものかは、人によっていろんなふ

うに描けるとは思うのですが。

そういう意味で、現行制度について、

当・不当、十分・不十分の問題はあると

しても、質的におかしいんだというふう

には思わないのです。

【吉岡委員】私はどうしても、裁かれる立

場というか、そういう立場にしかならな

いものですから、そういう立場で裁判官

を考えたときに、裁判官の質とか経験と

か、そういうことは非常に重要だと思う

んです。ですから、司法研修所を出たて

の、頭は確かにいいでしょうし、限られ

た知識、司法試験に受かるための知識し

か持っていない方も大勢いらっしゃいま

す。その限られた知識についてはかなり

深いものを持っていらっしゃるかもしれ

ませんが、一般社会の常識という点で見

たときに、本当に公平に判断ができるか

というと、司法研修所を出ただけではで

きないのではないかと思います。

【井上委員】特例判事補という制度には疑

問があるということは申し上げたつもり

。 、 、です しかし 弁護士なり検察官なりは

最初から一人で法律家としての仕事をす

るわけですよ。

【吉岡委員】弁護士の立場と裁判官の立場

とは全然違うと思います。判断をするわ

けですから、判断をするだけの素質を育

てた人でなければ、判断される方はたま

ったものじゃないですよ。そういう意味

では、それなりの法律実務、そういう経

験をしていただかないと、裁く立場には

なってほしくないと思います。

【井上委員】できる、できないは、裁判の

種類にもよるんだということを、私は言

いたいのです。

【中坊委員】先ほどからの皆さんの御議論

を聞いておっても、高い質とか、非常に

抽象的な言葉で言われていると思うんで

す。しかし、判事補制度のどこに一番決

定的な問題があるかということを、皆さ

ん方にも御理解いただきたいと思うんで

す。それは私が実務を体験してきたから

言えることではありますけれども、まず

裁判官というのはどういう仕事をするか

ということなんです。刑事事件であれば

検察官、弁護人、それぞれから出てきた

証拠をどう評価するかとか、法律をどう

適用するか、そして、裁判、事実認定を

するわけです。その仕事に専念されてく

るだけなんです。

、 、別の言い方をしますと 一番の問題は

この人は料理を食べてはるんです。料理

を食べて、この味がよいか悪いかを判断

するのが裁判官なんです。検察官、弁護

人、原告、被告の代理人によって事実関

係が作られてきますね。その料理を食べ

るのが裁判官なんです。そして、この料

理はおいしいとかおいしくないとか、こ

っちの料理がいいとか悪いとか判断する

のが裁判官の仕事なんです。

しかし問題は、作る過程には全然関与

しないんです。判事補を幾ら 年間お10
やりになったって、食べることに慣れる

だけであって、食べる素材をどう作って

きたか、どのようにして味付けをしてき
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たか、何が入れてあるのかは、裁判官で

。 。は全然わからないんです しないんです

年間１回もしないんです。10
確かにおっしゃるように、研修したと

いっても研修中に弁護士のところに数か

月来たというくらいのことです。あるい

は判検交流の中において訟務検事として

国の代理人を務めたという程度でありま

して、だから、裁かれるとか裁くとか、

高い質とか何とかいう問題よりも、そも

そも裁判官の仕事は何であるのかという

。 、ことなんです 作る過程を知らない人が

、味見することだけを 年間訓練しても10
どういう素材からどのようにして作るか

。 、ということになれないんですよ だから

裁判官というのは、ある意味において判

事補を 年間されたとしても、食べる10
ことには非常に秀でておりますよ。ある

いは舌の感覚はいいのかもしれないけれ

ども、その素材をどうして作ったという

ことは全く経験しない。

現実に、こう言っては失礼かもしれな

いけれども、多くの裁判官を経験された

方、あるいは検察官を経験された方で、

弁護士におなりになる方もいらっしゃる

わけです。

私が見て、率直なところを申し上げて

失礼ですけれども、裁判官を長いことお

やりになっても、私に言わせたら逆です

わ。長く裁判官をなさっては、いい弁護

士にはなりにくいんです。舌がそうなっ

てしまうんです。一旦食べることに慣れ

る舌になってしまうと、その製品をどう

して加工したか。まさに現場の中でどう

見てきて、どうしたかということを幾ら

教えてもだめです。正直言って裁判官を

年間以上した弁護士がおるわけです10
が、私も、お前なんだと幾ら言うても、

それは悲しいかどうかは別問題として、

そういうものになりきってしまうんで

す。

まだ検事というのは、生の証人を調べ

てきたり、証拠を調べたり、これはいい

とか悪いとか選択してきます。そして、

料理としてでき上がったものを裁判官が

食べるわけです。

、 、 、だから 裁判官と検察官 弁護士とは

仕事が根本的に違うというところがおわ

かりいただけないと、裁判官に、作る仕

事まで習いに行くということは絶対でき

ないんだから、そこに致命的な欠陥があ

る。判事補制度を 年間やれば、確か10
に判決書みたいなものを並べるのはでき

るんです。

だから、さっき吉岡さんが言うたよう

に、判事補はお医者さんのインターンじ

ゃないんです。お医者さんのインターン

はなるほど同じ仕事をしてお医者さんに

ならはるわけ。ところが、判事補という

のは、料理を食べる仕事をするだけであ

って、その前の作る仕事には全く関与し

ないんです。そこに今の裁判官としての

致命的な欠陥がある。それがそうではな

いというような論理が成り立つわけがな

い。私も実際経験してきてみて、それは

明らかに言えることなんです。

だから、そこを我々としてははっきり

認識しないと、料理を食べる人と作る人

が違うということを、まずもってはっき

りとここでは認識した上で議論をしてい

ただきたい。そうでなければ私は根本が

間違ってくると思います。

【藤田委員】夏の集中審議のときにいろい

ろと申し上げたことの繰り返しなんで恐

縮でございますけれども、法曹一元かキ

ャリアシステムかという言い方はしない

ということになりましたから、キャリア

システムという言葉は使いませんけれど

も、判事補制度を含んで、当初から裁判

官として採用して養成していくという制

度、これは制度自体として欠陥があるか

どうかというと、先進国のうちの半ばは

そういう基本的な枠組みを制度としてい

るわけですから、比較法的観点からいっ

ても、制度自体に根本的欠陥があるとは

思えないわけです。

国民の感覚から遊離したという批判が

あることは私も承知しておりますけれど

も、例えばその例として、行政事件で訴

え却下、門前払いが多いというようなこ
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とが言われますが、しかしこれは、今ま

でにも議論で出ましたように、行政事件

訴訟法のみならず、行政実体法について

の法制度全般についての問題である。立

証の問題についても、立証責任というの

は法律で決まっているわけですから、そ

ういうような点を度外視して、国民の感

覚から遊離しているというようなことは

言えないのではないかと思います。

それと、官僚司法であって、独立性が

ない、最高裁の鼻息をうかがっていると

いうような批判があることも承知してお

りますけれども、これはもう夏に申し上

げました。裁判官みたいな職業をなぜ選

ぶかというと、それは裁判官の職業とし

ての魅力と使命感です。青くさいとおっ

しゃるかもしれませんけれども、そうい

うことでありまして、裁判官は、会社や

官庁に勤めている人と違いまして、自分

の信念に反することをしたくなければ、

いつでもやめて食っていけるんです。に

もかかわらず、裁判官の職にとどまって

全国を遍歴しているのは、裁判官として

の仕事に生きがいを感じているからであ

るというふうに既に申し上げました。

それから、経験の内容が違うというこ

と、確かにそれはそうかもしれません。

そうかもしれませんが、裁判官というの

は料理の味がわからなければ勤まらない

職業です。ですから、勿論、料理を作る

過程については、弁護士とは差があるで

しょうけれども、しかし、当事者と直接

接触する場もある。民事事件の解決の半

ば以上は、和解でありますし、刑事裁判

の場合でも被告人と直接接触し、その訴

えに耳を傾けるわけでありますから、そ

ういう意味では国民の感覚から遊離して

いるというのは、やや実態から離れてい

るのではないか。

夏のときにも申し上げましたけれど

も、新聞社、あるいは日弁連のアンケー

ト調査とか、菅原先生から先ほど説明が

ありました調査によりましても、裁判官

に対する評価はかなり高い。裁判に対す

る満足度とか納得度、これも裁判結果を

見ますと、有利・不利、どちらとも言え

ないというのがほぼ同じくらいのパーセ

ンテージであるにもかかわらず、納得度

等につきましては、半ばを超えていると

いう状況にある。そういうことになって

います。

裁かれる者の気持ちがわからないとい

うこともございましたけれども、これも

申し上げたとおり、裁かれる者の気持ち

を我が心の痛みとして理解できるかどう

かというのは、その人その人の人間性に

よるわけでありまして、勿論、すべての

裁判官がそういう素質を備えているとは

申しませんが、一般的に欠けているとい

うのは理由のない批判です。

弁護士として直接に当事者と接触すれ

ば、その庶民の気持ちが理解できるかど

うか、これもその人その人の人間性によ

ることであろうと思いますし、中坊さん

の評価によると私はだめ弁護士かもしれ

ませんけれども、幾らかの弁護士での経

験によりますと、相手方の代理人が、双

方の本人の気持ちがわかっているんだろ

うかということに疑問を感ずるような人

もおります。勿論、本人の気持ちを十分

に理解する方々も多数おられることでは

ありましょうけれども、私が言いたいの

、 、は 裁判官についても弁護士についても

裁かれる者の気持ちを理解できるかどう

かは、その人の人間性如何であろうとい

うことです。

しかし、私も、現在の判事補制度も含

めた裁判官の任用制度がすべての点にお

いて望ましいものであると言うつもりは

全くございません。特例制度ですが、戦

前は任官当初から同一の権限を持って仕

事をしていたわけでありますけれども、

ある程度の経験を積んだ上で独立の裁判

をする権限を与えた方がよかろうという

ことで現在の判事補制度になっているわ

けでありまして、それをどういうふうに

改善すべきかという問題もございます。

それから、給源の多様化、これも、フラ

ンスのように、社会経験のある人を直接

判事、検事に採用するという制度を導入
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するのが望ましいであろうということも

。 、 、わかります ですから そういう意味で

裁判官の任用、それからその運用につい

て、いろいろな改善の余地があるという

ことはわかりますけれども、基本的に当

初から裁判官として養成していく制度

に、制度的な欠陥があるとか、あるいは

その結果として、非常に国民の常識から

遊離した裁判官となっているというの

、 。は 実態から離れた認識ではなかろうか

再度、集中審議のときに申し上げたこと

を繰り返して恐縮でございますが、以上

が私の考えでございます。

【中坊委員】私は、藤田さんのおっしゃる

ように、人間性があるかないかというの

は確かに個々の人によっていろいろ違う

と思うんです。しかし、私が言うている

のは、裁判官というのはまずもって必要

なことは両者を裁くんですよ。率直に言

。 、って裁判の中核なんです 双方の代理人

あるいは検察官でも言いっぱなしと言う

とおかしいかもしれませんけれども、言

うてるだけでまだええかもしれない。し

かし、裁判官というのは、眼光紙背に徹

して、仕組みそのものを理解した上で判

断をしてくれる人なんです。その意味に

おいてはまさに司法の中核なんです。

その人は、その料理ができてくる過程

というもの、ネギの１本にしても、ネギ

の１本がどういう畑で、どうして作って

きて、化学肥料で育てたのか化学肥料以

外で育てたものなのかどうなのかという

のを見て育ってくる人と、とにかくネギ

はネギとして食べるというのとでは全く

違う。そりゃ、舌のいい人もあれば悪い

人もあるし、人間性を感じる人もあるで

しょう。弁護士を体験したらよくなると

いう意味ではないんです。まさにその中

から一番いい人が裁判官になって裁くと

いうこと。

、 、いわんや ここで非常に重要なことは

そもそも司法とは何であったか。我々は

ここで佐々木さんから、いわゆる民主主

義社会において、司法というのは、暴走

とか熱狂に走る者を防ぐのがその本質な

んだという話は聞いたと思うんです。ま

さに多数にも動ぜず、道理とは何かとい

うことを誰よりもわからなければいけな

い。

勿論、今、藤田さんがおっしゃるよう

に、感受性の良し悪しというのは、人に

よって様々ですよ。藤田さんだったら、

裁判官なさっても良いでしょう。いろい

ろ例外もありまっせ。問題は、そういう

料理を作る過程、素材、それを知らない

で、全く判事補制度のように味を見るだ

けの訓練をしてきて、それで前のところ

がわかるわけがないんです。第一、ネギ

が植えてあるところへ一回も行ったこと

がないんだから。そこをおっしゃらない

と、私は判事補制度そのもので、判事補

から自動的に裁判官になれるという制度

というのは、根本的な、致命的な欠陥を

持っておるということだけは私は絶対間

違いないと思います。

【佐藤会長】話は佳境にありますが、休憩

をはさみまして、 分に再開いたしま35
す。

(休 憩)

【佐藤会長】再開します。

話が佳境に入ったところで休憩をはさ

みましたけれども、一見、非常に大きく

違うようでいて、目指すところは共通の

ものもあるような思いもしないではあり

ません。細かなことを議論すればいろい

ろありましょうけれども、今日はこの給

源の問題だけではなくて、任用、人事に

ついても少し御議論していただかないと

いけません。この給源の問題についても

う少し御議論いただいて、先に進みたい

と思いますが、先ほどの議論の延長で御

意見はありませんか。

【水原委員】先ほど、大変厳しく対立して

いるような御議論のように伺いましたけ

れども、突き詰めてみますと、最初に会

長からも御紹介ございましたけれども、

国民が求める裁判官をどのようにして得

ていくかということで、判事補から直に

判事に任用していいのかどうか。社会経

験をしておらない者を任用して、それで
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いいのかどうか。そうすると、社会経験

をさせればいいのかという議論にもなる

、 、わけでございまして どうしたらいいか

考え方の方向性として私なりに気づいた

ところをこれから申し上げたいと思いま

す。

私は 「キャリアシステムか法曹一元、

か」という議論から離れて、夏の集中審

議でもおまとめいただきましたが、国民

が求める裁判官をどのようにして得てい

くのかという共通の認識に立って考えて

みたならば、私は判事補制度にも優れた

判事を養成、確保するという意義が認め

られるのではないかという思いを強くい

たしております。

さはさりながら問題はございます。そ

れで程度の差こそあれ、中坊委員が先ほ

ど御発言になったこと、これについても

。 、うなずける点がございます 裁判所法は

判事の給源として判事補のほかにも弁護

士、検察官など多元的な給源を想定して

おりますけれども、実際にはどうだった

ろうかと言いますと、判事の採用ルート

はほとんど判事補からということに固定

化してしまっている。裁判官以外の経験

をほとんど有しないものが判事の多数を

占めておるのが現状でございます。ここ

にいろいろな問題があるわけです。

これは裁判所法の想定していた事態と

は異なる事態が発生しているのではない

かという気がいたします。裁判所法は、

いろんな給源を想定して規定しているわ

けでございます。だけれども、弁護士任

官がなかなか進まなかった。これといっ

た妙案もないことからも明らかなよう

に、現在の制度そのままでは解決できな

いように思います。

それでは、何か解決策があるのか、水

原、言ってみろということになるわけで

ございますけれども、私は判事補制度に

ついて、それ自体を廃止する必要はない

と思いますけれども、判事の給源の在り

方を見直して、改革を加えるべきではな

いかということを思っております。

少々我田引水になりますが、先ほど検

事は料理を作る人間だから、ある程度の

ことはお認めいただいてありがたいと思

っていますけれども、私の検事経験を交

、 、えてお話しいたしますと 法律家として

一つの立場しか、また一つの観点しか持

たずに物事を見ようとするならば、物事

の本質を見抜く力は養えないのではなか

ろうかという気がいたします。取調べの

際に相手の目線で、相手の気持ちで、相

手の言葉で、虚心坦懐に物を考えてみる

こと。それをしなければ真相を聞き出す

ことはできないと私は三十何年の経験で

確信いたしております。

仮に被疑者が真相を語ってくれたとし

ましても、それは取調官自らの力と過信

してはならない。むしろ真相を語ってく

れるという気持ちになった被疑者自身の

なせるわざであるということを考えなけ

ればならないんじゃなかろうかというこ

とも強く感じております。

そして権力を背負って、ようやく聞き

出したにもかかわらず、己の力であると

勘違いする取調官、相手の気持ちや立場

を忘れて自白を取ったと慢心する取調官

であるとするならば、これは大体任官し

て３年から６、７年頃にかけてそういう

ふうに天狗になりやすい傾向が多うござ

いますけれども、それは論外でございま

す。

むしろそういう場合には、得てして本

当の真相を語ってもらっていないのだと

気づくべきだと思います。私はそういう

自分の経験からして、検察での決裁官時

代には、部下諸君にも何度となくそうい

うことを指摘しましたし、機会あるごと

に、権力の座にあることを片時も忘れず

に 「我以外皆我が師なり」と考えて、、

被疑者、被害者、その他の参考人から細

かく教えを請う気持に徹して、接しなけ

ればならないと指導してまいりました。

そういう意味で私は、検事というもの

は、自らの立場に固執することなく、被

害者はもとより、被疑者や被告人、それ

を弁護する弁護人の気持、目線で物事を

見るという努力を決して怠ってはならな
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いと思うのであります。

今後、さまざまな方法で、検事の経験

の多様化ということも真剣に取り組んで

いく必要があると考えております。そう

したことを通じて、いろんな経験を検事

、 、 、も積むことによって 人間 そして社会

物事の本質に迫る目を養うことができる

ように感じます。

当たり前のことですけれども、検事諸

君に被疑者の立場を経験しろと言ってい

るわけではございません。これは大変な

ことになりますから。

裁判官改革の話なのに検事のことばか

り申し上げましたけれども、お褒めをい

ただいたから申し上げたわけではござい

ません。私どもも反省の念を込めて申し

上げているわけでございます。

裁判官の場合も同様と申しますか、む

しろ検事とは比較にならないほど、法律

家として異なる立場を経験する必要が大

きいものがあると思います。先ほど中坊

委員も、それからほかの委員の方々もお

っしゃいましたけれども、料理をしたこ

とがない者が、料理の味だけ味わってい

て、本当のことがわかるのかということ

でございます。やはり料理をする経験も

してみる必要があるのではないか。裁判

官は人の生命、身体、財産に関わる重要

な、しかも最終判断を独立して行うこと

が認められております。また、そういう

ことが求められております。

私はこうした重要な位置にある裁判官

に、いかにして望ましい人材を得るかと

いうことが、まさに司法の死命を決する

ことになると思っております。

そのために私は、裁判官個人個人が法

律家として多様な経験を積むことは、知

見を深め、視野を広げるのに非常に有益

なことだろうと思うのであります。これ

、 、は先ほど吉岡委員も 経験の十分でない

一般社会常識のない方に裁判される国民

はたまったものじゃないとおっしゃいま

したが、いろんな多様な経験を経てきた

者に裁いてもらいたいというのは国民の

願いだろうと思います。

裁判官として、ずっと裁判所の中で仕

事をしているだけでは、これはおのずと

限界があるのではなかろうかという気が

いたします。判事の職責、権限は非常に

重要であって、そういう重要な地位に就

く者には、裁判所の中だけではなくて、

裁判所の外で、当事者などとして仕事を

して、いろいろな経験を積んでもらう必

要があるというのが、私の考え方であり

ます。

全く経験がない者がいきなり判事にな

るところに問題があるわけでございまし

て、先ほど議論がかみ合っていないよう

に思いましたけれども、実はそこまで突

き詰めてみますと、経験を積んだならば

判事補でも給源としていいじゃないかと

いう議論になるのではないかという気が

いたします。

、 、 、例えば 法律上 判事になるためには

裁判官以外の法律専門家としての職務経

験を一定の年限経ていなければならない

とすべきではないかと思います。裁判所

の外での法律専門家としての職務経験に

は、弁護士は勿論、検察官でも、行政庁

や民間企業での職務経験も含まれるとし

てもよいのでないかと思います。

私が申し上げたいのは、判事になる人

には、みんな全員、裁判所の外の空気を

吸ってもらうこと。それも研修というこ

とではなくて、裁判官の身分を離れて裁

判官以外の法律家としての仕事を経験し

てもらいましょうということでございま

す。そういう制度が何か考えられないだ

ろうかというのが、私の検察官経験を経

て、そして、後進を指導したときに、世

の中の常識をどうやったら吸収できるだ

ろうかと、そういうことをいろいろ苦労

してまいりましたし、私自身も苦労して

まいりましたが、裁判官にもそういうこ

とを経験していただく必要があるのでは

なかろうかという思いで申し上げまし

た。

そのことによって、社会の常識を反映

した裁判、当事者が納得できる裁判、国

民の信頼が得られる裁判を実現すること
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ができるようになるのではなかろうかな

という思いを持っております。

ただ、やはり先ほども議論がございま

したように、特例判事補制度につきまし

ては、これはもう少し突っ込んだ検討を

しなければならないことは言うまでもご

ざいません。

以上、雑駁な意見でございますが、申

し上げました。

【佐藤会長】ありがとうございました。

【北村委員】私は裁判というものは、いか

なる政治の圧力にも屈しないで、独立し

て公正な判決を下せるという点が裁判だ

と思っているんです。それはここにいる

方皆さんそう思っておられるのだと思い

ます。

今、日本の裁判においていろいろと判

決に不備があるというような御意見が出

ておりますけれども、私は日本の裁判と

いうのは、比較的独立性というか、公平

性という観点から見て、うまく言ってい

るのではないかなというふうに思ってい

るんです。中には変な判決、国民の感覚

から見て外れたような判決というものも

出ているんだと思うんですが、それは今

の判事補制度が悪いからそうなっている

、 、のではなくて はっきり申し上げまして

それは裁判官のイデオロギーに起因して

いるというところが割とあるんじゃない

かと思うんです。

私は会計学ですから、イデオロギーに

全然関係しない、イデオロギーを持って

いない人間なんです。ところが、法曹人

と言ったときには、やはりそれが関係し

てくるだろうと。だから、それを見て判

事補制度というものが悪いというふうに

は言えないんじゃないかなと思うんで

す。ただ、ここにいらっしゃる方の御意

見をいろいろと伺ってみても、判事補制

度にはいろんな欠点があるということは

承知しているつもりです。だから、今ま

でこの判事補制度をこのままにしてきた

最高裁には、責任を感じてもらいたいと

私は思っているんですが、しかしながら

私としては、裁判というものは、プロに

やってもらいたいという気持がすごくあ

るんです。プロに任せっぱなしにしてし

まって、チェック機構も全然置かなかっ

たという点が、今の司法制度で非常にま

ずい点だったんじゃないかなと思いま

す。だから、そういうようなところをき

ちっとやっていくというようなことで十

分耐えられる制度なのではないか。だか

ら、判事補制度というものをここでなく

す、あるいは将来においてなくすという

ようなことを考えなくても、十分それを

修正していくことによって、より公正な

裁判が日本で行えるようになるんじゃな

いか。このように思っております。

【 】 、中坊委員 さっきから言っているように

プロの人に裁いてもらうのはそのとおり

なんだけれども、まさに裁判官はプロ中

のプロでないと困るんです。だから、プ

ロ中のプロというものは、先ほど言う料

理を作る過程を全部知っている人でない

と作れないんですよと、これは普通の素

直な常識だろうと思うんです。その常識

だけは大切にした意見を我々が出さない

といけない。先ほどから言うているよう

に、両方が言い分を言い、最後にその人

が裁くわけだから、まさにプロ中のプロ

、 。を 裁判官として今我々は要求している

そういうことから言えば、判事補制度

のままできて、それで判事になれるとい

うのはおかしい。

判事補制度でなぜ固定化したかという

と、これは判決書なんです。結局、判決

書の書き方というのは、一つのテクニッ

クがあるんです。論理の運び方、さっき

私が言うたように、料理の食べ方、単に

食べて味がいいとか悪いとかいうなら行

司の軍配みたいに右か左か上げたらいい

んだけれども、これはこうこうであるの

でおいしいとか、あるいはこうこうでま

ずいんですよということを言わなきゃい

かんわけです。その過程というのは判決

。 、の理由の中にあるわけです そうすると

証拠の摘示から論理の運び方とか、それ

、 、がすべて 裁判官の製品というか作品は

すべて判決書という中に出てきて、裁判
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官弁明せず、判決書を見てくださいと言

えるぐらい、裁判官というのは判決書に

非常に精魂を傾けられるわけです。

それも正直言って、かなりのテクニッ

クが必要なんです。そうすると、料理を

10作るという過程を経ていなくても、

年間やるとそのテクニックだけは上手に

なるんです。だから、判決書だけは、形

的にはいい判決のように見える判決を書

くことはできる。だから、どうしても外

形だけを求めてしまう。作品は判決書に

なるんでしょう。その判決書がいいじゃ

ないか。そうすると、言わはるように、

どこか今言う実際を経験していない者の

つくった作品は、同じような形に見えて

も心が通っていないというのが非常に問

題になってくる。今まで我々が言う、判

事補制度というものが致命的な欠陥を持

っているというのは、先ほど水原さんも

おっしゃったように、まさにその体験が

ないとね。

だから、どうしても判事補制度という

ものをそのまま残していくんだ。判事補

から判事になれるんだというルートを認

める限り、その外形だけはそれでできま

すから、どうしてもそういう弊害も考え

ないと、我々は、今抽象論的に言うてい

るだけではあかんという感じがします。

【佐藤会長】時間もだんだん迫ってきまし

たので、少し手短かにお願いします。

【吉岡委員】確かに中坊委員のおっしゃる

ように、判決書をきちっと書けるかどう

かということで言えば、判事補 年の10
経験というのはかなり重いと思いますけ

ど、私は現在の判決文が本当に国民にと

っていいのかという、文章としてですけ

れども。私たちからすると、判決文を聞

いても、勝ったんだが負けたんだかがわ

からない。何を言っているのかがわから

ないというのが、むしろ一般の人たちの

見方です。裁判を傍聴していてもわから

ない。そういう状態がむしろ一般的なん

です。

そういうような判決文を書くというこ

とが、本当にいいのかどうかというのも

考えなきゃいけない。もっと国民にわか

りやすいという視点が必要で、国民にわ

かりやすい判決文が書けるというのは、

やはりそれだけ社会的な経験がなければ

いけない。やはり文章として幾ら立派で

も、それだけではいけないんじゃないか

なと思います。

そういう意味で、初めから裁判官に、

判事補から裁判官なんですけれども、判

10事になるという前提で教育をされる

年間ということ自体がむしろ問題だと思

います。

それから、北村委員が、判決がいいか

悪いかはイデオロギーによるんじゃない

かということをおっしゃったんですけれ

ども、最近はなくなりましたけれども、

かつてイデオロギーによって判事に任命

されなかった、そういう方がいらっしゃ

います。そういう事例は後を絶たないの

ではなくて、いらっしゃますという程度

しかないんですけれども、そういう実態

があることによって、むしろ自分の思想

は出さないという、そういうことになっ

てきてしまっている。

勿論、判決にイデオロギーを出しては

いけないわけですけれども、その辺が巷

間言われるような裁判官が判決を書く場

合に、上の方を見て書くんじゃないかと

言われる一つの理由になっているんじゃ

ないかなと思っています。

判事補制度が全面的に撤廃しなければ

いけないとは言えないという意見が他の

委員からも出ているわけですけれども、

私も判事補制度について、廃止を視野に

ということは書いていますが、ただ、判

事になる前提での判事補制度ということ

が問題だと思います。

そういう意味では、髙木委員がおっし

ゃったロークラーク、そういう考え方も

あっていいんじゃないか。ロークラーク

の考え方というのは、アメリカでそうな

っているわけですけれども、やはり経験

、 、の中の一つとして 裁判官の補佐をする

そういう仕事をやっていただくのもいい

、 、し 弁護士をやっていただくのもいいし
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できればいろんな経験をしていただきた

いと思います。

そういう経験をした人の中から裁判官

が選ばれるということでなければいけな

い。経験を 年やればすべていいと私10
は思っていません。では、どうやって選

ぶのかというのは、これから先の議題に

なっておりますので、そこで申し上げた

いと思います。

【北村委員】私も判事補制度だけで採ると

いうふうに言っているわけではなくて、

いろんな人が裁判官になっていくルート

というのは確保しておく必要があると思

うんです。それが今までなかったという

のが一つの欠点でもあるというのは認め

ているんです。

【佐藤会長】そこは共通なわけですね。

【髙木委員】もっと本質的、と言うと失礼

な言い方になるかもしれませんが、とに

かく判事補としての 年の経験が、本10
当に裁判官の給源たる実質で担保されて

いるのかどうか。その検証は是非やって

みる必要がある。

これは藤田さんがおっしゃるんです

が、人によるという面がある、それは確

。 、かにそうだろうと思います だけれども

実態は判事補から判事になれなかった人

がどれくらいおられるんですか。それは

ちゃんと人を見て判事補にしているの

か。それに研修所のときに、判事補にす

る人をどういう物差しでどのように選択

をされているんですか。

かつて私はインフォーマルな形だった

が、その辺について研修所の中でのリク

ルートについて、最高裁にお話をお聞き

したことがありますが、私の記憶力の問

題もあるのかもしれませんが、余り明確

な御返事ではなかったかと思います。

そういう意味で、個々の問題ではない

という意味も含めて、実質的な運用がど

のように行われているのか、それがトー

タルとして給源として内容をきちんと持

てているのかどうか、その検証は是非や

ってみる必要があります。

これは吉岡さんが言われたんで、私が

重ねて言うのはどうかと思いますが、イ

デオロギーの問題を北村さんが口にされ

たんですが、勿論、誰しもいろんな物の

考え方を一人ひとりが持っているわけで

す。そういうイデオロギーが判決に投影

されたからいかんというのは常識以前の

問題だろうと思うんですが、そういう常

識に照らして、イデオロギー云々の問題

、 、が キャリアシステムだからされている

されていないと私には聞こえたんです

が、そういう発想の御議論がもしあると

したら、これは大変大きな論点だろうと

思いますんで。

【北村委員】いえ、私はそんなこと言って

いません。

【井上委員 「イデオロギー」という言葉】

の意味がちょっと違う、ニュアンスが違

うのではないでしょうか。

【髙木委員】あんたがコメントする話じゃ

ないんではないですか。彼女の口から出

たんで、北村さんに聞いているんです。

【井上委員】私は、そう思うということを

言ったんです。

【北村委員】その人の考え方という意味で

す。

【髙木委員】イデオロギーというのはそう

いう意味ですか。

【 】 。井上委員 そういう使い方もあるんです

【北村委員】そういう使い方です。

【吉岡委員】イデオロギーとおっしゃった

ら、そういうふうに。

【髙木委員】いろんな歴史を日本の司法制

度は持っているから、よけいそういうも

のにセンシティブになる世界もございま

すよということです。

【佐藤会長】イデオロギーという言葉です

が、会計学ではイデオロギーは無関係だ

と言われるときの「イデオロギー」の意

味は何なのでしょうか。会計学でも、こ

の世の中はかくありたいという視点は背

景にあるわけでしょう。より良き社会の

ために仕組みをどうするとか。裁判官で

あれ、どんな職業であれ、いい社会を築

きたいという思いと多かれ少なかれ関係

していると思うんです。もしそれをイデ
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オロギーと言うなら、イデオロギーのな

い人間なんて存在しないと思うんです。

だから、それは言葉の使い方の問題で、

今そういう議論しても生産的でないよう

に思います。

【井上委員】中坊先生の比喩なんですけれ

ども、裁判官というのは味わう人なのか

料理人なのか、そこの位置づけによって

もまた見方が違ってくるように思いま

す。

もう一つ、髙木委員がおっしゃった、

判事補からの任用制度が本当に質的なチ

ェックになっているのかというのは、お

かしい任用をしているという前提に立っ

た御質問ですか。

【髙木委員】前提というより、個性による

面があるという御議論もあるし。

【井上委員】そういう意味ですか。

【髙木委員】それから、制度の仕組み自体

として、今の判事補制度、私自身はです

よ、いろいろきちんと給源たるに値する

年間を皆さんが的確に過ごした上で10
の判事への任用ではないのではないかと

いう心配、懸念を持っておりますから。

【井上委員】そういう意味ですか。わかり

ました。

【竹下会長代理】どうも皆さんのお話を伺

っていると、夏の集中審議に戻ったよう

な感じがするんですが、今日お配りいた

だいた夏の審議のとりまとめでも 「制、

、 、度構築の方向性としては 裁判官の給源

任用方法、人事制度のあり方につき、給

源の多様性・多元性をはかることとし」

と、また 「少なくとも判事補制度に必、

要な改革を施すなどして高い質の裁判官

を安定的に供給できるための制度の整備

を行う」ということになっているわけで

す。

、 、ところが どうもお話を聞いていると

そういう改革をするんだという前提がな

くなってしまって、あるいはどう改革し

ても、判事補制度というのは良くならな

いんだと言っておられるように聞こえる

んですね。

私が思うに、そんなことはないのであ

って、これは水掛け論になってしまう。

かなり多くの先進国で、先ほど藤田委員

が言われたように、キャリアシステムと

いうものを採用しているわけなので、そ

れが制度としておかしいんだというよう

なことは、なかなか客観的には言えない

のではないかと思います。

それからまた、個々の事件について社

会の常識に合わないような判断をするこ

とになるのだというのも、これもなかな

か実際には論証が難しいことだと思うの

です。

私はやっぱり、夏の集中審議の結果を

踏まえて、一体どう改革をしていくかと

いう議論の方が生産的なのではないかと

思います。

その意味では、先ほど水原委員からお

話があったように、確かに判事補制度と

いうのは、一つは、非常に若い人が、と

りわけ特例判事補になると単独で裁判を

10やるという問題点がある もう一つは。 、

年間常に同じ立場に立っているというこ

となので、これは経験を多様化するとい

。 、う必要があるのではないか そうすれば

やはり判事補制度が持っているメリッ

ト、つまり、公平さ、廉潔さとか、冒頭

に山本委員が言われた判断の安定性と

か、そういうメリットを生かしながら、

国民が必要とする数だけの、質のすぐれ

た裁判官を安定的に供給できるというこ

とになるのではないかと思います。

ただ、１点、これは微妙な問題なので

すが、どうやって経験を多様化するかと

いうところなのです。水原委員は、法律

上、そういうふうにすべきだと言われた

のですが、裁判官の身分保障ということ

を考えると、法律上そうやるということ

が可能なのかどうか、そこはもうちょっ

と幅広く弾力的に考えてもよいのではな

いかと思っております。

【 】 、 、藤田委員 判決の評判が悪いので ただ

一言だけ。

日本の判決は非常に精緻を極めてい

、 、て 精密司法と言われる原因なんですが

フランス、イギリスへ行きますと、判決
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は１枚か２枚です。陪審・参審の関係も

。 、あるんですけれども 日本でも昭和 62
、 、 、63年頃から 判決を簡潔にして かつ

法律家じゃない当事者にもわかるような

、「 」判決にしようという 新様式判決運動

というのが東京・大阪両地裁で起きまし

て、その当時と比べると今の民事判決は

。 、非常に変わっているんです 刑事判決も

刑法が口語になりましたし、そういう意

味でわかりやすくなっているし、また、

そのことを心掛けてやっているというこ

とで、第１回のプレゼンテーションにお

見えになりましたＮＨＫのＯＢの松尾さ

んからも大変結構なことだと評価してい

ただきましたので、一言だけ申し上げま

す。

【髙木委員】時間がないのに申し訳ないん

ですが、今、竹下代理がおっしゃった多

様な経験と、ちょっとその辺が悩ましい

ということもおっしゃられたんだろうと

思いますが、判事補としての資格を持っ

たまま、多様な経験というのは、結局お

客さんで研修に行くことになるんです

よ。

【竹下会長代理】そこはいろいろ工夫が必

要だと思うのです。

【髙木委員】その間は、全く身分を全部な

くしてしまうということではない、休職

の扱いだとかいろんなやり方もあるかも

しれませんが、やはり自分たちの飯は自

分で食っていろんなものを身に付けてい

くわけです。現在、判事補でおられる人

たちのモラールの問題だとか、いろいろ

ございますから、できるだけ皆さんに気

分よく力を付けていただけるという面も

必要なことはわかりますけれども、私ど

も裁判官をお預かりする企業のことも一

部聞いたりしておりますけれども、それ

はお迎えするお客さんです。

【竹下会長代理】私もお客さんであってい

いと思っているわけではないので、そこ

はいろいろ工夫が必要だと思います。

【佐藤会長】時間の関係もあるものですか

ら、まとめるつもりではありませんが、

議論の整理をちょっとしておきたいと思

います。

さっきちょっと代理がおっしゃった点

ですが、集中審議よりは相当議論の中身

が濃密に、しかも収斂しつつあると思っ

ているんです。会長が勝手に思っている

ことだと言われるかもしれませんけれど

も、質の高い裁判官、これについてはど

なたも御異論はない。独立性が大事だ、

これについてもどなたも御異論はない。

問題は、例えば独立性とは何かです。

この点について立ち入って考えるといろ

いろ難しいところが出てくる。中立性、

客観性といったことが基本的なんでしょ

うけれども、それにプラスして強さ、た

くましさというようなものも必要なので

はないか。さっき中坊委員が佐々木毅教

授のここでのお話を例に出されましたけ

れども、多数決に対する抑止力としての

司法というものが期待されているわけで

す。多数に抗して自己の信念を貫くとい

うことも、裁判官に求められている重要

。 、な資質なんですね 違憲審査権の存在は

まさにそのことを象徴するものです。

そういうことを考えると、独立性とは

一体何かということを議論する必要がな

おあるとは思いますけれども、独立性が

非常に重要なポイントであるということ

も、皆さん御異論のないところかと思い

ます。

そういう質の高い、独立性の高い裁判

官を得るためには、多様な経験を積んで

いただくのは決して悪くない、悪くない

というよりむしろ必要である。多様な経

験を積んだ人から裁判官になってもらう

ということが非常に重要だということ

も、御異論のないところかと思います。

先ほど水原委員から具体的な御提言が

あって、私もそれについてある種のシン

パシーを持ったわけですけれども、これ

までの議論に出ていますように、日本の

裁判所法は、もともとは多元性、多様な

裁判官を得ようというところから出発し

ていると思うんです。

けれども、結果として、一元化という

か、一つの給源が固定化してしまった。
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それを問題であると考えるか考えない

か、それ自体が議論の余地のあることか

もしれませんけれども、裁判所法から見

ると、やはりそれはあるべき姿ではない

んじゃないか。

そうすると、さっき申し上げたような

多様な経験をもった裁判官を得るため

に、どういう制度的仕組みを考えるべき

なのか。水原委員から具体的な御提案が

ありましたけれども、今日、どれでなけ

ればいけないということは言うつもりは

全くありません。ただ、そういった観点

から問題をとらえて、中間報告後に議論

を深めていただきたいというのが、今日

の御議論を伺った上での私の考え方で

す。問題の整理としては、今日の段階で

はこんなところでよろしゅうございまし

ょうか。

【山本委員】改善すべき論点としてはいい

と思いますけれとも、ユーザーとして裁

判に求めているのは安定性とか予測可能

性とかであり、これらは非常に大事なこ

とですから、これを十分踏まえていただ

きたい。

【佐藤会長】勿論です。ただ、安定性とは

何かということを議論し出すと、相当難

しいんです。

例えば、ドイツの裁判官について、い

ろいろ言われていますが、一方では自由

な民主的基本秩序を維持するという枠を

はめながら、他方では裁判官の独立性、

市民的自由を強調しているところに特徴

、 、 、があり そこには 裁判官が一枚岩だと

体制がおかしくなったときには脆く、す

ごい危険があるという発想があると私は

理解しています。

ですから、安定性とは何かということ

についていろんな議論をする必要がある

と思います。

【山本委員】だからといって、ばらばらで

いいということではない。

【佐藤会長】御趣旨はよくわかります。た

だ、そこはもっと広い視野でというと、

生意気なことを言っていると怒られるか

もしれませんけれども、安定性とは何か

ということも掘り下げて考えるべき論点

があるんだということを申し上げたいの

です。

では、この問題については、今日の段

階では、この程度に整理させていただい

て、あと時間も余りないんですが、任用

と人事のところについても議論していた

だければと思います。あと 分くらい15
しか取れませんが。

【中坊委員】１点だけ。今おっしゃったこ

とと、先ほど少し出ていたアカウンタビ

リティーということから、そういう多様

性を持っているということが、客観的に

誰の目から見てもわかるということが必

要なんです。

だから、私も内部的にそう思っている

というだけではなしに、まさに制度とし

て説明責任がつくということが必要だと

いうこともちょっと考えていただきた

い。

【佐藤会長】アカウンタビリティーの問題

は、先ほど井上委員と髙木委員との間で

議論がありましたけれども、これももう

少し掘り下げていつか議論する必要があ

ると思います。髙木委員も、アカウンタ

ブルだから公選だということをおっしゃ

っているわけじゃない。アカウンタブル

であるとはどういうことなのか、通常の

行政の公務員の場合と裁判官の場合と

で、具体的にどういう違いがあるのか、

あるべきなのか。

【井上委員】髙木さんがそう言ったという

んじゃなくて、私もいろんな出発によっ

て選定の仕方があるだろうということを

申し上げたんです。

【鳥居委員】次のテーマに入ったときに申

し上げようと思ったんですが、大変申し

訳ないんですけれども、私、あと 分10
くらいで失礼しなきゃいけないんで、今

お話ししていいですか。

【佐藤会長】どうぞ。

【鳥居委員】大事なことが今日はまだキー

ワードとして出ていないと思うんです。

それは任用のところで申し上げてもいい

んですけれども。１番目は、今日配られ
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た資料にもありますように、今、私たち

が使っている制度のほとんどはＧＨＱが

つくったんです。そもそも憲法がそうな

んです。そのＧＨＱの遺産から一体いつ

日本は決別して次の新しいステージに入

るのかということが問われているんで

す。ＧＨＱが与えてくれた憲法をはじめ

とする制度が、余りに長い間固定化され

ていたということが大きいと思うんで

す。その固定化されたものから脱却しな

きゃいけないから、私たちは今いろんな

改革をやっているんだと思うんです。

２番目は、では、なぜ脱却しなきゃい

けないか。制度それ自体にいろんな問題

が出てきたことと同時に、時代が変わっ

てきたということだと思うんです。この

問題を考えるとき、特に裁判というもの

を考えるとき、どこが変わったのかとい

うと、心の変化じゃないでしょうか。

ジャッジするときに一番基準になる座

標軸、それが例えば人によっては聖書で

あったり、人によっては経文であったり

したはずのものが、日本は戦後 年の55
中でほとんど消えていますから、頼れる

ものは唯一法律の条文、その条文に鏡の

ように照らすものは、先ほど来、中坊先

生おっしゃっているように、調べて調べ

て調べ上げた証拠、それしかないわけで

す。でも、実際にはそれでは必ず恨みや

不満が残るのは、実は人間に心があるか

らで、正と邪とか、愛と憎しみとか、そ

ういうものについてどう扱うのかという

座標軸、それがどんどん消えていく時代

にちゃんとジャッジできるかという問

題、これが２番目だと思います。

３番目は、藤田先生がさっきから言っ

ておられるように、人は様々なんで、例

、 、 、えば判事補にせよ判事にせよ 能力 質

10考え方 みんな様々ですから 判事補、 、

年という制度を、どうしてもっとフレキ

シブルに考えられないのか。ある人は３

年、ある人は５年という考え方だって、

我々はしてもいいと思うんです。そうい

うような発想にもう一回立ってみると、

私は最終的には判事補制度というのは論

理的におかしいと思うので反対なんです

けれども、過渡期として、 年、 年10 20
残すにしても、フレキシブルに残せるの

ではないか。

それから、４番目なんですけれども、

この法曹三者の三職というのは、私はイ

ーブンじゃないと思うんです。やはり弁

護士と検事と、これはジャッジに向かっ

て訴える立場であって、ジャッジは裁く

立場であって、法曹三者の中でジャッジ

の占める位置というのは非常に重要だと

思うんです。

ですから、私はアメリカの制度のよう

に、本当にシニアの人がいろんなところ

から選ばれてジャッジになるというのは

とても納得できます。あるキャリアを踏

んでいったらジャッジとして最高の極み

に到達できるというのは、本当にジャッ

ジの選び方としてよいのだろうかという

感じがします。

最後に、さっきから判事補とは何かと

いうのは何度も質問が出ましたけれど

も、日本に定着してしまった判事補とは

そもそも何なのかというのを考えてみま

すと、練習生なんでしょうか。私はこれ

はある種の訓練期間中だと思うんです。

そうしますと、司法試験をパスした人

たちが３つの分野に進もうとする。第一

のグループは弁護士になっていこうとす

る。第２のグループは検事として働こう

とする。これは明らかにここでも違いが

出てくるのは、検事は国家権力を背負っ

て事実を明らかにすることが仕事ですか

ら、国家権力を背負いますから国家公務

員、あるいは公務員です。そして、判事

の道に進む人も、今の制度の下では国家

権力を背負ってジャッジしますから公務

員です。ここのところが私は引っ掛かる

んです。もしそうだとすれば、司法試験

を受かってから判事になるまでの期間と

いうのは、ある種の訓練期間であり、見

習い期間であるということをお互いに認

めてこの議論をし、任用について議論に

入るのか、それとも、いや、これは国家

公務員の一つの通過の段階なんだという
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ふうに議論するかで全く違ってしまうと

思っておりまして、この５つの点を申し

上げたいと思います。

【佐藤会長】今御指摘の点は重要な視点で

して、中間報告後、具体的な仕組みとし

てどういうものを考えるかというころで

検討させていただきたいと思います。鳥

居委員の御意見を含め、皆さんの御意見

を踏まえて、更に議論していただきたい

と思っておりますが、今日の段階では、

給源の問題については、先ほど申し上げ

たようなところで、一応整理させていた

だきたいと考えております。(略）

第４７回審議会（平成 年２月 日）13 13
（略）

【佐藤会長】だからもう、御自由に御議論

をいただければと思います。とは申せ、

藤田委員もおっしゃったように、中間報

告という取りまとめはあるのですから、

それを踏まえて御議論をいただければと

思います。

【中坊委員】最初に、高木委員の方から文

書が出ていますが、これはどうなります

か。

【佐藤会長】そうですね。今日開始直前に

高木委員の方からペーパーを取りまとめ

たので配付してよろしいかというお話が

ございました。どなたから御発言いただ

いても結構ですが、もしよろしければ高

木委員から。

【 】 。高木委員 どうもありがとうございます

今、藤田委員からレジュメのつくり方

について御発言がございましたが、この

レジュメはまさに中間報告に至る過程で

いろいろ出された意見が、多分議事録か

ら抜粋されて、整理されたんだろうとい

うことで、どう受け止めるのかは、確か

に藤田さんが言われたように、それぞれ

皆お考えがあるわけですから、冒頭で会

長が整理をされましたように、中間報告

を踏まえての議論だということで申し上

げたいと思います。

お手元に出させていただいた意見も、

基本的には中間報告で出された方向性等

を前提にして、私の意見を整理をさせて

いただきました。１ページの「改革の基

本的方向性 、この辺は、中間報告の内」

容をそのまま敷衍しているだけでござい

ますので、お読み取りいただきたいと思

います。

それから給源の多様化・多元化論につ

きまして、いろいろ御意見があるわけで

すが、法曹一元という言葉をどうするか

という８月の集中審議のときの議論がご

ざいます。給源の多様化・多元化という

表現で、具体的には裁判所法に書かれて

おります給源として想定されております

各チャネル、いわゆる任命資格それぞれ

についてどういう多様化・多元化の対象

になるのかということが、これからの論

議だろうと思います。そういう中で今、

藤田委員も触れられましたが、判事補制

度への疑問点、あるいは特例判事補制度

への疑問点は憲法制定過程、あるいはそ

の後の裁判所法の制定過程、あるいはそ

の後の、今日までの運用がされてきた仕

方等々を見ましても、幾つかの疑問点が

まだまだ私には消えないわけでございま

して、そういった疑問点等をそこの２ペ

ージに書かせていただきました。

そういう認識に立ちまして、判事補制

度につきましては、勿論一遍にヨーイド

ンで廃止ということは、とても無理だと

私どもも認識いたしておりますが、どう

考えても判事補が司法研修所を出て、す

ぐ裁判官として位置づけられ、国民に期

待される裁判官像にそぐう裁判官という

ことで受け容れられるということは、国

民は納得できないだろうと思います。そ

ういう見方が私は正当ではないかと確信

をいたしておりますので、判事補をいき

なり裁判官と位置づける判事補制度は、

一定期間を定めて廃止をしていくべきで

はないかということを２ページの一番下

の方に書いております。

ただ、廃止したら現在判事補の方々が

こなしている仕事はどうなるのだという

お話もあるでしょうから、そうならない

ために他の給源からの、いわゆる任用、
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任官といったものが、一方できちんと担

保されている前提がなければ、この話は

空理空論になってしまいかねません。特

に日弁連は法曹一元を長い間主張してこ

られたわけですし、そういった議論を展

開されてきた責任は当然あると思います

、 、ので きちんと担保があるのかないのか

その辺も見極める必要があるのではない

かと思います。

判事補とはどういう性格のものなの

、 。か 従来からいろんな議論がありました

３つの要素があり、１つは裁判官の代行

と言うんでしょうか、いま１つは、いわ

ゆる調査官的な仕事、さらに、訓練を受

けるトレイニーという立場、その３つの

立場があるようですが、例えば、トレイ

ニーという立場を裁判官という位置づけ

の下で続けることの正当性が、他の給源

との関係でのバランスという意味も含め

てあり得るのかないのか。

また、どう考えても裁判官代行という

、 、のは これはまた判事補 年のなかで10
修習生から上がって、直ちにそういう権

能を持つ、あるいは、特に後半の５年間

は、ほぼ自動的に特例判事補ということ

になるようですが、本当に単独で裁判を

なしうるような実態、具体的に言えば国

民の求める裁判官像のレベルに達してい

るかいないか、そういったことも含めて

疑問が呈されているところであります。

そういう意味では、先ほども申し上げま

した３つの中で、強いて言えば残るのは

ロークラーク的な仕事で裁判官の仕事を

補佐し、その補佐を通じて将来判事に任

用されるベーシックなポテンシャリティ

ーを培うという意味で、調査官的な位置

づけが一番そぐうのではないかと思いま

す。そういう脈略の中で本日、先ほど藤

田委員が縷々述べられましたし、レジュ

メの中にも「判事補等の裁判官に多様な

経験を積ませる仕組みの整理拡充(例え

ば、判事補研修の充実など)」といった

記述があると捉えるべきではないでしょ

うか。

また、２月８日付けの朝日新聞に出て

おりましたが、これについても判事補研

修という内容が書かれておりました。新

聞の記事は不明確なところもたくさんあ

りましょうが、例えば研修で１年間とい

うような期間の記載があったりしており

、 、ますが こういう研修の充実論だけでは

それがたとえ過渡的な期間をしのぐ対応

策であるとしても、とても国民の期待す

る裁判官像といったものを、こういう研

修の一部付加が担保してくれるとは私に

は思えません。そういう意味で３ページ

から４ページにかけまして、その辺の研

修の充実論の空虚さの怖さ、あるいは問

題性を幾つかの観点から指摘をさせてい

ただいております。

それから、判事補のそもそもの採用に

ついても、今までごく当然に行われてき

たわけですが、採用の時点から将来判事

に任用することをほぼ想定して対応する

形になっておるんだろうと思いますが、

本当に今のような形でいいのかどうか吟

味が要るのではないかと思われます。

勿論、弁護士なり検察官、あるいは大

学教授等から裁判官に任官される方々に

も、それぞれ司法の社会でのお仕事を専

門にされているとは言え、微妙に仕事の

実務の中身は違うはずですから、たとえ

ば弁護士は弁護士実務には御堪能かもし

れませんが、裁判官実務にどこまでお詳

しいかと言えば、多分そうではない面も

おありになるでしょうから、その辺の研

修等は必要ではないか。むしろ当然のこ

とだと思います。

（略）

【藤田委員】ちょっと戻りますが、先ほど

高木委員から判事補制度についてお話が

ありましたので。判事補については、今

までも何遍も申し上げていますけれど

、 、も 裁判官の代行とおっしゃいましたが

判事補は憲法上の裁判官であることは間

違いない。そうでなければ、憲法上の裁

判官でない者が裁判をしていたというこ

とになるわけで、憲法上は 条で下級80
裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した

者の名簿によって内閣でこれを任命する
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としか規定しておらず、その資格や任用

については、法律で規定されているわけ

、 。ですが 裁判所法で判事補制度ができた

この判事補によって今の日本の裁判制

度というのは支えられている部分がある

わけです。裁判官の転勤が非常に問題に

なっていますが、全国的に同じレベルの

司法を維持するという点で、どうしても

転勤が必要になってくる。これがドイツ

やフランスなどと、社会構造で決定的に

違うところで、それが裁判官制度の難し

い１つの原因にもなっているわけです。

私は九州管内の裁判所に２回勤務しまし

たが、九州で離島裁判官協議会というの

が昔ありまして、対馬の厳原と、五島の

福江、奄美大島の名瀬、これらの裁判官

は、大体みんな特例判事補ですが、離島

で勤務して司法を支えている。特例判事

補によって支えられている離島・僻地の

支部が、かなり全国的にあるわけです。

判事がやればいいじゃないかとおっしゃ

るかもしれませんが、判事になると、子

供の教育の関係もあり、負担が過度に重

くなるのを避けるという意味では、若い

特例判事補を活用するということになっ

ているわけであります。

戦前は、前にも一度お話ししましたけ

れども、裁判官になると権限の制限はあ

りませんでした。直ちに裁判長にするよ

うなことはなかったんですが、戦前の東

京地裁の例を見ますと、判事になって５

年くらいで部長判事、つまり裁判長をや

っているんです。十数年で東京控訴院部

長、今で言う高等裁判所の裁判長の仕事

をやっていた。戦後、判事補制度という

、 、ものを設けて 職権の制限を設けたのは

アメリカのような陪審を前提にした法曹

一元的なことを念頭に置いて、いきなり

最初から単独で裁判する、あるいは裁判

長としてやるのは適当ではないというこ

とで判事補制度を設けたということだろ

うと思うんです。

そういう意味から言うと、判事補制度

を何らかの形で改善していかなければい

けないということはあるかもしれません

けれども、諸外国の例を見ても、ドイツ

では試用裁判官は３年ないし６年という

ような時期がありますけれども、裁判官

に任官して、職権の制限があるわけでは

。 、ない 実際の運用では試用ということで

歳までの最終的な任用を試用期間を70
過ぎた後でやるということであります

し、そういう意味で日本の判事補制度と

いうのは、世界的に見ても余り例のない

制度でありますから、果たして今のまま

でいいかどうかということはあります

が、現在、そういう形で日本の全国の司

法が支えられているということです。

判事補制度が今問題になっているので

すが、現在の判事補を経由して判事にな

っている人たちがどうかということにも

つながっているわけでありまして、判事

補制度によって養成されて、判事として

裁判長、あるいは右陪席としてやってい

る人たちがどうなのかということです。

前にも申し上げましたけれども、我田引

水と言われるかもしれませんが、新聞社

などのアンケート調査でも、相対的に公

平性、信頼性、廉潔という点では高い評

価をいただいている。今日の菅原先生の

説明を伺って、先ほど質問しました中立

的であったとか、言い分を聞いてくれた

55とか、信頼できたというところで、

～ ％という高い評価をいただいてい59
る。もちろんよく見てみないとわからぬ

ということでありますけれども、いいこ

とばかりではなくて、法律外の知識も有

していたか、十分な準備をしていたかに

ついての積極的評価は ％台でありま30
すから、これはやはり改善しなければな

らない面はあろうかと思いますけれど

も、国際的にも相当程度の評価を得てき

たという前提で考えると、判事が通って

きた判事補制度が根本的に改めなければ

ならないような基本的欠陥のある制度で

あるとは思えません。一生懸命やってい

る判事補の心情を思いますと、かわいそ

うだという気がするわけであります。

それから、任命手続と人事制度、これ

は国民の意思を反映すべきであるという
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ことは、先ほど会長がお話になりました

ように、中間報告等で言わばコンセンサ

スでありますから、いかにしてそのよう

な国民の声を反映し、かつ手続を透明に

するかという具体的な方法論であろうか

。 、と思います そういう意味でいきますと

任命も人事評価もいずれもそうでありま

すけれども、価値判断の基準が非常に多

元化しておりまして、社会の中での対立

が激しいという時代になりますと、評価

ということは非常に難しいことになりま

す。

例えば労働事件の判決を挙げれば、労

働側から言えば労働者敗訴の判決をする

ような裁判官というのは、労働関係に対

する理解が不十分だということになりま

しょうし、労働者側勝訴の判決に対して

は、使用者側から言うと、あっち側にば

かりひいきしていてけしからぬというこ

、 、とになるわけでありますし 消費者訴訟

あるいは環境・公害訴訟、これについて

も同じことであります。

そういう意味で客観的に正当な評価が

できるかどうかが大変難しい時代であり

ますので、誠実さとか思いやりとか言い

ましても、前科前歴、逮捕歴があるかど

うかは調べればわかります。しかし、そ

れ以外の人柄の善し悪しというのは、面

接したり、調査したりしても、すぐには

わからないからこそ不祥事も起きるんで

すが、そういう意味で言うと、これまた

非常に難しい。裁判の結果によって評価

されるということになると、これは裁判

官の独立という、良心と法律のみに従っ

て判決すべきであるということにも影響

してくるわけでありますし、そういうプ

レッシャーを受けて判断を自分の信念と

違う方へ持っていくような裁判官はいな

いとは思いますけれども、そういうプレ

ッシャーを受けたのではないかと疑われ

るというだけで、やはり裁判の公正さと

いうことが問題になってくる。そういう

意味で、具体的な判断要素に踏み込めば

踏み込むほど、微妙な問題が出てくる。

したがって、制度構築については慎重な

検討を要するし、諸外国の例等も調べた

上で判断するのが適当ではなかろうかと

思います。

【高木委員】心情論とか、頑張る論とか、

清廉潔白論、そういうものについてとや

かく申し上げるつもりは全然ないんで

す。藤田委員も自分も判事補を通ってき

たと言われました。そういう意味で、あ

る種自分を振り返られての回顧、愛着も

あるんだろうと思います。そういうお話

をお聴きするのは別に結構なのですが、

私が申し上げたいのは、ロジックと言い

ますか、確かに裁判所法には判事補も裁

判官と書いてあり、それであるがゆえに

憲法、あるいは裁判所法で身分も処遇も

保障をされているわけです。

一方で裁判所法は、判事補は他の法律

に特別の定めのある場合を除いて、一人

で裁判をすることができないと書いてあ

るんです。また、判事補は司法修習生の

修習を終えた者の中からこれを任命す

る。任命資格としては、実務経験という

のは求められていないわけです。研修所

の研修を称してそう言うのか私は存じま

せんが、実際にほとんどの判事補の人た

ちは修習を終えてそのまま任官されてお

り、実務経験をお持ちでない。

一方で 年という期間をほかの給源10
の方たちの実務等の経験の期間として課

す。この 年間の期間の経過、あるい10
はその間におきます実務的な意味での研

鑽、そういった意味での資質能力を充実

させるための経験がない形で判事補とい

うのは採用される。そういう方々に一人

で裁判をすることはできないと規定され

るのは、ある意味で正しいことだと思う

んです。しかし、もっと素朴に申し上げ

れば、一人で裁判をすることができない

者が、合議体に入れば裁判ができるんで

すか。その場合、合議体を組む他の判事

の人たちの裁判官という能力によって、

一人でできない人の能力が補われるとす

れば、そういう趣旨ならば、他の判事の

職権によって判事補の職権は補われてい

る。判事補には、そういう意味では独立
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した職権が担保されていないということ

になるのではないか。独立した職権のな

い判事補に、憲法 条３項のような、76
独立してその職権を行うことを求めるの

は、やはり論理矛盾だろうと私は思いま

す。

そういう意味で、おっしゃられるよう

に裁判所法では原則論として判事補は一

人で裁判できないと書いてあります。竹

下先生の書かれたご本の中にも、戦後の

裁判官は戦前より非常にグレード・アッ

プしたんだという趣旨のことが書いてあ

ったように記憶しています。竹下先生が

おっしゃられたのは裁判官ですが、しか

し、そのような判事補が、憲法が本来意

図した裁判官といえるか。そういうこと

を無視して、あるいは一方で弁護士任官

について、弁護士側がきちんと応じられ

、 、ないから やむにやまれずということで

本当にこれからの 世紀の司法を考え21
ていくときに、今のような判事補の仕組

みをそのまま維持し続けて、日本に本当

によい裁判官、国民が求める裁判官像に

沿った裁判官というのはできるのでしょ

うか。

そういう意味で、もっと本質に根差し

た裁判官の在り方、あるいは現在持って

いる判事補制度の問題点、あるいは特例

判事補についても別途の議論がいろいろ

あるわけですけれども、そういったもの

は、これから直すべきものは直すべきで

はないかということを私は先ほどから申

し上げているわけです。

【藤田委員】御意見はよくわかります。私

も判事補制度を回顧と愛情だけで言って

いるわけではありません。

結局、諸外国の例を見ても、そうした

職権の制限というのはないんです。任官

した裁判官が法律上はすぐに単独で裁判

できるようになっている。けれども、実

際上、ドイツやフランスのようにこのよ

うなシステムを取っているところを見て

も、いきなり裁判長にしたりということ

はしていない。ある程度の経験を積んだ

上で単独裁判官、あるいは裁判長をやら

せるのが適当であろうということを運用

でやっているんですね。アメリカ的な考

え方を導入して、裁判所法で規定を設け

て、判事補制度というものをつくったわ

けですけれども、単独でできないから、

合議体の構成員としても勤まらないと決

め付けるのもいかがなものか。やはり合

議体のメンバーとして事実認定をし、法

律の適用を考える。しかし、裁判長なり

右陪席の意見も聞いてみて、それなりに

自分の考え方について反省するところも

あるでしょうし、そういう経験を積んで

いくことによって、より確実な判断がで

きるであろう。そういうふうに養成して

いこうということで判事補制度をつくっ

たわけで、それを法律で 年間も単独10
で判決ができないということにしている

のが、そもそもいいのか悪いのかという

問題もあります。

、私は昭和 年に判事補になりまして32
新潟の長岡支部に行きました。そこで少

年事件全部と、民事の保全事件全部、そ

れから民事合議事件と刑事合議事件の左

陪席をやりました。

ですから、そういう民事、刑事の陪席

をやりながら、民事事件のものの見方と

か法律の適用を学んだわけですし、少年

事件と保全事件を一人でやらされたのは

大変でしたけれども、一生懸命勉強し、

先輩に問い掛けながら、どうやらやって

いったというようなことで、そういう過

程を通って、判事になったわけです。振

り返ってみて、その過程に欠陥があると

は思えない。

むしろ弁護士である年限の経験を有し

て裁判官になった場合、もちろんいきな

り修習生から裁判官になった場合とは違

うでしょうけれども、弁護士としての仕

事の内容と裁判官の仕事としての内容は

ぴったり重なるわけじゃないんです。や

はり物の見方にしても何にしても違う

し、職人的な判決の書き方というのはそ

んな本質的なものではないとは思うので

すが、中坊委員もかつて名弁護士必ずし

も名裁判官ならずとおっしゃった。名裁
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判官必ずしも名弁護士じゃないんですけ

れども、そういう意味でちょっと違う。

弁護士で経験を積んで裁判官になったか

らと言って、すぐ裁判官として活躍でき

るというものではなくて、やはり裁判官

としての経験を積みながら成長していく

。 、ということだろうと思うのです だから

判事補についてもそれは同じことではな

いかと思うわけです。

【中坊委員】これは夏の集中審議でも言い

ましたけれども、裁く立場ばかりをやっ

て、修習生を終えたら裁く立場の経験を

幾ら重ねるということではなくて、裁か

れたという立場を経験し、先ほど言うよ

うに、その中からその人の誠実さとかい

うものが実証的に裏付けられて慎重な任

命手続の中で行われていくべき職ですか

ら、どうしたって裁く立場ばかりを何年

間継続してやったとしても、それだけで

よいということにはならない。

名弁護士の中でも名裁判官になれない

人もいるわけです。弁護士という性格と

裁判官の性格とは違う。そういう大勢の

裁かれた立場をやっていく中において、

、 、まさに選ぶ者として 名前が有名だって

実は裁判官としては必ずしも適当ではな

い人もいる。こういう人がだんだんわか

っていくわけですから、今まさに我々が

求められているのは、単に人間性が個別

にあるとかないとかいう問題ではなし

に、まさに国民が信頼したり、その人を

支持する制度的な担保である。確かに藤

田委員のおっしゃるように、藤田委員は

一生懸命やったし、数多くそうした裁判

。 、官もいらっしゃるかもしれない しかし

裁かれる者から見たときに、今日も言わ

、 、れたように ２割司法と言ったけれども

結局、裁判制度に対する満足度というの

は２割を切っていたじゃありませんかと

いうのが今日の結論でも出ておるわけで

す。

だから、我々としては、そこを抜本的

に直すという姿勢がなければ、私は今回

の司法制度改革審議会の本来の意義が失

われる。確かに藤田委員の言われるのは

私はよくわかるよ。しかし、かつて水原

委員もこの審議会でおっしゃったよう

に、立場が違うということが一番基本に

あって、そこでどのような実績を得てき

たかということを客観的に、徹底的な調

査をしてこそ初めて国民からみて、それ

ならもっともだと信頼したり支持するん

だということは、私は基本としてわきま

えないといけないと思います。

【佐藤会長】今、裁かれる立場といわれた

けれども、裁く立場の経験も貴重なのか

もしれません。アメリカの場合、連邦裁

判官の中には、弁護士をやり州の裁判官

をやって連邦の裁判官になる人たちもい

る。さまざまな経歴の持ち主がいると思

うんです。中間報告で我々がとりまとめ

たことは、１つは、今の裁判所法は多元

性ということを前提にしているにもかか

わらず、いろいろな事情で事実上ほとん

どが判事補から判事になっている、ここ

はちょっと考える必要があるのではない

かということ。もう一つは、判事になる

ためには、多様な知識、経験が必要であ

り、それを制度的に担保する仕組みを少

し考えるべきではないかということ。こ

うした点について具体的にどうしたらい

いかに関し御議論いただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。

【 】 、竹下会長代理 中坊委員は裁かれる立場

裁く立場とおっしゃるのですけれども、

要は判事に任命される。つまり判事補の

途中の特例判事補の問題は別としまし

て、判事に任命される者は、法律家とし

て成熟していなければならない、多様な

経験を積んだ成熟した法律家が判事にな

ってもらいたい、そのために、裁判所法

はいろいろな階層から判事を任命できる

ということになっているわけです。

そういう立場から見たときに、裁判所

法の中に、判事の給源として書かれてい

る判事補、弁護士、検察官、大学教授と

、 、いうのを比べて 年の経験を積んで10
判事補の経験では検察官や弁護士の経験

よりも人間的に成熟しないのだというこ

とは言えないと思うのです。まして、私
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どもとしてみると、大学に 年いた人10
間が判事となるような人間的な成熟性を

当然に持っているかと言われると、これ

はかなり疑問だと言わざるを得ない。

そういうふうに考えてみると、今まで

は確かに判事補から判事になる人が大部

分であったために、専ら判事補制度に焦

点が集まって、判事補制度がおかしいの

だというようにいわれていますが、実は

そうではないので、多様な経験が必要で

あるということであるとすれば、どの出

身者についても、多様な経験を求めると

いうことでないと不徹底だし、不公平だ

と思うのです。判事補については多様な

経験でなければいけない。しかし、弁護

士は弁護士だけでよい、検察官は検察官

だけでよいというのは、理由がないと思

います。なぜ判事補は判事補だけではい

けないのかということになると思うので

す。私は判事補制度が現在何も問題がな

いということを言っているわけではあり

ませんから、いろいろな面で改革をする

ことは結構だと思うのですが、それは弁

護士や検察官から判事になる者について

も同じだと思います。

【中坊委員】繰り返しですが、料理をつく

、 。る人と味わう人と そこが違うんですよ

国民から本当に信頼され、支持されると

いうのは、同じ裁かれているという国民

の中から実績のある人が選ばれるという

のは、皆が納得するんですよ。自分たち

と同じ仲間から裁判官が出ていくんだか

ら。ところが、最初から裁く側の立場だ

けを幾らやっても、しょせんあなたたち

は最初から料理を食べる人ばかりをやっ

て、つくった経験は一回もないでしょう

と。おっしゃるように、弁護士だって大

学教授だって、その意味では一般市民な

んですよ。裁かれる立場をずっとみんな

やってきている。その中でよい人が選ば

れていくという制度でないと、国民自身

が、自分たちの国民的基盤に立った、自

分たちが本当に信頼し支持するというた

めには、同じ国民の中から裁かれている

経験を持っている者、同じ目線で立って

いるものからよい人を選びますという制

度にならないと、最初から裁く立場ばか

りを見習っていたら、 年経てばそれ10
で当然になるという論理は私は成り立た

ないと思うんです。

【水原委員】１点だけ教えていただきたい

のです。中坊委員は、大学教授、助教授

は当事者経験がないんですけれども、そ

れに判事の任用資格を与えているのは、

これはどういうことになるんでしょう

か。

【中坊委員】大学教授というのは、裁いた

経験はないんですよ。裁判官はよほどの

ことがない限り、裁かれる経験はない。

裁く側だけの仕事で四六時終えられてい

る。弁護士は代理人としてやっています

よ。大学教授も基本的には生徒を教えて

いるのであって、裁く立場を経験してい

るわけではない。だから、裁く立場ばか

りを経験することによって 年経てば10
判事に自動的になれるという制度はおか

しいということを言っているわけです。

【水原委員】そうしますと、判事補を判事

の給源の一つとすること自体はよろしい

のですね。

【中坊委員】違います。

【水原委員】問題は裁いた立場だけで、裁

かれる立場がなかったという、それが問

題だとするならば、問題はその者が判事

として適正であるかどうかの任用の問題

のところで引っ掛かってくるわけです。

判事の任命をどのようにして行うかとい

う問題でしょう。それは裁いた側だけで

やっているものだから、しかもこれは法

的な技術は知っているかもわからないけ

れども、人間性が豊かではないとか、社

会経験が不足しているとかの可能性があ

るから、これは任用しませんということ

もありうる。その段階でふるい落とすと

いうことも方法としては考えられるんじ

ゃなかろうか。

、 、問題は 我々が今まで議論したことは

給源としては、いろんなことを法律は予

定しているわけでございます。その給源

の１つに判事補もある。それから、検事
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も弁護士も大学の教授もある。その方々

の中で判事に適任なものはだれかという

のを選ぶ方法こそが問題であって、それ

ぞれを給源として考えるべきだ。

判事補であっても、裁判というのは、

いきなり裁判所に入ったからといってで

きるものではない。判事に求められる資

質は何かというと、社会経験も必要であ

りましょうし、それに裏付けされた洞察

力だとか、常識的な判断も必要でござい

ましょう。人間的な温かみも必要でござ

いましょう。それと同時に、裁判官とい

、 、うものには 裁判を主宰するものとして

争点の整理もやらなければいけない、証

拠の整理もしなければいけない。裁判実

務、これは竹下代理が夏の集中審議のと

きに、私どもが申し上げた裁判官の適性

は何かと言ったときに、後でおっしゃっ

たのは、それだけではなく、やはり法的

な技術の問題も必要でございましょうと

おっしゃったことを考えますと、今の判

事補というのは問題はございましょう

が、その問題を補うことを考えれば、給

源の１つとして判事補というものがあっ

てもいいのではなかろうか。そのように

考えます。

【高木委員】今の議論は、裁判所法 条42
１号での給源の一つとしての判事補の特

異性は、ヨーイドンで、経験ゼロでも裁

判官だということになっていて、藤田委

員のようにいきなり長岡へ言って全部う

まいこと処理できたすばらしい判事補さ

んもおられるでしょうが。

【藤田委員】いや、並みです。

【高木委員】そういう意味では、先ほどの

竹下先生の議論もそうなんですが、大学

の先生でも 年経たないと、という要10
件が入っているわけです。だけれども、

経験ゼロ年でヨーイドンで、裁判官とい

う身分を裁判所法で担保されている。給

源はいろいろ並べてありますが、判事補

だけ特別扱いになっていて、現に今言わ

れたように令状審査やら仮処分事件やら

少年法やら、若いうちからいろいろやっ

ておられるわけです。レベルがきちんと

担保されて、本当に国民が信頼できるな

らいいんですよ。判事補だけ特別扱いと

いうところに不合理がある。論理的には

はっきりいっておかしい。

そういう意味で、判事補とそのほかの

皆さんとの関係では、 年ということ10
の担保のされ方の意味が全然違うんで

す。そこを混同した議論をすると、本質

がどこかでおかしくなってしまう。だか

ら、もしそういう論理を徹底するなら、

判事補制度などとせずに、研修所を出た

人をいきなり判事にしたらいい。

【藤田委員】その方が論理的ですね。

【高木委員】そうならないとおかしい。

【藤田委員】運用上どうするかの問題はあ

りますけれども。

【高木委員】藤田委員がさっき言われたよ

うに、ドイツなどはそうなっておるとい

うわけです。そこのところを混同して議

論してはいけない。

【竹下会長代理】それは別の問題ではない

でしょうか。

【吉岡委員】若干ダブるのかなと思うんで

すが、私たちから言うと裁判官という、

判事補も入れた感じになりますけれど

も、国民から見て信頼できる、公正中立

な判断ができる、そういう人を期待する

わけです。それで訴えるわけです。 そ

の場合に、どういう資質を求めるかとい

うと、社会的な経験を積んで、常識的な

判断ができるということが求められるわ

けです。最近あった不祥事を見ていまし

て、それがすべての裁判官であり、検察

官であるとは思いませんけれども、かな

り非常識なことがされています。そのよ

うな方々が特別の囲いの中にいらっしゃ

る。だから、そういう中で常識では考え

られないようなことが起こるのだと私た

ちは見るわけですけれども、そういう問

題を見ても、もっと社会的な経験を積ん

でいただきたい。そのように考えます。

その社会的な経験で、これ新聞記事で

すべて正しく報道されているのかどうか

というのはわかりませんが、先ほど高木

委員がおっしゃった２月８日の朝日新聞
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、 。に 最高裁の意向が書かれておりました

最高裁判所は判事補の経験を豊かにする

ために、１年くらいは弁護士事務所に行

って勉強させるとか、そういうことが書

いてありました。私がそれを見て思った

のは、判事補の資格で弁護士事務所に行

って、本当の経験ができるだろうか。こ

れはお客様でしかない。やはり社会的な

経験をするという意味では、裁判官とい

、 、う資格を持って それで商社に行ったり

スーパーに行ったりということではなく

て、資格のない状態で、全くそこで働い

ている人と同じ身分で経験をしていただ

かなければ困ると思いますし、弁護士に

ついても、お客様で１年くらいやったっ

て、本当のところわからないのではない

かと思います。そういう意味では、やは

り相当の年数を本当に弁護士として働い

ていただく。そういうことをしないと社

会的な経験を積んだと私たちからは見え

ません。

それから、アメリカでいろいろお話を

伺ってきたときに、弁護士を 年以上10
くらいやって、それで裁判官に応募した

という裁判官もいらっしゃいましたし、

それから、ロークラークの経験をしたと

いう方もいらっしゃいました。少なくと

も裁判官として身分が保障されていると

いうよりは、むしろロークラークの経験

は、社会的な経験の１つという考え方も

できると思うのです。ただ、ロークラー

クだけを 年やったらとか、そういう10
ことではなくて、幾つかの職種を経験す

るということも考えていいんじゃないか

と思います。少なくとも被告人なり、原

告の代理人となって実際の市民に一番近

いところで働くという、それは経験の中

に必要事項として入れなければいけない

んじゃないかと考えます。

【山本委員】先ほどの菅原先生のレポート

にもありましたけれども、裁判官に要求

される資質というのは、公正・中立なん

です。私たち企業側からしますと、それ

に更に予測可能性と言いますか、判断の

安定性がそろえばこれで言うことはな

い。一方、弁護士さんは、弁護士として

のスキルを持っているかどうか。要する

に、それぞれの専門家に対するユーザー

の要求というのは違うわけです。それだ

けではなく、もう少し多様性を持ったい

ろんな常識だとか、社会の実態というこ

とが加われば鬼に金棒だというのが今の

議論だと思うのです。

ですから、混同していけないのは、料

理人と食べる人が全く一緒になって、ど

っちが料理人だか食べる人だかわからな

いというのはいけないわけですから、あ

くまでも料理人と食べる人、弁護士さん

と裁判官、検事というのは、それぞれの

セクションで専門的なスキルを持つ必要

があるわけです。

そういった意味で、現在の判事補制度

というのはまさしくオン・ザ・ジョブ・

トレーニング、高木さんがおっしゃるよ

うに判事補の定義が少しうまくないねと

いうことがあれば、これはきちんとすれ

ばいいわけです。たとえば研修中という

扱い。

恐らく弁護士さんだって、事務所に入

ったばかりの人にいきなり大きな訴訟を

自らやれとか、大きな企業の顧問をやれ

ということにはならないと思うんです。

最初はオン・ザ・ジョブ・トレーニング

をやらせながら力を見つついろんな仕事

をやらせる。これはどこの世界でもある

話だと思うんです。

そういった意味で、私は少なくとも現

在までの日本の判事補を中心とする裁判

官養成制度というのは、国民の期待をそ

んなに裏切っているものではないと思っ

ています。でも、できるだけいいものに

するという努力は必要ですから、そのよ

うな枠の中でいろいろなことを考えれば

いい。あるいは多元化していけばいいと

。 、いうことだと思います 更に言うならば

国民の司法参加で裁判員がいるようにな

りますから、そういった面の改善もある

と思うのです。

そもそも今の世の中というのは極めて

複雑多岐にわたりますので、経験という
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ものをどこまで積み重ねればいいのか。

実際に現場の経験といいますけれども、

これはなかなか難しいものがあります

ね。裁判官としてたくさんの訴訟を経験

するということだって、むしろ弁護士事

務所に行って５年も６年も代理人だけや

っているよりはるかにこっちの方が裁判

官としてのスキルは磨かれる可能性だっ

て否定できないわけですから、物事とい

うのは余り一面的にとらえることはまず

いのではないかというのが私の考えで

す。

【鳥居委員】先ほど水原委員のおっしゃっ

、 、たことに 結論としては近くなりますが

私は本当にすばらしい裁判官が最高裁、

高裁、地裁におられるという状態をいか

にしてつくるか。また、検事の話は後で

やるんでしょうが、すばらしい検事がい

る、すばらしい弁護士がいるという状態

を最後につくるのが司法制度改革の目標

だと思うのです。

すばらしい裁判官というのはどういう

ものかという話については、大体議論が

出尽くしたと思いますが、個人的な資質

として誠実さであるとか、公平さである

とか、あるいは礼儀正しさとか、あわゆ

るそういう個人的な資質がしっかりして

いるということは、これは子供のときか

らずっとスクリーニングを受けてきて、

どこかの段階でスクリーニングされてい

るとは思うんですけれども、なおかつ裁

判所法第５条で言うところの裁判官にな

る段階でもう一回スクリーンされる。同

時に、それに加えてさまざまな法律的な

専門的知識を持っていることと、もう一

つは、できるだけ広い人間の問題につい

ての処理の経験を積んでいることの３つ

が重要だと思うのです。

そのために、裁判官の任用の給源の多

様性というのを今議論しています。この

法律の何か所かに書いてある判事補、そ

れから検事、弁護士とか書いてあります

が、このいずれも給源としてよいという

考え方は１つ取れると思います。ただそ

の際、裁判官というデフィニションの中

に最初から入っている判事補というのを

考えるのと、そうではなくて、全くイー

ブンな立場で、まだ見習い中あるいは修

業中という立場の判事補というのを想定

するのとで話は変わってくるのだと思う

のです。大変勝手な夢を言わせていただ

ければ、私はむしろ司法試験をパスした

、 、段階で 判事補という立派な職業がある

ただしそれはまだ裁判官ではない。どち

らかというと、アメリカ流の表現をすれ

ばロークラークという形で徹底して裁判

所の仕事、裁判官の調査などの手伝いを

し、見習いをし、場合によっては判決文

の書き方までも見習い、時にはほかの仕

事も経験する。

一方、弁護士の方にも、司法試験を通

って一緒に研修所を卒業した仲間の何人

かは弁護士になる。けれども、最初のう

ちは、何という名前で呼ぶかわかりませ

んが、昔の言葉で言うイソ弁かもしれま

せんが、半人前の見習い期間があり、そ

れがどこかの段階でスクリーニングを受

けて、ある人はローファームの経営者と

して自立する人がいるでしょうし、ある

人は裁判官に任官する人もいるという、

そういう世界を考えてはどうか。そうす

ると、問題は意外にすっきりしてくるん

じゃないか。

それをすっきりさせませんと、これか

ら法律問題の範囲がどのように広がって

いくかわからない時代であるのに、本当

に狭い経験しかしていない人たちが、あ

たかも弁護士だから何でもやれるのだと

いうような顔をしてみたり、何でもやれ

る裁判官のつもりになってみたりという

ことが起こるのではないかと思うんで

す。

これは大変言いにくいのですが、裁判

所法第５条のところに、判事補という言

葉が書いてあるのを、このまま行くのか

どうかという、本気でそこを改革するの

かどうかということにかかっているよう

に思います。また、裁判官分限法という

法には、実は任免の任の方は一切書いて

いないという状況が、私にはちょっと理
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解できない。この辺りのことが全部整理

がつくようにしていただけると、私は全

く法律は素人ですからわかりませんが、

問題はすっきりするのではないかと思い

ます。

【佐藤会長】まだ議論は尽きないと思いま

すが、今、鳥居委員の方から、私個人と

してもよく理解できることをおっしゃっ

ていただいたように思います。

最初の方で確認しましたように、現行の

裁判所法は多様な裁判官、多様な給源を

。 、 、想定している しかし 現実問題として

判事補が給源のほとんどになっていると

いう状況は、今の裁判所法の下でも、具

合が悪いのではないかという辺りは、皆

さん大体共通の御認識だろうと思いま

す。

今の判事補がだめなのかどうかといっ

た評価は、人さまざまでありまして、私

はこの審議会として、いいとか悪いとか

いうことは必ずしも簡単に言うべきこと

ではないと思います。むしろ審議会の設

置法にあるように、 世紀のあるべき21
司法は何かという観点、そして中間報告

でも打ち出しているように、これからよ

りよいものをつくるためにどうするかと

いう観点、こうした観点から考えようと

いうことであり、そのために、知識、経

験等の多様化というものを制度的に担保

する仕組みを考えようということであ

り、その具体策としてどういうものが考

えられるか、これが肝心なことかと思い

ます。今鳥居委員が御示唆なさいました

けれども、そういう角度から判事補の問

題を考える。さらに、弁護士が裁判官に

なるという場合についても、それなりの

過程というものを考える必要があるかも

しれません。その辺については更に次回

にヒアリングをしますので、それを踏ま

えて議論を深めたいと思います。

それから、中坊委員がおっしゃったこ

とですが、今までの状況で考えるのでは

なくて、判事の大幅な増員を図るという

中でこの問題を考えていこうということ

ですから、従来とは考えるべき基盤がか

なり違うように思うのです。

さらに、多様な経験を有する判事を得

ようとすれば、任命過程、指名過程も従

来とは違った工夫が必要であろう。その

点、既に今日もいろいろ議論が出ており

ます。具体的な仕組みとしてどういうも

のを考えるかについては、今日はまだは

っきりした線は出ておりませんけれど

も、多様な経験を有する判事を得ようと

いうことであれば、方向としては、従来

と違った何かを考える必要があるだろ

う。そうすると、任命の基準をどう考え

るかの問題が出てきます。

思いつきなのですが、昨年の７月頃だ

ったと思いますが、最高裁の人事資料の

様式が出されましたが、あれなども参考

になるかもしれません。アメリカ、イギ

リス、あるいはドイツなどの基準と付き

合わせることによって、案外、任命基準

について考えるべき、あるいは人事評価

の在り方について考えるべき手掛かりが

得られるかもしれません。今日はそこま

で議論したかったのですが。

【高木委員】会長が極めて融和的・政治的

な御発言をされましたが、私はこだわる

わけではないのですが、よりよいものを

つくるときに、便法に更に工夫を加える

ということには限界があるということ

を、しつこいようですけれども、申し上

げておかなければいけないと思いまし

た。そんな意味で、要は、よりよいもの

をということについてはコンセンサスが

あると思います。だれもこのことには反

対しないと思うのです。そういうことも

含めまして、経過的にはいろんなことを

考えなければいけないとは思いますけれ

ども、 世紀の本質的なことを考えた21
ら、言葉の滑りついででお許しいただく

と、接ぎ木をしたものはやはり接ぎ木な

んですよ。

【佐藤会長】何の接ぎ木ですか。

【高木委員】接ぎ木にも立派なものもある

のかもしれませんが、今の接ぎ木の例が

適当でなかったら別の例を考えてきます

けれども、我々は本質的なしっかりした
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議論をして、そうは言ったって一遍には

いかないよとか、いろんな論議があるよ

というなら、その中で最後のデッサンは

こうしようというのをお互いに議論をし

ていけばいいんだと思います。これは会

長に失礼かもしれませんが、余り融和的

・政治的にお考えにならないでくださ

い。

【佐藤会長】そのようなつもりではないの

です。鳥居委員がおっしゃったことは私

なりに理解しているつもりです。判事補

制度の在り方の本質についても、３つの

面がある、すなわち補佐、トレーニー、

代行という面があるという議論が出され

。 、ました 判事補の在り方を考えるときに

この点を詰めて議論していくと、もう少

し我々の理解が深まるのかもしれませ

ん。その辺も含めて、次回にもう少し立

ち行って御議論いただきたいと思ってお

りますが、今日のところは先ほど言った

ようなところでして、裁判所法からみて

も現状には具合が悪いところがある、こ

れはかねてから我々が理解していたこと

ではないか、そこはよろしゅうございま

すね。

【 】 。竹下会長代理 ちょっと待ってください

【佐藤会長】事実上判事補が判事の大半の

給源になっているということは具合が悪

いと申し上げただけです。

【竹下会長代理】その原因の理解について

は必ずしも一致していないのではないで

しょうか。

【佐藤会長】そこの話になりますと、さっ

き中坊委員がおっしゃったように、今後

我々は判事の大幅増員ということを一方

の視野に入れて考えていくということで

はないかと思います。もとはといえば判

事の数が足らなくて、増員しようとして

もなかなか簡単にできなかったというよ

うな事情があったかと理解しています

が。

【山本委員】現状が具合が悪いというわけ

ですか。

【佐藤会長】大半が、いやほとんどが判事

補出身であることです。

【山本委員】よりよくするということなら

わかるけれども、具合が悪いというのは

ちょっとどうかと思います。

【佐藤会長】それは表現の仕方ではないで

しょうか。

【 】 、竹下会長代理 なぜそうなったかという

その原因の理解についてはどうなりまし

ょうか。

【佐藤会長】その原因についての理解はさ

まざまあると思いますけれども、今のま

までいいとは言えないでしょう。

【竹下会長代理】高木委員のおっしゃった

接ぎ木論、便宜論なんですが、判事補特

例法は確かに後からできたものですけれ

ども、裁判所法は憲法と同時につくられ

たものですから、裁判所法に書いてある

ことが、憲法と矛盾しているとかいう議

論はありえないのです。

【佐藤会長】そこを議論すればまたいろい

ろあると思います。現行の憲法を施行す

るために作られた法律は、裁判所法や内

閣法を始めいろいろあります。行政改革

のときに、閣議が全員一致を要するかど

うかの議論がありましたが、それは複雑

な憲法解釈論とかかわっています。従来

の制度運用は、全員一致を前提にできて

いたのですけれども、そこはしかし違っ

た解釈や考え方もありうるのではないか

ということで、憲法解釈論から演繹的に

結論するというアプローチはとりません

でした。

憲法との関係については、さまざまな

理解がありますから、改革を考えようと

する場合、解釈論としての在り方自体に

ついて議論するというよりも、実質的に

どうかということが重要ではないかと思

いますが。

【竹下会長代理】私も解釈論を言うつもり

はありません。

【佐藤会長】時間ももう５時を回りました

ので、今日のところは、先ほどのような

まとめ方にしておいて、次回、ヒアリン

27グを踏まえて、更に意見交換をし、

日に結論を出さないといけませんので、

そこはそうした前提でそれぞれの委員に
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もお考えいただきたいと思います。

（略）

第４８回審議会（平成 年 月 日）13 2 19
（略）

【髙木委員】最高裁の方に二、三点お尋ね

10したいと思います。一つは、別紙の

ページの人事評価の現状と問題点という

ところに 「誤解」という言葉が５回も、

出てくるわけです。その辺、最高裁の方

もお気になさって「これまで詳しい説明

がなされてこなかったこともあって」と

いうことは書いておられますが、まさに

説明もしないで「誤解」という言葉を５

回も使うという神経はどういうことなん

でしょうか。実際には、誤解という二文

字は４か所で、もう一か所同意義で「理

解しないもの」という表現を含めて５回

ということですが、こういう感覚が大変

問題なんじゃないかなと、私はこれを読

ませていただいて感じましたんで冒頭そ

れを申し上げました。これは感想でござ

いますから、お答えは要りません。

二点お尋ねしたいんですが、一つは特

例判事補の問題で、裁判所法は判事の任

命資格について、 年の法律家経験を10
要求しているんですが、特例法は５年の

経験で判事とほぼ同等の権限を認めてい

る。こうした判事補制度が、裁判所法本

来の趣旨に合致しないのは明らかじゃな

いかと私は思っているんです。そしてま

たこの制度は、判事数の不足に対応する

ために、まさに当分の間特別に設けられ

た例外的措置、という位置づけになって

いるとも聞いておりますが、それにもか

かわらず、これまで必要な判事数を確保

するために必要な方策を講じるといった

ような、この例外措置を何とか早くやめ

ようという努力が、これは法曹三者皆さ

んの責任だと思いますが、なされないま

まに、また最高裁は判事補として５年経

った時点で、それぞれの方をどういう審

査をされて、特例判事補にされているの

かよくわかりませんが、ほぼ自動的に特

例判事補に指名していると聞いておりま

す。こういう特例判事補制度をキャリア

システム維持のための装置として位置づ

けてきたんじゃないか、これは私の受け

止め方ですが。

今回の最高裁の金築局長のいろんなお

話、今お聞きしますと、特例判事補制度

が例外的な制度であり問題があるという

ことについては御認識がどうもあるよう

です。しかし、特例判事補が実際上裁判

所の大きな戦力となり、機能を果たして

きたということを大変強調され、単独事

件を担当する時期を若干後倒しにすると

いうような、運用面で対応するというこ

とは書いておられます。裁判所の立場か

ら言われたら、特例判事補の皆さんも一

生懸命やっているんだし、裁判内容にも

問題はないというふうな御認識なのかも

しれません。勿論、実際には極めて優秀

な特例判事補としての仕事をなさってい

る方もおられるんだろうと思いますが、

今、我々審議会が議論しているのは、個

別の人がどうのこうのということではな

いはずだと思いますし、あるべき制度は

どうなのかということを我々は議論しろ

と求められているんだろうと認識してお

ります。

裁判所法で、一人前の裁判官である判

事の任命資格、先ほど申し上げましたよ

うに 年の法律家経験を要求しておら10
れる趣旨、あるいは、裁判所に違憲立法

審査権まで認めていること、あるいは裁

判官独立の観点、そんなことを色々踏ま

えて 年というのが決まっているんだ10
ろうと思います。この点を、やはり重く

受け止めていただく必要が当然あるんだ

ろうと思います。我々一般の国民、市民

からすれば、やはり 年の法律家経験10
で担保された人に裁かれたいと思うのは

当然のことではないでしょうか。

ちょっと長くなって申し訳ありません

が、ここで今すぐ特例判事補をやめろと

言ったってそうはいかぬ面もあることは

承知をいたしておりますが、日弁連の児

玉副会長もおっしゃいましたが、法曹三

者で協力いただいて、定員増、人員増と
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いう面でアプローチしていけば、この廃

止に向かって色々努力していくことは十

分可能なはずだという認識を持っており

まして、運用面でこの制度を維持してい

こうという発想からはもう離れるべきじ

ゃないかと思います。例外措置を更に複

雑にするようなアプローチはもうなしに

していただきたい。そういう意味で筋を

通すべきじゃないかなと思っておりま

す。つまり、判事を増やして特例判事補

を廃止すればいいんじゃないですかとい

うことです。私は、何も乱暴なことを言

っているという認識では全くありません

ので、その辺について御見解をいただき

たいというのが一点です。

もう時間もありませんので、もう一点

だけ、研修で経験の多様化を図るという

ことですが 「少なくとも１年間」とい、

うことなんですが、自主的にみんな行き

なさいという仕組みでおやりになると言

われる。現在の判事補としての身分をど

うするかという辺りが余り明確には書か

れておりませんが、私ども民間で色々仕

事をしてきた者の経験から言いました

ら、この程度の内容で経験の多様化が実

質的に図られるというふうにはとても思

えません。ですから、少なくとも身分の

問題もはっきりさせて、年金だとか退職

金の影響もあると言っておられますが、

また現在整理回収機構なんかにも行って

おられる方々をどういうふうに扱ってお

られるのかよく知りませんが、その辺は

幾らでも知恵があるはずだと思います。

そういう意味では、経験の多様化につい

て、色々言われるからとりあえずこんな

ことで、というレベルを越えていない発

想でお考えになるとこういうことになる

のかという、そんな感じがしてならない

んです。

例えば、裁判所法 条を変えてしま42
って、そもそもこういう経験がなければ

任命しないというふうに直せば簡単に済

む話なのではないか。この程度で経験の

、 。多様化 他職経験と言えるのでしょうか

こういうアプローチではもうほとんど実

質的なことにならないと私は思います

が、その辺について御見解を聞きたいと

思います。

以上でございます。

【最高裁(金築人事局長)】まず、第一点目

の特例法の問題でございます。これは、

裁判所法に対する特例という形になって

おりますので、おっしゃった御趣旨はわ

かりますが、実質を申しますと、いわゆ

るキャリア国のドイツ、フランスなどで

は、最初から権限の制限のない形でやっ

ておるわけでございますし、意見書にも

書きましたけれども、特例が付くころと

いうのは年代的にももう 代になって30
おりますし、経験も５年を超しますと相

当なものだと思います。

もう一つは、これは使い方といいます

か、仕事のしてもらい方が非常に影響し

てくると思います。単独事件を１人でや

るということについては、先ほど弁護士

会からも 「こういう若い人が裁判官で、

すか」というお話がありましたが、そう

いう抵抗感といいますか、そういうもの

が出てくるということはよくわかりま

す。ただ、合議体の構成員として裁判に

当たるということならば、やはり少し違

うのではないかと。そういう面もござい

まして、特例判事補の問題点は、その仕

事のやり方等を離れて一律に考えること

は、どうだろうかなと思います。

それから、もっと現実的な問題を申し

ますと、例えば先ほども申しましたが、

全国に裁判所がございまして、離島とか

だいぶ田舎もございます。そういうとこ

ろに行っていただく方は、現実問題とし

て家庭事情の制約等も少ない人でないと

なかなか行っていただけないという問題

がございます。特例が付きたての人では

ございませんけれども、特例クラスで割

合判事に近いような人にお願いして行っ

ていただいています。ですから、いわば

特例判事補がそういうところの裁判所を

担っているわけでございます。これをず

っと上の方のクラスにしますと、なかな

か人が得られないという現実問題もござ
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います。第一点につきましては、そうい

う実情等を御理解いただきたいと思いま

す。

第二点の研修の関係でございますが、

これはしっかりした制度をつくりたいと

思っております。ただ、その方法として

、裁判所法 条を改正するということは42
判事補も憲法上の裁判官で 年の任期10
を保障されておりますし、そういう点か

らも色々問題があろうと思います。

身分の問題は、いわば一つの技術的な

問題でございまして、行く人に不利益を

負わせない形で派遣するのにどういう形

があり得るかという、法制的な、技術的

な問題が色々ございますので、今後十分

色々検討してやっていかなければいけな

いと思っております。

とりあえず以上でございます。

【髙木委員】身分を保証されたままで他職

経験、なんていうのは、いわゆるお客様

であり、お勉強に行かれるのは結構なん

だけれども、経験、それも他職を経験す

るということにはならないというのが、

民間の常識だと私は思います。

それから、失礼な言い方かもしれませ

んけれども、例えば３年、５年と弁護士

事務所等に行かれたら、判事補で行かれ

たそのときの扱い方等によっては、判事

補あるいは将来の判事という世界に戻っ

てこないんじゃないかという心配をされ

ておるのかなと思われますが。もしそう

だとしたら、判事補の人たちに大変失礼

な発想じゃないでしょうか。この辺は、

私のうがった見方かもしれませんが、そ

の辺はどうなんですか。

【最高裁(金築人事局長)】戻ってこられる

かどうかということを特に心配しておる

わけではございませんが、これはより多

様な経験をした裁判官を育てるという問

題でございますから、帰っていただくと

いうことは当然前提の話だと思います。

その際に、身分があるから気持ちが入ら

ないというようなことは、私はないので

はないだろうかと思います。現に、外部

に行っております者に時々来てもらって

話を聞いたりする機会もございますが、

本当にその会社の人間になり切っている

ようなところがございまして、私もある

電気メーカーに行った人に、危うくクー

ラーを売り付けられそうになったことが

ありますけれども、その会社に気持ちの

上でも一体化しようと、その企業の、民

間の効率性でありますとか、顧客本位の

考え方でありますとか、色々なそういう

よいものをできるだけ吸収しようと、そ

の中に溶け込まなければそういうものは

吸収できないわけですから、そういう気

持ちでやっているように見ております。

【 】 、井上委員 時間もないということですが

あと 分なので。10
【佐藤会長】場合によってはもうちょっと

配慮しますから、どうぞ。

【井上委員】それぞれの方にお聞きした方

が、公平かと思いますので、まず弁護士

会には、推薦委員会の関係なのですけれ

ども、その意見を最高裁としては尊重す

べきだとされているのですが、これは拘

束されるということなのかどうなのかと

いうことと、尊重ないし拘束だとして、

憲法で最高裁に与えられている指名権と

の関係は、どういうことになるのかとい

うことをお聞きしたいと思います。

また、各高裁単位に設けるということな

のですが、高裁をまたがった、別の高裁

の管内に異動を認めるということはお考

えになっていないのかどうかということ

です。

もう一つ、弁護士任官なのですけれど

も、弁護士会が責任を持ってもっと弁護

士任官を推進したいということですが、

これは非常に心強いお言葉なんですけれ

ども、その担保をどうするのかというこ

となのです。なってもらいたい人という

のは、なりたい人とは必ずしも限らない

ので、あなたがなってくださいと言った

場合に、嫌だと言う人は出てくるだろう

と思うのですが、その辺の制度的担保と

いうのをどういうふうにお考えなのか。

特に、判事補制度の廃止ということがう

たわれるならば、どんどん応募してくる
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だろうというふうに言われるのですが、

私はむしろ、業務に伴う問題とか事務所

をどうするのかとか、そういったことの

方がむしろ大きいんじゃないかなという

感じがするものですから、そうだとする

と、やはり何らかの制度的担保というこ

とをきっちりしないと、責任を持つと言

われただけでは、ちょっと大丈夫かなと

いう感じがするわけです。

法務省には、諮問委員会は中央に置く

のだけれども、資料とか情報は地方から

集めると、これは裁判所のペーパーにも

ちょっと触れられておりますけれども、

その趣旨をもう少し御説明いただきたい

と思います。

裁判所には、弁護士会の方では「推薦

委員会」ということになっているんです

、 「 」が 推薦委員会じゃなくて 諮問委員会

とする理由は何かということをお聞きし

たい。

もう一つは、それに関連して、諮問を

する場合の候補者のリストというのは、

どういうふうにして用意するとお考えな

のかということです。

短くと言いながら、色々聞いてしまっ

たのですけれども。

【佐藤会長】それでは弁護士会からお願い

します。

【日弁連(児玉副会長)】はじめに弁護士会

。 、 、からお答えいたします まず 第一点の

指名委員会について憲法上にある指名権

との関係はどう考えるのかという点でご

ざいますけれども、指名権を最高裁が持

、 、っていることは その通りでありますし

それは尊重しないといけないと思いま

す。したがって、この指名委員会が自ら

積極的に掘り起こしまして、ないしは応

募によりまして掲げました名簿について

は、拘束力を持つというところまでは日

弁連は考えておりません。

しかし、尊重はされなければならない

ということです。尊重される根拠は、最

高裁自らが指名委員会を設置するわけで

すから、そこで出された結論について自

ら拒否されるということは、やはり大き

な問題があるんじゃないかということに

なります。そういう意味で、是非尊重し

ていただきたいということを言っておる

わけでありまして、拘束力までは考えて

おりません。

二番目に、各高裁単位で指名委員会を

つくりますけれども、異動等は認めるの

かという点でありますが、まず任官と再

任については、その地の高裁単位の推薦

。 、委員会がこれを審査いたします そして

いわゆる異動というのは、途中であちら

に替わりたいというときは、応募という

形になるんだと思うんです。応募すると

きには、ポストを決めて応募をするとい

う方法を取ることを前提にしております

ので、そのときには例えば東京高裁管内

から大阪管内に移るときには、大阪管内

の方に応募していただいて、そして大阪

高裁管内の推薦委員会で適当かどうかを

判断するということになるんではないか

と思っております。

三番目に、弁護士任官について担保制

度をどう考えているかということですけ

れども、まずいわゆる資質・能力を持っ

た資格上の担保としては 弁護士会の 適、 「

格者選考委員会」で十分な調査をして、

それに応えるようにしていきたいと思っ

ております。

それから、現実的には業務に伴う問題

の方が大きいのではないかという御指摘

、 、がありましたけれども 日弁連としては

確かに業務に伴う問題があることは事実

と認識しております。事務所を閉鎖し、

また帰ってきたときにどうなるのかとい

う点は、大きな問題ではありますけれど

も、これまで弁護士任官がはかばかしく

なかった原因については、そういう面も

ありますけれども、やはり裁判所が魅力

ある存在になっていないということにあ

るのではないか。何か窮屈で、いわゆる

官僚的な色彩が残っているということに

対する反発があったということも否めな

いと思いますし、私はその方が比重とし

ては大きかったのではないかと思いま

す。
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そういう意味で、判事補制度について

の検討と、これから特例判事補制度の、

例えば一定時期から廃止というようなも

のがはっきりされますと、大きく裁判所

は変わるんじゃないかという期待がイン

センティブになりまして、任官する人は

増えるんじゃないかというふうに考えて

おります。また、そういう形での説得を

していきたいというふうに考えておりま

す。

ただ、言われました業務に伴う問題に

つきましては、改善しないといけない点

もたくさんあると思います。前から言っ

ておりますけれども、そのために弁護士

、 、 、会では まず しかるべき人材の発掘を

弁護士会の責務として組織的に行う。そ

れとともに、その人が任官しやすいよう

な支援事務所をつくりまして、一定の段

階からは一緒に仕事をしておって、それ

でもし仮に任命、採用されたとしたのな

らば、あとは後顧の憂いなく事件をやっ

ていけるという体制をつくるとか、更に

は申し出て指名が決まります間にちょっ

と時間が掛かりますので、その間に事件

を受けるのはどうするのかという問題等

については、これは東京弁護士会なんか

も考えていますが、一定の基金をつくり

まして、そこから貸与ないし援助すると

いうようなシステムも考えたいというふ

うに思っております。

以上です。

【佐藤会長】どうもありがとうございまし

た。それでは、最高裁お願いします。

【最高裁(金築人事局長)】井上委員の方か

ら諮問と推薦の違いという御質問があり

ましたが、名前の違いで実態がどこまで

違ってくるかということは一概に言えな

いのかもしれませんが、一つは、この下

級裁判所の裁判官の指名は最高裁判所の

権限でございますけれども、同時にそれ

は最高裁が責任を持って裁判官の指名を

しなければいけないという責務でもある

わけでございまして、主体としてはやは

り最高裁判所の方にあるわけでございま

す。

諮問委員会という名でも、この人は適

当であるという場合は、推薦という内容

の答申になることがあるかもしれせん

が、他方、この人は適当でないという形

で御意見を述べられるということもあ

る。事柄の実質は、結局、最高裁判所が

指名の適否を決めるために意見を聞くと

いうことですから、実質から見れば諮問

ということではないかと思います。

それから、候補者のリストの用意の仕

方、これは、今後色々検討しなければい

けない面があると思います。裁判所内部

の人、ずっと裁判官できた人については

最高裁の方から名前をリストアップする

ということに当然なりますし、それ以外

の弁護士任官等の方で、希望している方

については、これをルートを通じて諮問

するという形になるのではないかと思っ

ております。

【法務省(但木官房長)】私への御質問につ

いてですが、次の時代、法曹人口が飛躍

的に多くなりますと、法曹資格を持って

いろんな分野で御活躍の方が出てくるだ

ろうと思います。それで、いずれにして

もそういう人たちが 年間いろんな分10
野で活躍されて、その中で優れて裁判官

に向いているという人達、この人に国民

の権利義務について判断させていいので

はないかという人達を選び出そうという

のが、今度の判事採用の方法であるとい

うふうに思っております。

したがいまして、ある地域で採用する

とかしないとかいうことではなくて、全

国的な規模でこの人は判事にふさわしい

かどうかという判断をする、そういう機

関だろうというふうに思っておりまし

て、そういう意味では中央においてその

人に判事としての資格があるかどうかと

いうことを判断する唯一の諮問機関とい

うことでいいのではないかと思っており

ます。

ただ、そうは言いましても、中央の機

関に何にも情報がなく名前と住所だけで

決めろと言われても、これはたまったも

んではないので、その人がどういうふう



- 37 -

資料１７－４

に活躍してきたのか、それは自己申告も

必要ですけれども、しかし同時にそれに

対するいろんな評価があるでしょうか

ら、それについてもその人が活躍してい

たところから情報を吸い上げて、中央の

諮問委員会が的確な判断が下せるように

工夫しなければならないというふうに思

っております。そういう情報を汲み上げ

る工夫というのは、いろんな形で考えな

ければならないし、かなり細かい考慮を

、 、働かせないと 諮問委員会をつくっても

単なる事後的なオーソライズ機関になっ

てしまうと、それをやはり避けなければ

ならないんで、何か考えなければいけな

いなというふうに思っています。

判事補の問題についても、やはり観念

的には、 年間で法曹資格を有するす10
べての人たちが一旦、判事になれるかな

れないかというところでは平等な資格が

あるのではないかというふうに思ってお

りまして、やはり中央における諮問委員

会に判断してもらわなければならないん

じゃないかなというふうに思っておりま

す。

以上でございます。

【佐藤会長】ありがとうございました。藤

田委員どうぞ。

【藤田委員】児玉先生に質問させていただ

きますけれども、判事補制度に対する厳

しい批判がございました。全国の判事補

のために代弁をいたしますと、判事補の

仕事は判事の補佐、代行、見習いという

ふうにおっしゃいましたが、確かに仕事

を通じて成長していくということではト

レーニング的な要素もあると思いますけ

れども、必ずしも判事の補佐、代行にと

どまるわけではなくて、独立して裁判官

としての仕事をしているわけでございま

す。私もかつて未特例判事補の左陪席当

時、合議事件で最後まで裁判長と右陪席

と意見を異にしたことがございます。意

見を異にしたといっても、結局は２対１

で少数意見になったんですけれども、そ

ういうこともございますし、裁判長にな

りましてから、両陪席と意見が違いまし

て、結局自分個人の意見とは違う判決を

したこともございます。高裁で取り消さ

れたんで、それ見ろと言ったんですけれ

ども。

そういう意味で、独立した裁判官とし

ての仕事をしているという実態を是非御

理解願いたい。先ほどからお話がありま

したが、判事補は昔、特例を付くのを待

ちかねるようにして右陪席あるいは単独

を担当させられて、最近はかなり判事の

増えてきたということもありまして、そ

ういうことにはならない。東京地裁での

右陪席はほとんど判事でございます。

それと、前回私は、任官早々に少年事

件と民事保全を単独でやったと申し上げ

ましたが、現在では任官早々そういう仕

事を単独では担当しない方向で運用して

いるようであります。しかし裁判制度と

いうのは、現在、特例判事補によって維

持されているという面がございます。島

谷六郎先生、弁護士から最高裁判事にな

られて、定年退官後現在、弁護士をやっ

ていらっしゃいますが、この方が日本法

律家協会の機関誌「法の支配 、あるい」

は学士会報にお書きになった判事補制度

についての見解として、先生は、基本的

には法曹一元的な考え方に賛成していら

っしゃるんですが、性急に判事補制度を

廃止すると司法制度の維持が困難になる

のではないかとおっしゃっているんです

が、その点についてどういうふうにお考

えかということが第一の質問です。

二番目は、裁判官の選任、あるいは人

事管理、配置等について、国民の意思を

反映し透明化する。それは、大変結構な

ことではあるんですけれども、場合によ

っては世の中の一般的な考え方に反する

ような判決をせざるを得ないようなこと

もあるわけでありまして、最近世の中か

ら批判された判決の例を挙げれば、銀行

の経営者に対して何百億円という損害賠

償を命じた判決があります。非常識とい

う批評もありましたが、現行の法律制度

の下では、あのような結論しかあり得な

いというふうに考えます。また業務上過
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失致死の事件で、子どもさん２人が亡く

なったという、大変気の毒な事故につい

ての量刑について、軽過ぎるという批判

。 、がありました 新聞の特集記事によると

高裁の裁判長も大変悩んだ末に控訴棄却

をしたそうですが、そういうような意味

で必ずしも世の中の一般的な意見に合致

しないような判決もせざるを得ないよう

なことがあり得るわけですから、そうい

う意味で裁判の独立との関係をどういう

ふうに考えたらいいかということが二番

目の質問であります。

、 。三番目は 裁判官の増員についてです

これはもう確かに増員しなければいけな

いと私も思いますけれども、飛躍的な増

員ということになると、これはやはり今

のようなキャリアシステムを前提にして

の話でありまして、矢口元最高裁長官が

大阪弁護士会で講演されたときに、法曹

一元と同時に裁判官の飛躍的増員という

ことをおっしゃっている方は、本気で法

曹一元の実現を目指しているんではない

んじゃないか、つまり、法曹一元という

のは、非常に優れた先輩の裁判官に裁判

してもらうことによって納得するという

制度であるから、そういう意味では法曹

一元という制度を取れば裁判官の数は減

るはずなんだというようなことをおっし

ゃっているんですが、その点についてど

うお考えになりますか。およそお考えは

もうわかっておりますので、結論だけ伺

えば結構でございます。

【日弁連(児玉副会長)】まず第一点の判事

補制度についてでございますけれども、

先ほど申し上げました三つの判事補の機

能のうち、現在は特例判事補があります

ので、いわゆる単独審の裁判官をなさっ

ているという意味で、まさに判事の代行

をされておられるわけです。と同時に、

判事補はいわゆる教育訓練の対象、見習

いとしての面もお持ちだと思うんです。

その辺が、現在の憲法上の裁判官制度の

中で矛盾する形になるのではないかとい

うふうに私たちは考えております。

したがって、現実的に判事補の方々が

過疎地、僻地等を含めて頑張っておられ

ることは否定いたしませんけれども、制

度的に問題がある以上は、やはり変えて

いかなければならないんじゃないか、変

えていくとしたらどういうふうに変えた

らいいのか、ということで、やはりその

判事補の機能のうち、いわゆる補佐的な

面、独立した裁判官を側面から援助する

という、これも大きな尊い仕事だと思う

んですが、そういういわゆるロークラー

クとしての面を主としてお考えになって

いただきたいというのが弁護士会の意向

であります。

現に未特例判事補も、委員がおっしゃ

いましたように保全とか少年事件は独立

してされております。しかし、私たちよ

く保全処分で感じるんですけれども、保

全処分こそ、非常に紛争の発端における

尖鋭な争いがあるときになされるもので

あるだけに、やはりこれは是非とも判事

の方に担当していただきたいという声が

強いわけであります。そういう意味でや

はり未特例判事補に１人でできる事件と

して軽易なものということで、保全処分

が入っているということには大きな疑問

を持っておりまして、その辺も含めての

意見だということを御理解いただきたい

と思います。

選任の透明化と裁判の独立の関係はど

うなのかということですが、この推薦委

員会が裁判の独立を侵すようなことがあ

ってはならないと私も思います。したが

って、推薦委員会の資料として評価の問

題があるわけでございますけれども、そ

こには裁判の中身についてのものは出す

べきではないというふうに、また考慮す

べきではないと考えています。先ほど、

委員がおっしゃいました代表訴訟などの

判決等につきまして、それをしたからと

いってマイナスに評価するというような

ことはあってはならないというふうに考

、 、えていますし また選考そのものが公正

中立であるような委員の構成にしていか

なければならないと考えています。

その次に、３番目の質問についてです
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が、ちょっと今聞き逃してしまいました

ので、申し訳ありませんがもう一度おっ

しゃっていただけませんか。

【藤田委員】元最高裁長官の矢口先生が大

阪弁護士会で講演された折に、これは失

礼な言い方かもしれませんけれども、矢

口先生一流の表現でありますが、法曹一

元と同時に裁判官の飛躍的増員というこ

とを主張されている方は、本気で法曹一

元を実現しようと思っておられるわけじ

ゃない、なぜならば、法曹一元というの

は非常に優れた先輩を選んで、その人に

よる裁判だから納得しようというものな

のだから、そういう制度を取る以上は裁

判官の数は減るのが当たり前であり、法

曹一元を取れば裁判官数は、現実にも減

るだろう、というようなことをおっしゃ

っています。私は裁判官の増員はしなけ

ればいかんと思うんですが、それは今の

キャリアシステム、色々改革を加えるに

しても、そういう制度を前提としてでな

ければ実現不可能ではなかろうかと思う

んですが、その点についていかがお考え

でしょうかということです。

【日弁連(児玉副会長)】矢口元長官がおっ

しゃるとおり、法曹一元になると、これ

が理念的に機能するとすれば、条件にも

よりますが、今よりも裁判官は少なくて

もいいということもあると思います。例

えば、いわゆるアメリカ的なロークラー

クのようなのが付いて、補助者が付きま

したならば、裁判官そのものは今よりも

数が少なくて済むということになるので

はないかと思います。

しかし、弁護士会が今言っております

裁判官の大幅増員は、一面的には弁護士

任官を含めました、良質の裁判官をいか

に増やすかという面もありますけれど

も、現在の裁判所に裁判官が少ないとい

うことも前提にしてペーパーに書いてお

ります。当面早急に 名ということ3,000
を申し上げているわけであります。これ

は、現在の民事裁判、現在の刑事裁判で

も、やはり裁判官が足らないために、大

変時間が掛かり、そのことに対する批判

が起こっているわけでありまして、そう

いうものも含めて言っておるわけでし

て、弁護士任官との関係だけで増員を言

っているんではないということを、是非

御理解いただきたいと思います。

【藤田委員】ありがとうございました。

【佐藤会長】それでは、石井委員どうぞ。

【石井委員】以前、弁護士制度について私

がレポーター役をさせていただいたとき

に、悪徳弁護士という言葉を常々耳にし

ていたものですから、ついつい弁護士さ

んの倫理教育ということについてかなり

強調させていただきましたが、今度みた

いな事件を見ておりますと、残念ながら

裁判官についてもやはり同じことを考え

なければいけないのではないかと思った

次第であります。法務省の方でも最高裁

の方でもどちらでも結構でございますの

で、その点についてどうお考えになって

いらっしゃるかお話しいただけたらと思

います。

【法務省(但木官房長)】誠に申し訳ないん

ですけれども、現在捜査が開始されてお

りまして、脅迫罪の捜査及び国家公務員

法違反で告発が出ましたのでこれについ

ての捜査、そして調査もやっております

けれども、これらの捜査の途中でござい

ますので、現在の段階であれこれ申し上

げるのは、ちょっと御勘弁いただきたい

と思います。

、 、 、ただ 冒頭に申しましたように 捜査

調査が終了いたしました段階で、皆様方

に報告を申し上げ、そして我々の改善す

べき点があるとすれば、つまりこれが単

に個人の検察官の問題にとどまらず、検

察全体の問題として受け止めるべき事項

というのがあるやに思われますので、そ

の点につきましては皆様方に御報告申し

上げ、御指導をいただく機会を設けてい

ただければと思っております。現段階に

おきましては、その途上で色々中途半端

なことを申し上げるのは、かえって信頼

感を損ねるようにも思いますので、御勘

弁いただきたいというふうに思います。

【石井委員】今私が御質問申し上げた内容
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とちょっと違うお答えになったように感

じましたが、確かにおっしゃることもわ

からないわけではないのですが、それで

は質問のやり方を少し変えさせていただ

きます。すなわち現在はどういう倫理教

育をなさってらっしゃるのか、これは今

度の事件と全く関係なくお考えいただい

てお答えくださればと思っております。

それから、これからどのような教育方

針を取っていくおつもりなのか、その点

も今回の捜査、調査の結果等をある程度

踏まえてからというのもわからないでも

ありませんが、やはり基本方針というも

のを、法務省としてお考えいただく必要

があるのではないかと思っておりますの

で、そういう見地からお答えいただけた

らと思います。

【法務省(但木官房長)】勿論、検事の基本

的な倫理、職業倫理につきましては、一

番大きなものは、自分の職務遂行を通じ

ての倫理観の研磨でありますけれども、

それだけでなく勿論、多種多様な研修を

これまでにも行ってきております。検察

官としてあるべき姿というのは色々な角

度から、つまり一つは、権限を行使する

者として最低限守らなければならない倫

理、例えば贈収賄のような事件を検事が

起こしたら、これはもう世の中が本当に

もたなくなる。それはもう最低限の倫理

であります。それから、権限行使という

ことは、ある意味で人権を侵害するわけ

ですから、そうした人権を侵害するよう

な権限を行使すべき人間として心得てお

くべき考え方というものも教育します

し、あるいは勿論一番底に流れている正

義感、そういうものも育むようにしてま

。 、 、いります ただ 今回の案件というのは

単にそれだけでは済まされない問題をは

らんでいるようにも思えるのでありま

す。したがいまして、今後どういうよう

な形で検察官を育てていくべきかという

ことについて、やはり今回の事件を通じ

て、どういう問題点がその中にあるのか

ということを、きちっと把握した上で考

えていきたいというふうに思っておりま

す。

【最高裁(金築人事局長)】今回の件につき

ましては、裁判官自身にどういう問題行

動や責任があったのかということについ

て確定されているわけでございませんの

で、今日の件は別といたしまして、裁判

官の倫理、正しい姿勢を保つということ

につきましては、これは紙の上だけで学

べる、身に付いていくという問題ではな

い。先輩の背中を見て、その謦咳に接し

て自分のものにしていくということが、

従来それが基本であったと思いますし、

今後もそうだとは思います。ただ、それ

だけではなくて、色々な面で、研修等を

含めまして、そういう自覚を促すきっか

けを与えるということは、やはり必要で

はないかと思っております。

【佐藤会長】では、吉岡委員どうぞ。

【吉岡委員】できるだけ手短かにいたしま

す。

今の石井委員の発言とも関係するかも

しれませんけれども、今回の福岡の事件

については個々の判事、検事の問題だけ

ではなくて、私はもう少し構造的な問題

があるのではないかと思っています。こ

れは後に機会をというお話がございまし

たので、もう少し明らかになったところ

で言及したいと思います。

それで、特に最高裁判所のペーパーに

ついて意見を申し上げたいのですが、土

曜日にこの書類が自宅に送られてきまし

て、拝見した第一印象としては、最高裁

判所も随分変わったのかなという印象を

持ちました。やはり、世論が変わってき

たので、世論を考えて変えなければいけ

ない、そういう御認識があるのかなとい

うふうに思ったんですけれども、二度目

に読んでみますと、実はそれほど変わっ

てはいらっしゃらない。むしろ、手直し

的なことをおやりになっているという印

象を持ちました。その中の一つ、二つ申

し上げます。まず、３ページの特例判事

補制度の見直しについて、これは今、５

年経ったらほとんど自動的に特例になる

と言われておりますけれども、ここでは
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７年目ないし８年目と後倒しにするとい

うことが書かれておりまして、これも７

年とか８年という年限を切って決めるの

ではなくて、判事補の特質を見ながら決

めていこうという意思の表れだと思われ

ますので、そこのところは大変評価した

いと思うのですけれども、ただ、注書き

のところを見ますと「こうした施策をと

るためには、相当大幅な判事の増員が必

要であり」云々と書いてありますので、

条件が整わなければできないというよう

に読むこともできます。これは、もしか

すると私の読み方が間違っているのかも

しれませんけれども、そんなふうにも読

めます。

もう一つは、素直に読んで、大幅に判

事を増員していくと、これは弁護士任官

も含めてですけれども、大幅に増員して

いくという中で後倒しに考えていく、そ

れで８年になり９年になり、やがては特

例判事補は廃止していこうという、そう

いう基本的な考えがあっての記述であれ

ば、大変結構なことだと思います。

経験の多様化について、同じページで

すけれども、経験をさせなければやはり

一般からは信頼が得られない。そういう

ことで、色々な経験をさせようというと

ころは非常に評価できるところです。た

だ、この文書を見ますと「留学を含むこ

れら外部派遣制度のいずれかに参加する

機会を持つことができるように検討した

い」ということで、今は特別な方だけが

行っている外部経験を全体に広めるとい

う意味かもしれませんが、１年程度外に

出たという、その経験だけで多様な経験

を積んだと言えるでしょうか。私は言え

。 、ないと思います 判事補だけではなくて

一般の市民の場合もそうですけれど、学

校を卒業して企業に就職した場合、１年

で企業が期待できるほどに育つかどう

か、恐らく一般的な企業の場合ですと、

２年は教育期間ということで見ていると

思います。そういうことからしますと、

判事補という資格を持った人が１年ぐら

い民間企業に行ったからといって、先ほ

どは随分企業の人になり切っているとい

うお話がありましたけれども、幾ら判事

補が優秀であったとしても、それはおの

ずから限界があることであって、それを

もって経験の多様化というのには、少し

お粗末ではないかと思います。

４ページ目の、人事の透明性、客観性

の確保、これについて裁判官指名委員会

を設置するということが書いてございま

して、私は推薦委員会ということを何回

か申し上げているのですけれども、そう

いう委員会を設けるということは非常に

前向きだとは思います。ただ、最高裁判

所に委員会を設けるということと、それ

「 」 。から 諮問 という言葉が入っています

「諮問委員会」という場合は、最高裁判

所の諮問があった場合に会議が開かれ

て、それで結論を出すという、それが一

般の審議会の考え方と一致するところだ

と思います。そうしますと、諮問をしな

ければ開かなくてもいいという見方もで

きます。やはり、裁判官指名委員会、諮

問をちょっと取りますけれども指名委員

会として、それで諮問だけではなくても

う少し主体的に委員会が動けるという、

そういう姿勢が必要ではないかと思いま

す。

まだ、このペーパーの中では言いたい

ことはありますけれども、時間もあまり

ございませんので、とりあえずそこまで

にします。

【最高裁(金築人事局長)】時間の関係もご

ざいますので、少し簡略に述べさせてい

ただきますが、まず第一点の、特例判事

補についての方策の関係で増員が条件に

なるかどうかということですが、これは

増員していただかないと、現に戦力とし

て働いているわけで、それだけ減るわけ

ですから、ほかの要因での増員というこ

とも勿論ありますが、それ以外に、特例

判事補に単独訴訟事件を持たせないとい

うことにすると、その分はやはりここに

書きましたような増員がどうしても必要

になってくると思います。そういう意味

では、条件でございます。
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経験の多様化については、十分にやれ

ばやることに越したことはないと思いま

す 「弁護士事務所へも少なくとも１年。

間」ということにしてございます。この

点については、一つには受け入れ先の色

々な問題もあると思いますが、できるだ

けのことはしたいと考えております。

三番目に 「諮問」ということでは、、

諮問しないこともあるのではないかとい

、 、 、うお話ですが 任命 再任するときには

必ず諮問いたします。その点は御安心を

いただきたいと存じます。

【佐藤会長】次は、山本委員と中坊委員で

すね。一応そこで打ち止めにさせていた

だきたいと思います。まだ色々と御質問

があろうかと思いますが、すみません。

【山本委員】日弁連に二点ほどお伺いした

いんですが、まず一点目は、弁護士から

の裁判官への任官というのは、ある一定

年齢に達してからの方がよろしいという

ふうにさっきお伺いしたんですけれど

も、どのぐらいの年を考えていらっしゃ

るのか、もし具体的なイメージがあれば

の話ですが。それから、任官されてすぐ

に裁判官の実務ができるのかどうなの

か、多少の研修みたいなシステムをお考

えになっておられるのかどうなのか、こ

れが一点でございます。

二点目は、日弁連のお考えによると、

これから大多数の裁判官が弁護士から任

用されて、かつその選任等に日弁連が絡

んでいくというふうに聞こえたわけでご

ざいますが、私どもユーザーの方から見

ますと、多少不安感があるわけでござい

ます。と言いますのは、裁判官の一番大

事な属性の一つに、中立性というのがあ

ると思うんです。さっきの吉岡さんの話

じゃありませんが、どこかに研修に行っ

て企業の人になってしまったんじゃ困る

わけで、そういう意味ではやはり中立と

いう属性は非常に大事だと思うんです。

そういう意味で考えますと、お考えにな

っている大多数の裁判官が弁護士から任

用されていくということになりますと、

その弁護士は長いこと多数の訴訟を手掛

けているわけでございますから、どこか

で原告、被告双方の代理人という形で活

躍されているわけでございます。勝ち負

けはトータルとして見れば ： にな50 50
るわけですけれども、ユーザーから見ま

すと、相当数の裁判官が実はかつて利害

関係人であったというふうなことになる

わけで、そういったことについて、果た

していいのかどうかというのが疑問とし

て一つあるわけでございます。その辺は

どういうふうにお考えになっているので

しょうか。

それから、これから弁護士がだんだん

増えていくわけでございますが、今でも

１万 人いますが、将来はフランス7,000
並みとか、６万とか 万とかたくさん10
の数になっていくわけですが、そういう

中で弁護士会がきちんとした候補者の選

定を果たしてできるのかどうか。また、

弁護士の活動領域もかなり広がっていき

ますから、これも適切な候補者選びを難

しくすることになるのではないか。そう

いったことが、私どもの疑問としてある

わけでございます。今でも弁護士会はい

ろんな社会的な運動をされており、これ

はある意味で任意の活動だというふうに

理解しておりますけれども、これからそ

ういう意味で裁判官の選任にも大きな力

を持っていくということになると、現在

認められている弁護士会の自治というこ

とと、かなり性格的に違うことをおやり

になることになってくるわけで、そこら

辺についてどんなふうにお考えになって

いるか、お考えをお聞かせいただければ

と思います。

【日弁連(児玉副会長)】何点かお聞きいた

だきましたけれども、端的にお答えいた

します。まず、任官の年齢についてです

けれども、判事に任官するということに

なると、 年以上の経験ですから、や10
はり 歳以上ということになると思い35
ます。ただ、現在の任官制度は判事だけ

じゃなくて判事補の任官もありますから

若い人も行っておられますけれども、判

事の任官ということになると年齢的には
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そういうことになると思います。

それから、任官した後すぐ実務ができ

るのかという点ですが、これはよく言わ

れますように、判決が書けるのかという

ことに、究極にはなると思いますけれど

も、それはやはり、研修等をやるという

ことと、判決そのものの在り方をまた考

えるということが必要だと思います。

、 、現に 大阪等で議論されていますのは

民事事件であれば弁護士が最終準備書面

をきっちり書く、刑事事件であれば最後

の弁論要旨をきっちり書くという訓練を

弁護士がしていけば、判決は割合書きや

すいんじゃないか。現に、現在の弁護士

がそこまでやっていないという段階で即

判決となりますから難しいんで、そうい

うトレーニングを弁護士会の方できっち

りやるということも必要じゃないかとい

うふうに考えております。

三番目に、中立性の問題をおっしゃい

ました。確かに小さいところで、一つの

企業についての事件が出てくると、必ず

小さい町にも顧問の弁護士がおられます

から、そこから任官されたときに利害関

係ということになるんじゃないかと思い

ます。それは、やはり忌避とか回避とか

いう形で、処理していかざるを得ないん

じゃないか。そういう事件が出てくると

そういう制度が、今以上にきっちりと機

能していかなければいけないんじゃない

かというふうに考えております。

更には、弁護士が選任に関与すること

によって、何か裁判官制度を牛耳るんじ

ゃないかという趣旨のお話をされました

けれども、決してそういうことにはなら

ないと思います。推薦委員会にも法曹三

者が入りますから、弁護士のみが多数で

入るわけじゃありませんから、しかも弁

護士会にはその前に、選考委員会という

のがありまして、そこでもって適格者を

推薦するという制度を取っておりますの

で、特定の方がそこに入っていって牛耳

るというようなことを起こり得ないと思

っております。

その次に、弁護士がたくさんに人数が

増えたときに、果たして適切な選考がで

きるのかという点でありますけれども、

そのためにも各単位会、各ブロックの適

格者選考委員会がきっちり機能するとい

うことが必要ではないかと思います。現

在大阪は 人ぐらいですが、このレ2,400
ベルであれば、各期との交流ないしはそ

れぞれの日常の付き合いの中で 「この、

方は裁判官に適する」という選別はでき

ると思います。ただ、これがもっと増え

て、 人とか１万人になったときに5,000
どうかと言われると、そこまではちょっ

とはっきり申し上げられませんけれど

も、今のところは、各単位会が大阪ほど

になるのには大変な人数だと思いますか

ら、そのぐらいの人数までは可能である

というふうに思っています。

11【佐藤会長】お越しいただくにつき、

時ちょっと過ぎまでとお願いしたにも関

わらず、時間も大分オーバーしておりま

す。あと中坊委員と水原委員ですか、簡

潔にお願いします。 まず、中坊委員ど

うぞ。

【中坊委員】私は、法務省と最高裁の方に

それぞれお尋ねしたい思いますが、私は

今回お出しいただいたこのペーパーにつ

いて、根本的な点についてお尋ねをした

いと思います。

まず、今回法務省は、この裁判官の改

革問題に関して、今日のペーパーにも出

ていますように 「現在の裁判官制度で、

は国民からも大きな信頼を得ていると考

えられる」ということがすべての前提に

なって、それなりの意見が出されておる

わけであります。

それでは 「国民から大きな信頼を得、

ておる」ということは、何をもって判断

されたのでしょうか。少なくとも、その

ことに関しては、つい最近我々が行った

民事訴訟利用者調査でも 「裁判官につ、

いて満足しておるのか」という問いに対

して、半数以上の方が満足していないと

回答している。あるいは、公正性、信頼

性についても半々ぐらいというふうに、

既に客観的なデータが出ておる。それが
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既に明らかになっているのにもかかわら

ず、なおかつこのように 「国民から大、

きな信頼を得ておる」ということを前提

にしてすべての論拠をお始めになってい

るというのは一体なぜなのか、それが、

今言うような福岡の事件を起こしたよう

な判検の交流や、あるいは刑事事件の有

罪率の異常な高さとか、いろんな問題を

起こしているんじゃないかと私は言いた

くなるんです。そういう点に関して、法

務省側の今回の裁判官問題に関する認識

は、私は基本的に非常に誤っておるとい

うふうに考えるんですが、その点に関し

ていかがお考えでしょうか。法務省にお

尋ねします。

【法務省(但木官房長)】現在の裁判官が公

平である、あるいは裁判が公平に行われ

ているということについては、国民の間

でそれなりの評価をもらっているのでは

ないか。それは例えば、法曹三者に対す

る信頼感についての国民の意識調査等に

おいても、やはり裁判官については国民

からそれなりの信頼を受けているように

思います。

ただ、おっしゃるように、それでは現

在の裁判制度に国民が不満を持っていな

いのかということになると、それはまた

別の話でありますし、まして裁判の中に

現実に身を置いた人たちにとって、勝ち

負けがまず半分ずつあるわけですし、そ

の中で色々な経験をされた人たちが、そ

の立場から見て今の裁判の実情に満足で

きないという回答をされるのは、これも

現実のことだろうと思っております。

言ってみますれば、戦後できた新しい

裁判制度が、今日まで曲がりなりにも機

能してきて、大きな意味で言えば、日本

の裁判制度については、それなりに公平

に行われているという国民の信頼感は得

てきただろうということです。しかし、

その一方で制度的疲労の面もあります

し、 世紀に向かっての在り方として21
は、極めて色々なところに不十分な点が

あって、大きく変革しなければならない

というふうな状況下に、現在あるのでは

ないかというふうに認識しております。

ですから、それをすべての前提で書か

れているところに非常に問題があるとい

う中坊委員の御指摘につきましては、決

して全般にわたって現在のままでいいん

だと私たちが考えているわけではなく、

中坊委員が言われるように、国民各層、

あるいは現に訴訟に参画した人々の中に

は、大きな意味での裁判制度について、

これには勿論、裁判官だけではなくて検

察官や弁護士の問題も含んでいるかと思

いますけれども、かなりの不満を持って

。 、 、いる方々がおられる それから 国民は

現行の裁判制度はやはり 世紀に向け21
て抜本的に改革が必要だと思っておられ

るということについては、私どももその

立脚点に立っているものでございます。

【中坊委員】それでは、続いて裁判所の方

に三点ほど尋ねたいと思うんですけれど

も、まず、非常に基本的なことをお尋ね

するようですが、裁判の本質というもの

を、そもそも裁判官は、金築さん個人で

も結構ですが、何とお考えでしょうか。

裁判官あるいは裁判の本質というものは

一体何だとお考えでしょうか。これを私

はまず聞きたい思うんです。時間が長い

こと掛かりますから、私の方が一方的に

、 、しゃべりますけれども 私はかねてから

裁判の本質は「納得」であると考えてい

ます。当事者、関係者、全国民をどうや

って納得させるかという作業こそが裁判

の本質であるということを、私は言い続

けてきて今日に至っております。

納得のためには「説得」ということが

必要なんです。ところが、私たち裁かれ

る立場として 数年代理人をいたして40
まいりましたけれども、裁判官は主とし

てそうではなしに、納得させるという作

用よりも、むしろ権力により、それは裁

、 、判所の職権である 裁判官が決めるんだ

という姿勢でこられたところに一番の問

題点があったんではないかと思います。

そうすると、納得させる前提として説得

をしようと思えば、現場の経験もない方

がどうして説得できるんですかというこ
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とになります。今日ちょっと出た研修み

たいなものでは、そんな、１年間弁護士

を見習いに行って、そんなものができる

ということじゃないんです。やはり基本

は、自分の生活もかけ、そして依頼者を

どう獲得していくのか、依頼者の言うこ

とは必ずしも本当のこととは限りません

よ。それをどのようにしてやっていくの

かということによって、初めてその現場

の体験を踏んで、そして初めてそれに基

づいた自分の得られたものによって、人

が説得できるものなんです。そして、そ

の説得によって納得ができると思うんで

す。

ところが、今の言われるような判事補

制度にしても、いわんや特例判事補制度

にしても、全くそういう経験がない。私

が前回言った例で言えば、山本委員は、

裁く立場は食べる場合であって、調理す

る立場と一緒になってはいけない、と言

われたけれども、調理というのは生の物

を見て、それでなければ本当のことはわ

からないということを私は意味している

のでありまして、まさに裁判官というの

は司法の中枢だと言っているわけでしょ

う。法曹の中の法曹でなければいけない

んです。その方が、現場の体験というも

のをせずに、ただ「私も一市民でありま

すから、市民の経験はあります」とおっ

しゃる。それで、どうしてそういうこと

がおありになるのか、私は疑問でござい

ますので、その点についてはそもそもど

うお考えですかということを一点お尋ね

したいと思います。

第二点目といたしましては、今度はこ

の４ページの「人事評価」のところにお

書きいただいておることであります。要

するに人事の評価の前提として、憲法が

裁判所の指名した名簿によるということ

は、下級裁判官の任命等の判断は裁判所

が最もよくなし得るという見地に立たれ

ている。これがまたすべての前提になっ

て、今回のペーパーもお書きいただいて

おられる。しかし、何をもってそうおっ

しゃるのか。裁判所がこのような任命権

あるいは評価権限を持っておるというの

は、その前にも書いてあるように 「独、

立」ということと実は関係があると思う

んです。まさに「司法の独立」のために

裁判所に指名権を与えているというの

は、これは我々もよく聞いております。

、 、 、しかし 独立ということは まさに立法

行政からの独立ということを言ってお

る。政治権力からとか、あるいは行政権

力からとか、そういうものが三権分立の

中において独立しないといけないという

ことを言っているにすぎないのであっ

て、それからもって裁判所が最もよくわ

かっているということを導くことはでき

ない。それにもかかわらず、最高裁の裁

判官会議ですべてのことを決めていると

されている。年間 人も 人にもな200 300
るような人の人事評価ですら、全部最高

裁裁判官会議で決めているとされる。こ

のようなことを言ったって、誰もが、そ

れではそういう資料は誰が出したんです

か、何時間そういうことを審議したんで

すか、と言うでしょう。そんなものは全

部形だけですよ。それで、裁判官のみが

よくわかっているという前提、今回の人

事制度あるいはその任命制度そのものに

ついて、私はかねて言っているように、

司法の独立を履き違えて、独善に終わっ

ていっている、自分たちがひとりよがり

になっている、ということを言っておる

、 、んですけれども そういう点に関しても

それでは裁判所は今、本当にこのような

司法制度改革審議会があって、 世紀21
の司法を考えなければいけないときに、

そこまで本当にお考えになっているのか

どうか、その二点についてお尋ねしたい

と思います。

【最高裁(金築人事局長)】裁判の本質とい

う、大変難しい基本的なお尋ねで、私に

答える力があるかどうか疑問に思います

けれども、私はやはり裁判というのは、

公正・中立の立場から法的紛争に解決を

与えていくということが重要な使命だと

思っております 「納得」ということが。

一番大事じゃないかというお話がござい
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ました。私も非常に大事な要素だと思い

ます。日々の裁判で裁判官は、当事者の

納得を求めて努力していると思います。

判決の中の理由の説示でも、和解の過程

での当事者に対する説得でも、やはり納

得を求めて努力していると思います。

権力的姿勢というお話があったわけで

ございますが、この関係で一つだけ申し

上げさせていただきますと、この間この

審議会に出されましたアンケート調査を

、 、拝見いたしまして 私は思ったんですが

裁判所職員もそうでしたが、弁護士が付

かないときの評価の方が高いんです。こ

れは、御本人が来たときには親切にして

、 、いるんだなと これは私の感想ですから

当たっているかどうかわかりませんが、

そういうことを思ったということを一つ

だけ言わせていただきます。

二番目の点ですが 「裁判所が最もよ、

くなし得る」というのは、一般に書かれ

ているところでございまして、任命権は

内閣つまり行政が持っているわけでござ

います。しかし、行政よりもやはり司法

の方が情報が多いという趣旨で恐らく書

かれているのだというように私は理解し

ております。

【中坊委員】司法の独立からじゃないんで

すか。

【最高裁(金築人事局長)】司法の独立とい

う意味は勿論ございます。意見書に書い

てあるとおりでございます。

【佐藤会長】では水原委員で最後にいたし

ます。水原委員どうぞ。

【水原委員】それでは簡単に。最高裁判所

に、お教えいただきたいというよりもお

願いがございます。それは、この意見書

を拝見いたしますと、先ほど吉岡委員も

おっしゃいましたけれども、私は非常に

裁判所が柔軟に対応されるようになられ

たなと思います。実は、ちょっとびっく

りしたぐらいの改革意見をお出しになら

れたなと思っておるのが、率直な意見で

ございます。

ただ、そこでお尋ねしたいことは、先

ほど来、髙木委員、吉岡委員それから中

坊委員からも御意見が出ましたけれど

も、色々な経験を踏ませると言うけれど

も、実効ある方策をお考えなのかという

こと、これは私にとってもやはり多少、

というよりは大変気に掛かるところでご

ざいます。

色々なところに出向させる。出向とい

いましょうか派遣させる制度を考える

と。これは研修制度というお言葉じゃな

くて、派遣制度という言葉に変わってま

いりました。しかも原則としてすべての

判事補がということになってまいりまし

た。非常な大きな進歩だと思いますけれ

ども、しかしながら問題は、なぜそうい

うことをやるのかと、なぜそういう派遣

制度というものやるのかという趣旨をよ

くお考えいただいて、そして我々が求め

ておるような、やはり色々なこと、裁判

所の中だけじゃなくて、外に出向いてい

って、その中に入り込んで、そして色々

な経験、知識、体験、こういうものを経

てこられるような制度設計を是非お考え

いただきたいというふうに思っておりま

す。

これは、非常に長い目で見なければい

けないと思います。憲法上の身分保障さ

れている問題もございましょう。それか

ら、法律の改正に絡むこともございまし

ょう。しかしながら、それが必要である

ということはまず最高裁判所でもお考え

だと思いますので、是非そういうふうな

制度設計をおやりになる際には、このよ

うに最高裁判所は考えたぞ、もう少しや

はり前向きに考えているぞ、ということ

を、長いスタンスでお示しいただけるよ

うにお願いできればと思っております。

【最高裁(金築人事局長)】おっしゃるとお

りだと思っております。

【佐藤会長】各委員におかれては、まだ色

々お聞きになりたいところがおありかと

思いますけれども、時間をかなりオーバ

ーしてしまい、金築人事局長、但木官房

長、児玉副会長には、御迷惑をお掛けし

まして本当に恐縮でございます。本日は

どうもありがとうございました。以上で



- 47 -

資料１７－４

ヒアリング及び質疑応答は終わりたいと

思います。

本日はどうもありがとうございました。

、 、(金築最高裁人事局長 但木法務省官房長

児玉日弁連副会長退室)

【佐藤会長】予定では 分ぐらい休憩を10
はさんで意見交換をと思っておったんで

すけれども、かなりずれ込んでしまいま

した。いかがしましょうか。 時も近12
いですね。

【井上委員】今日は何時までですか。

【佐藤会長】そうですね、やはり少し意見

交換をしておきたいので、 時半ぐら12
いまでお願いできないかなと思うんです

けれども。いかがでしょう。それぞれ御

予定ありましょうけれども。

【山本委員】私はちょっと。 時から用12
事があります。

【佐藤会長】御予定のある方には誠に申し

訳ないんですけれども、継続するという

ことにいたします。引き続き意見交換の

方に移らせていただきたいと思います。

【竹下会長代理】もう時間がない方は、早

目に御意見を述べていただくことにし

て。

【山本委員】意見はもうずっと一貫して同

じことを言っておりますので。

【竹下会長代理】北村委員はお時間大丈夫

ですか。

【北村委員】はい。

【佐藤会長】 時半にはぴしっと終わり12
たいと思いますので。それでは、ご意見

をどうぞ。レジュメに従いますと 「給、

源の多様化・多元化 「任命手続の見」、

直し」それから「人事制度の見直し」と

いう順番になるんですけれども。今の質

疑応答でも既にかなり色々な御見解ある

いは問題についての御指摘がありまし

た。それを踏まえながらどの点からでも

。 。よろしゅうございます 鳥居委員どうぞ

【 】 、鳥居委員 全く違う観点からなんですが

日本の役所について、どんな役所にも設

置法というのがありますね。司法の仕事

に関してなんですけれども、法務大臣権

限法というのがありますが、法務省設置

法を六法で引いてもないんです。

【佐藤会長】全部あります。

【鳥居委員】検察庁法というのは六法に載

っていますけれども、法務省設置法とい

うのは載ってないと思うんです。

【佐藤会長】各省設置法は六法に余り載っ

ていません。

【事務局長】設置法は、基本的に行政組織

を決めているだけですので、六法にはど

の省についても載っていないんです。

【鳥居委員】私何を質問したかったかとい

うと、そういう論理でいくと最高裁判所

設置法というのはあるんでしょうか。

【竹下会長代理】それにあたるのは、憲法

と裁判所法です。

【鳥居委員】裁判所法が最高裁判所設置法

をかねているわけですか。

【井上委員】内閣などもそうですね。内閣

設置法というのはないわけです。

【鳥居委員】中途半端な読み方かもしれな

いんですけれども、裁判所法をずっと読

んでみますと、例えば簡易裁判所判事選

考規則なんていう後ろにぶら下がってい

る部分が、下級審に関してはたくさん出

てくるんだけれども、最高裁の判事の分

限とか任命の仕方とか選び方とか、そう

いうところになるとほとんど書いていな

い。それで、下の方にいくと非常に詳し

く書いてあって、選考規則までぶら下が

っている格好になっていますね。これは

なぜなんですか。

【竹下会長代理】最高裁判所裁判官につき

ましては、憲法に基本的なことは書いて

あるわけでございます。長官は内閣の指

名に基づいて天皇が任命する、それ以外

の最高裁裁判官については内閣が任命す

る、というように書いてあるわけでござ

います。その最高裁判所に任命される資

格については裁判所法に書いてある。そ

ういう仕組みになっているわけです。

それで、鳥居委員が考えておられたこ

とに対するお答えになっているのかどう

かわかりませんが。

【鳥居委員】つまり、内閣総理大臣の選び

方とよく似ていて、国民が一番よくわか
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らないところですね。

【竹下会長代理】実際にどうしてこの人が

選任されたのか、ということですか。そ

れはおっしゃるとおり、公表されていま

せんので一般には分かりませんね。

【中坊委員】裁判官の任命手続にしても、

それから評価の手続にしても、髙木さん

が文書で紹介されて、裁判所の方から御

返事があったところによっても、それは

すべて最高裁の裁判官会議で決めている

ということなんですね。ところが、実際

上今日私も時間がなかったから聞けなか

ったけれども、一体どれぐらいの時間を

掛けて、どういう審査がなされておるの

か。これは、しかし想像が付くところ、

ほとんど原案どおりということで、結局

は事務総局がやっている。そこから先が

今、鳥居さんのおっしゃるように目に見

えない形でやっていることになってい

る、というところがやはり非常に大きな

問題点ではないかと思います。

【佐藤会長】今の鳥居委員のお話ですけれ

ども、最高裁判所の裁判官の選び方の問

題と下級裁判所の裁判官の指名・任命の

問題とを分けてお考えいただいた方がい

いと思います。

【鳥居委員】私が言いたかったのは、その

次の段階で、高等裁判所以下の判事の任

命というのが、今どのように行われてい

るかということ自体が余りはっきりわか

。 、らない 少なくともこの制度を見る限り

法律化されている制度を見る限り、わか

らない。

しかし、今、提案されている色々な形

の任命委員会制度とか、諮問委員会制度

とか、２種類ぐらい提案されていると思

うんですが、それですと具体的に見えて

くると思うんです。何かの形で実行して

いくとすると、それはやはりこの法律の

上での書き換えになるんでしょうか。先

ほど最高裁の御説明の中では、最高裁判

所が持っている現在の与えられた権限の

中で行うという趣旨を強調されたように

思うんです。

【佐藤会長】今のお話ですけれども、下級

審の裁判官については 憲法 条で 下、 、「80
級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名

した者の名簿によって、内閣でこれを任

命する 」となっているわけです。資料。

、 、的な説明によると この指名のときには

１名プラスして内閣に提出して、そして

内閣がその名簿に基づいて任命するとい

うことなんですが、先ほど来問題にされ

ていますのは、その指名の過程に何か国

民の意思を反映させるような工夫の余地

がないのかということで、色々な御議論

があるということではないかと思うんで

す。今までの指名の過程は、最高裁自身

が司法行政としてやっているわけで、外

からはなかなか見えにくいんじゃないか

という批判もあり、それをもっと可視的

にできないか、何らかの形で国民の意思

を反映するようにできないか、というよ

うな趣旨で色々なアイデアが出されてい

るんじゃないかと思うんです。

【中坊委員】可視的にというだけではなし

に、だから今回の裁判所の出されたペー

パーの任命権なり評価権の基は、最高裁

判所がやはり一番よく知っているとい

う、その見解ですね。私はそこがやはり

一番大きな問題であると思っており、実

際よくわかるのは、裁判を受けている者

。 、がわかるわけですからね 国民だろうし

その国民の代理でよく法廷へ出ている弁

護士が、ある意味で一番よくわかる。と

ころが、そういう人の意見は全然聞かず

に、裁判所が一番よくわかっているとい

うことで、裁判所だけが判断してきてい

るというところの任命手続、再任手続、

それから評価手続というものには、やは

り根本的に問題があったということでは

ないか。

だから、その意味で言えば、そもそも

なぜ最高裁判所に指名権を与えたかと言

えば、まさに司法の独立、独立は何ぞや

と言えば、まさに立法、行政からの独立

であったはずだと思うんです。

それから、まさに我々が言っている国

民的基盤の確立という意味における、そ

の中でも一番国民と接しているのは弁護
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士であると思うんですけれども、よくわ

かるというか、その場面に遭遇していま

すからね。だから、そういう人を含めた

審査でなければならない。

また、加えてどういうふうな基準を設

けて審査をするのが必要かということに

なってくると思うんです。

【佐藤会長】おっしゃるとおりでして、今

日の法曹三者のヒアリングでは、最高裁

もその指名の過程に諮問委員会というも

のをつくってはどうかと提案されてい

る。法務省も弁護士会も、それぞれ中身

に違いはありますけれども、何らかのそ

ういう仕組みをつくるべきじゃないかと

提案されており、その点では今日、三者

とも一致しているわけです。

ただ、問題は、その仕組みを諮問委員

会と呼ぶのかどうかはちょっと別にしま

して、その委員会が実質的に機能するよ

うに考える必要があるのではないか。法

務省の但木官房長は、情報というような

面に言及されましたが、委員会が名目化

せず実質的に機能するように考える必要

があるのであって、その辺を具体的にど

う考えるかというところが一つのポイン

トであるように思うのですが。

髙木委員、どうぞ。

【髙木委員】例えば任用にしても、評価に

しても、あそこまで総合判断だとおっし

ゃる。それも内部によると言われる。外

部の者はわかりっこないんだから、裁判

長が最もよくなし得るという論理、評価

基準さえもつくるのは難しいというよう

な論理で。今日の日弁連の資料、詳しく

は私も見ていませんが、例えばアメリカ

の各州のいろんな制度、勿論公募制であ

るかないかの違いはあるんでしょうが、

その辺の、今最高裁の方がおっしゃった

ような、ああいう御主張が一方であるの

を踏まえて、ではこのアメリカなんかは

そういうことがちゃんとできていないの

かどうなのか、その辺のことがどういう

ことなんだということについて、ちょっ

と詳しい方にクラリファイしてほしいな

と思うんですが。

【竹下会長代理】今、中坊委員から御発言

があって、それを受けて会長が言われた

のは、任命諮問委員会か推薦委員会かは

別として、その委員会で判断をするとき

に、それが実効性のあるようなものにす

るためにどうしたらいいかということ

で、最高裁もその任命基準については、

場合によったら諮問委員会で決めること

も考えられるということを言っていたの

ではないでしょうか。

【髙木委員】そんなところまで言っておら

れたというように、私は受け止められな

いんで。

【竹下会長代理】そうですか。

【髙木委員】だから、例えば転勤は従来ど

おりだ、あるいは公募制なんていう発想

は全然ないんだ、それで評価なるものも

言われたってできっこないたんだ、とい

うわけですか。

【 】 、 。佐藤会長 そこまでは どうでしょうか

【髙木委員】何のために議論しているのか

なと、ちょっとげんなりしてしまって。

【佐藤会長】その受け止め方については、

委員それぞれのお立場もあるかもしれま

せんけれども、我々としてどう考えるか

という角度で議論したらよろしいんじゃ

ないでしょうか。

【髙木委員】それはそれで、そういうふう

に取って構わないんだということなら仕

方ないんですが。そうでないと、こうい

う審議会をつくった意味がないというこ

とになります。

【中坊委員】少なくとも最高裁の今日のペ

ーパーによっても、その諮問委員会とい

うのは最高裁に一つつくるということで

すね。そうすると、今までの最高裁裁判

官会議と同じような形であって、実質上

の判断はそこがしなくて、下部機関がす

るということになる。そうすると、例え

ば日弁連の意見のように、少なくともブ

ロック別につくらないと、審査にしても

調査にしても、すべてそれを実効ならし

めるには限界があるのではないか。全国

のものを、簡裁の判事までやれば大体

人をちょっと超すわけですね、そ3,000
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ういうものすべてを中央集権でどこかで

一括してやるということになれば、それ

はどんなやり方をしても限界があるので

はないか。しかも最高裁裁判官会議が決

めるんだという。それが、今、言うよう

に裁判所が一番よく知っているという誤

った前提から来るとなると。

この前提が崩されない限り、私は形だ

けの諮問委員会をつくって、一応そこで

意見を聞きましたというような格好だけ

になってしまって、これはもう実効性が

ないままに終わるんじゃないかという気

がしますね。

【井上委員】 人とおっしゃるのはち3,000
ょっと誤解だと思うんです。 人全3,000
員について、毎年任命とか指名をするわ

けじゃありませんので、もう少し数は少

ないと思うのです。

【中坊委員】いや、そうじゃないですよ。

ただ裁判官の人事評価というのはやはり

１年に１回ぐらいはやっていることにな

っているから。

【井上委員】異動とか、そっちの方の話で

すか。

【 】 、中坊委員 異動に関してとかじゃなしに

今まで出たデータを徴する限り、大体

人を、一応は対象としているんで3,000
すよ。

【井上委員】髙木委員の御質問にも、その

２つが一緒になっているのかなという感

じがしたのですけれども、 年ごとに10
任命したり再任したりするという際の話

と、平常の、例えば部総括にするとか、

あるいはどうやって動かしていこうかと

いう場合の評価とは違うのじゃないかと

思うのです。

後者の方は、例えばアメリカなんかは

転勤ということはありませんので、そこ

の評価じゃないと思うんです。この資料

で盛られているのは。そこに盛られてい

るのは、任命のとき、あるいは選挙をす

る場合の候補になるときについてのこと

だと思うのです。ですから、そこはちょ

っと違ってくる。

【 】 、 、髙木委員 私も少しは勉強したから 今

先生のおっしゃる違いはわかっているつ

もりです。だからそれぞれ吟味して区分

けして議論しても、それはそれで結構な

んだけれども、根本的なコンセプトとし

て、評価を透明化して客観化するという

ことをこれだけみんなでお願いしたにも

かかわらず、こういうことか、というこ

となんです。その辺のとらえ方は、色々

だとおっしゃるんで、私にはそう聞こえ

たという話かもしれませんが。

【井上委員】だから、ここの基準の問題も

…。

【髙木委員】そもそも、アメリカでは、任

用以外のところに評価の結果を使う余地

がない。何のために評価するのかという

目的という面で、任用後に欠格者を排除

するという、そんなニーズがあるかどう

かです。

だから、そのようなこともあるので、

アメリカではどういうことなのかという

ことを聞かせてくださいと、先ほどお願

いしたわけです。

【井上委員】そっちの方のことですか。

【髙木委員】日本ではこういうふうに最高

裁は色々言っておられるが、ではアメリ

Integrityカのものを拝見すると 例えば、 “

”以下、色々な評価の要素があると書い

てある。最高裁はこんなものをやるのは

難しいと言うから、なぜアメリカではで

きて日本はできないのかということなん

です。

【佐藤会長】ちょっとよろしいですか。７

月の審議会で最高裁が提出した人事評価

についてのペーパーの中にもありました

人事評価項目、これは本日皆さんのお手

元に「裁判官の人事評価項目の概要」と

題して改めて配付されていると思います

けれども、平成 年度まではこういう10
ものでやっておったという話なんです。

こういうものを基にして、あるいはアメ

リカの例も参考にして、我々としてこの

任用・任命の基準というようなものを具

体的に何か考えられないかという議論を

やってみたらいかがでしょうか。

【井上委員】その前に、きちんと分けない
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といけないですね。中坊委員がおっしゃ

るような平常的な評価の問題と任命の際

の評価の問題とは。

【中坊委員】今井上さんがおっしゃった任

命という問題までくると、今日、日弁連

もちょっと言っていた応募制ということ

も関係してきます。応募制で決めていこ

うというものの発想を我々が取るのか、

取らないかということを考慮しないと、

そこもまた非常に変わってくるんです。

、 、 、だから 司法の独立というのは 立法

行政からの独立と同時に、今大きな問題

になっているのは、裁判所内部における

独立、個々の裁判官の独立を裁判所の事

務総局が侵しているのではないかという

ことを、何人かの裁判官が色々おっしゃ

っているわけです。だから、その辺の司

法の独立というものが、立法、行政から

の独立と、それから司法の、いわゆる官

僚制度の中における独立が侵されていま

せんかという問題が出てきているんだか

ら、その三つをちゃんとここで解決しな

いと、そういう意味における透明性とか

客観性とかは出てこないと思います。

【竹下会長代理】ただ、具体的に任命制度

の在り方ですが、先ほど会長が言われた

ことと同じですけれども、法曹三者とも

何らかのそういう仕組み、従来のように

最高裁判所の裁判官会議だけで誰を指名

するかを決めるのではなくて、そこへい

く過程に法曹三者並びに国民の代表も入

った委員会的なものをつくろうというこ

とは一致しているわけですから、そうし

たら、それを実効をあらしめるために、

そのときの審査の材料なり、最高裁判所

に対する答申の材料なりをどう集めまし

ょうかという議論ができるのではないで

しょうか。

【佐藤会長】人事評価は、確かに井上委員

もおっしゃるように、二面があり、通常

の日常的な評定者、誰がどうやって評価

するのかという話とも議論がつながって

ますけれども、一応、任用という問題に

絞って意見を交換していただけないでし

ょうか。そして、今代理も言われたよう

に、任命のところで、要するに今まで最

高裁だけで指名名簿をつくっておったの

に対して、その指名の過程にある機関・

委員会をかませることにより、一種の国

民的な基盤をつくろうではないかという

点では三者とも一致しているわけです。

問題は、その実効性を持たせる中身とい

うか方策です。日弁連は、各ブロックご

とに推薦委員会のようなものをつくって

やったらいいんじゃないかという御意

見、法務省は、今日のお話だと、中央に

諮問委員会をつくる、ただし、有意的な

情報を吸い上げる何らかの仕組みや工夫

を考えないとだめなんじゃないかという

御意見だったように思います。

【中坊委員】それともう一つ前提として、

どこへ行くのか、どこで仕事をするのか

という点で、応募制を取るのか、また今

と同じように転勤はさせるのかどうかと

いうのが一つは絡んできているわけでは

ないですか。だから、今おっしゃるよう

に、諮問委員会か推薦委員会か名称はと

もかく、そこでやればいい。そこが複数

あるというだけじゃなしに、そもそもそ

の人の任命のときに、あなたは宇都宮地

方裁判所へ行くという希望を判断すると

いうのと、任地はどこに行くかはわかり

ませんよ、とにかく今やっているのと同

じように、あとは裁判所が人事権を持っ

てやるというのとでは、やはり根本が違

うわけで、だから、やはり司法の独立、

裁判所内部の、事務総局か何かそういう

上からの独立という意味の裁判官の独立

を守るという意味から言えば、やはり応

募制というのは一つの大きなものの考え

方じゃないかとは思います。だからそれ

を採用するかしないかということを、こ

こでもう少し考えないと、単に委員会を

つくるというだけにはいかない。

【佐藤会長】確かにそういう問題がありま

すね。高裁ブロック単位で公募するとい

う話、今、中坊委員が言われたような、

個別的にどの裁判所に、という話です。

【中坊委員】それはどうやるか、だから。

【井上委員】日弁連の御意見は高裁単位で
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の応募制なんですか。

【中坊委員】それはちょっと日弁連から出

ている人に聞いてもらわないと。

【日弁連(斎藤氏)】ブロック単位で決めま

して、応募する人はどこどこ地方裁判所

に行きたいということをブロック単位の

裁判所に設けられる推薦委員会に応募す

る。推薦委員会は、色々な複数の応募者

もおられるでしょうし、そこがいいかど

うか、いろんな情報を集めて、この人は

こうした方がいいかどうかを決める。当

面、とりあえずは、ブロック制にしよう

と提案しております。もっと発展した段

階では、中坊先生がおっしゃったのかも

しれませんが、地方裁判所ごとだとか、

裁判所ごとにしたらいいんじゃないかと

いうことですけれども、今回の日弁連の

案はブロック制ということになります。

【井上委員】そうすると、応募制というの

、「 、は こことここは空きがありますから

手を挙げてください 」と、そういうこ。

とを考えておられるのですか。

【日弁連(斎藤氏)】徹底した情報公開とい

うことを今回意見書で申し上げて、裁判

所時報だとか、いろんなところで、弁護

士だとか国民にもわかるようにして、そ

れに応募していくというイメージをした

つもりでございます。

【佐藤会長】藤田委員が前から手を挙げて

おられます。藤田委員どうぞ。

【藤田委員】関連がありますから、判事補

制度についても言及させていただきます

が、先ほどの質問で申し上げたとおりで

ありまして、判事補制度に対して批判が

厳しいんですけれども、まず、理念とし

てどうかということと、それから現実の

実効的な制度としてどうかという両面か

ら考えますと、理念として、もし判事補

制度がおかしいというんだったら、それ

は判事補にとどまらないので、それを経

由して出てきた判事もおかしいというこ

とになる。お前みたいなひょっとこ判事

が出てくるから困るんだと言われれば一

言もないのでありますけれども、しかし

新聞だの、それから日弁連の調査でも、

相対的にプラス評価とマイナス評価を比

較すればプラス評価が結構高い。この間

の説明を見ましても、裁判官に対する批

判がないわけではないんですが、よくわ

かりませんけれども、標準偏回帰係数に

よる分析によりますと、勝敗の結果が評

価に対する影響というのはかなり大きい

という分析結果が出ていて、そしてこの

要旨の方の ページを見ますと、この76
本件の調査対象になった人は有利グルー

プが 、不利グループが 、中間が153 187
と不利グループが一番多いんです。145

にもかかわらず、 ページの裁判官評19
、 、 、価については中立性 信頼性 非権威的

丁寧さということで、かなり高い評価を

いただいています。法律外知識と準備の

よさは悪いんですけれども、そういうよ

うなことを考えれば、今の判事補制度か

ら判事になってくるという制度に基本的

な欠陥があるとは思えないということが

一つ。

それから、実際にそのような制度の実

現が、それは実行可能かどうかというこ

とです。今、ブロック単位とか地裁単位

の人事という説がありましたけれども、

地方の実情を知る私といたしましては、

大都会ではともかく地方ではそのような

ことはもう実行不可能であろうと思いま

す。

かって私は、広島高裁管内の人事に関

わりましたけれども、広島は関西との人

事交流が非常に多いんです。判事クラス

になりますと、妻子を関西においての単

身赴任が多い。そうすると４年も経てば

それは妻子のいるところに帰してやらな

ければならないという、人事上の配慮を

しなければならんのでありますけれど

も、その人たちが言いますのに、大阪で

は高裁、地裁、家裁の各本庁には弁護士

から任官した方がある程度おられるの

で、自分たちが入る余地がせばまれてい

る。だから、本庁は無理にしても、支部

でもいいから向こうの方へ帰りたいと申

。 、します 非難するという意味ではなくて

できるだけ弁護士任官制度を盛り立てな
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ければいけないという前提でありますけ

れども、そういうようなことを言ってい

るわけであります。

弁護士任官が拡張されれば、先ほど最

高裁の金築人事局長は現在以上の優遇措

置は不可能だと言いましたけれども、弁

護士任官が多くなれば、私は現在の優遇

措置を維持することはまず不可能だろう

と思います。そういう前提で考えると、

ブロック単位といいましても、九州では

離島裁判官というと対馬の厳原、五島の

福江、奄美の名瀬とありますし、沖縄で

は石垣、宮古もあるわけでありますし、

私のおりました東北管内では、陸の孤島

と言われる宮古、釜石、大船渡もあるわ

けでありますから、そういう意味で、判

事補制度を廃止してそういうところを果

たして埋められるのか、そこの地方での

司法のレベルを維持することができるか

と言えば、裁判所の設置状況を見まして

203 77も、支部が 庁、家裁が出張所が

庁でありますから、現実的にいっても私

は不可能なのではないかというふうに考

えるわけであります。

先ほどの裁判官に対する評価の関係で

ありますが、具体的に自分が関係した訴

訟の結果が、大きな影響要素としてある

という分析からいいますと、裁判官の選

任、あるいは人事、配転というようなこ

とについて委員会を設けるにしまして

も、やはり直接の利害関係のある方が入

るということは望ましいことではないと

思います。

先ほど、裁判の独立との関係というこ

。 、とを申し上げました そういう意味では

ある程度客観的に、距離を置いて、その

適否を判断できるような機関を設けるべ

きである。そういう意味では、中央に設

けてその情報は地方から吸収するにしま

しても、そういう客観的な判断をできる

ような構成、手続にする必要があるので

はないか。

福岡におりますと、鹿児島の裁判官あ

るいは沖縄の裁判官がどんな裁判官かと

いうことを判断するのは、やはり情報が

なければ不可能であります。そういう意

味で、ある程度情報の収集ということに

留意して、その上で客観的な評価ができ

るような構成にするべきではなかろうか

というふうに考えます。

以上です。

【佐藤会長】鳥居委員と吉岡委員が手を挙

げておられます。中坊委員、今の御意見

への直接のリアクションですね。では、

中坊委員どうぞ。

【中坊委員】藤田さんのおっしゃっている

のも、それはそれなりにわかるんですけ

れども、今我々が必要なことは、弁護士

に関しても、この前から言うように弁護

士の改革というのを根本的に考えて、そ

の公益的責務について考え、人口増につ

。 、いても考える それらは御承知のように

それはものすごい、私自身に対しても、

弁護士会の内部において反対はあるわけ

です。しかし、まさに 世紀のあるべ21
き姿というのを求めて我々はやってい

る。しかも、日弁連という組織そのもの

は、例えば公設事務所、確かに今言うよ

うに奄美だとか石垣島だとか、そういう

まさに僻地だと言われているところへ弁

護士を応募して、何とかしてやろうとし

ているときですよ、それを頭から任意に

はそういうところへは行かないというこ

とを前提にして話をするというところ

に、やはり一つの大きな問題点があるん

ではないか。

二つ目には、例えば、予想以上に東京

と地方とでは物価の感覚なども全然違う

んです。九州の八代の辺に行ったら、私

は旅館の商売しかしていないからわから

ないけれども、東京の１割程度ではない

かというひどい表現をする人があるぐら

い、物価そのものに関する一つひとつの

ものに対する感覚が違うわけです。だか

ら本当に、先ほど言ったように、納得の

いく、みんなが公正だと思うことが重要

です。今日も話が出たように、結局満足

度が半分だというのは、やはりそういう

ところについて、東京から来られた人が

自分の月給だけを根拠において判断され



- 54 -

資料１７－４

るということに対する地方の人たちの問

題意識もあるわけでしょう。

だから、そういういろんな問題点を考

え合わせるときには、やはり地方に密着

したということは非常に必要な一つの要

素なんです。だからこそ、今、国家全体

として地方分権と言っている最中に、中

央１箇所でやって、あとはその事情をき

くための制度でよいということには、基

本的に問題がありはしないか。だからや

はり問題は、今おっしゃるように、良き

裁判官を得るため、任命手続に特に限定

したとしても、その人を得るためにはど

ういう人たちがよいのか。それは確かに

そういう意味では応募制を取れば 「い、

」、「 」、や私はそこでよい そこに行きたい

「そこに住んでいきたい」ということに

。 、 、なる 私だったら 今おっしゃるように

、 、みんなから笑われても どうして京都に

今晩も帰りますけれども、とにかく帰る

でしょう。やはりそういう人間も数多い

です。京都と言うか、関西は関西でない

と生きにくいという人間も多いわけで

す。だから、裁判官が地方に行くとなる

と途端に希望者がなくなるとか、そうい

。 、う中央指向があるのは事実です しかし

世紀を考えたとき、日本国全体を考21
えたときに、地方分権なくしてはやって

いけない。本当の意味の統治主体意識を

持たせると言うんだったら、そのような

議論を乗り越えないといけない。私は今

の藤田さんのおっしゃっているのには、

あえて反論するわけではないけれども、

やはりそれは今までの現実を前提とした

議論であって、今我々が考えなければい

けないのは、理念先行型のあるべき姿と

いうことです。これを我々は想定して今

やっている。少なくとも、弁護士改革に

ついては、そのような大変大きなショッ

クを受けつつも、一挙に３倍に増えるん

だから、そういうことですら、今、我々

はやっているんだから、やはり裁判所の

、 、方も そういう意味では但木さんでさえ

やはり抜本的に直さないといけないと言

っている意味の抜本的な意味をお考えい

ただく必要があるんではないかと思いま

す。

【佐藤会長】お待たせしました、鳥居委員

どうぞ。

【鳥居委員】私は、やはり日本という国の

地理的な構造、それから発展段階が地域

によって違うということ、それを踏まえ

て、色々な職種の公務員、広い意味で公

の仕事をする人たちがどういうふうに散

らばっていくか。職務命令で転勤をして

いく、その構造ですが、その全体を個々

の体系として考えてみる必要があると思

うんです。僻地にでも何でも行ってもら

わなければならない職種の典型的なのは

自衛隊ですけれども、これで見ると自衛

隊法の第 条で、自衛隊員は内閣の指55
定したところに住まなければいけないこ

とが定められていますよね。それから、

検察庁法 条で支部勤務命令が出せる17
ようになっています。しかし、判事につ

いては判事補も含めて、勤務命令を出す

という話はどこにもない。なぜないかと

言うと、それは性格が違うものだからだ

と考えるべきだと思うんです。

一方、だからといって、ここへ行って

ください、ここの勤務をお願いしますと

いうことが何かの仕掛けでできなけれ

ば、やはりこれは話が成り立たないわけ

で、そのときに今までの私たちが行って

きた議論は、従来の転勤命令あるいは配

属の決定ということだけを前提にして考

えていて、行き詰まりになっているんで

はないかと思うんです。

例えば、これからの時代は、高裁管内

をいろんな人が異動分担するというやり

方も考えられるわけです。なぜならば判

事というのは、刑事で言えば検事が挙げ

てくる調書に基づいて判断をするわけで

すから、いつもそこに住んでいる必要は

必ずしもないかもしれない。必要に応じ

て、そのときだけで、裁判所が開設され

るということだっていいんじゃないかと

いうことです。

そういうことも含めて柔軟に制度を設

計し直せばいいんであって、ここのこと
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だけで何か我々の議論がデッドロックに

乗り上げてしまうのはよくないんじゃな

いかと思います。まして、今後は色々、

ＩＴの情報の技術も変わっていきます

21し いろんなことがあるんで まさに、 、

世紀のそういう新しい方法を考えるべき

なんじゃないでしょうか。

【中坊委員】ちょっと具体的なことで申し

上げて失礼ですけれども、私、昨年警察

刷新会議の委員をやりまして、そこで具

、 、体的に提案されたことは 正直に言って

これは今の裁判所でも大変やはり抵抗が

あると思います。というのは、私たちは

警察の不祥事がどうしてこれほど多く発

生するのか、やはりリーダー、キャリア

の在り方に一つ問題があるんじゃない

か。それで、本部長と局長、それがどの

程度の単身赴任なのか調べたか、実に４

分の３以上が単身赴任なんです。そこに

やはり大きな問題があった。それだった

ら私らのときに単身赴任をやるように言

ったら、私ら警察の長官の前で、次長以

、 、下全部おりますから 何人かが当たって

そんなことをしたら我々家族の生活が困

るんだとか、色々出ましたよ。そうした

らどうするのかということで、やはり署

長は地域として官舎に入れと、本部長も

妻帯をして官舎に入れということを決め

。 、 、たんです だから 今おっしゃるように

その僻地とか何だかという問題になりま

したら、それぞれに大きな痛みというの

は大なり小なり伴うというのは事実だろ

うと思うんです。しかし、まさに利用す

る国民の立場に立ってどうするかという

ことを考えなければいかんことですか

ら、そこはやはり私は基本的にそういう

視点に立たないと、今おっしゃるように

個人のことを言い出していたらやれませ

ん。本当にひどい抵抗はあることは事実

ですが。

【佐藤会長】吉岡委員どうぞ。

【吉岡委員】何か予定の時間を超えてしま

っているんで。

【佐藤会長】もうちょっと議論をしていた

だきたいところがありますので、よろし

ければ。

【吉岡委員】私が言いたいことはペーパー

で出しておりますが、一つだけに絞って

申し上げます。

裁判官の任命の問題ですけれども、や

はり任命方法というのは、国民主権にふ

さわしい、そういう形にしなければいけ

ないと思います。そういう意味では、や

はり国民の中から選ばれたということが

客観的に納得できるような制度として設

計する必要があるのではないかと思いま

す。

最高裁のペーパーの中で、転勤がある

からというようなことが書かれていたと

思いますが、転勤を前提として裁判官を

選ぶという、それは国民の側から見てど

うなのかという、そういう視点も必要だ

と思います。というのは、実際の裁判の

利用者の立場で、せっかく色々立証した

り、証明したりしてきているにもかかわ

らず、裁判官が代わってしまうというこ

とが余りにも頻繁に起きる。そういうこ

とが裁判に対しての信頼性を薄めてしま

うという、そこにもつながってきていま

す。絶対転勤してはいけないというとこ

ろまでは申しませんが、海外の裁判官の

、 、様子を見たり 読んだりしておりますと

やはり地域に根差しているという、そう

いう裁判官が外国の場合には非常に多い

ということが言えると思います。アメリ

カの場合であれば欠員があったことが公

開されて、それに対して応募して審査を

受けて、それでそこの裁判官になってい

10く。その裁判官は、ある一定年齢、

年目ぐらいですか、そこでもう一遍再審

査される。その場合にも審査の方法とし

ては、国民の声、これは他の法曹の方の

声も勿論入っておりますが、そういうこ

とで審査され、再任されていくというこ

Our Courtとで 最初のころに中坊委員が、 “

”というような表現でおっしゃっていま

したけれど、やはり法廷自体が非常に地

域に根差している。そういうことが非常

に国民の信頼にもつながっていたように

思います。
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そういうことから言うと、あくまでも

利用者である国民の立場から考えるとい

う、そういう視点で、裁判官の任命方法

はどうするのかということを考えていく

必要があると思いますし、そういう意味

では「諮問」という名前を入れるかどう

かは別としまして、その裁判官指名諮問

委員会か、あるいは推薦委員会、そうい

うような仕組みをつくっていくことがま

ず第一だと思います。

その仕組みをつくった場合に、判断が

不公平になってはいけないと思います。

そういう意味では公平性を確保するよう

な人事評価の項目、これは昨年７月に最

高裁から出していただいておりますけれ

ども、客観的に出せるような人事評価の

項目というのを検討する必要があると思

います。そして、その場合は誰が評価を

するのか、そこのところを検討しないと

いけないと思います。最高裁が評価をす

るというよりは、もう少し違った形での

評価、これは推薦委員会とも関わってき

ますけれど、そういうことを考えなけれ

ばいけないと思います。

それから、評価の項目自体が、裁量で

どうにでもなるような、そういう項目は

本来はなくすべきだと思いますが、少な

、 、くとも 裁量で評価されるという項目は

制限的に考えるべきではないかと思いま

。 。す できるだけ客観的に評価をしていく

評価された裁判官自身にとっても納得が

できるような、そういう項目を考えてい

く必要があるのではないかと思います。

そういう意味では、７月にも出ていたこ

の項目ではとても不十分だと思います。

以上です。

【佐藤会長】ありがとうございます。それ

では水原委員どうぞ。

【水原委員】地域密着型の裁判官選任か、

それとも全国異動を対象とした裁判官が

望ましいのかという問題ですけれども、

これはやはり国民の立場から見たなら

ば、どこで裁判を受けても均質・平等な

裁判が受けられるということが、一番基

本でなければいけないと思います。民事

のことは私はよくわかりませんけれど

も、刑事事件でかつて調べたことがござ

います。ある高裁管内で、業務上過失致

、 、死傷事件 道路交通法違反事件について

各高裁単位で処罰をした統計を取ってみ

ますと、某高裁管内だけは、全国平均よ

りも１割から２割低かった。他のところ

は大体全国平均と同じであった。どうし

てそうなっているのかということなんで

すけれども、私もよくわかりません。こ

れは検察官の立証が悪かったのか、それ

とも裁判官の判断が間違ったのか、弁護

人の立証がうまかったのか、それはわか

りませんけれども、その低いところで裁

。 、判を受けた者は得をします だけれども

高いところで裁判を受けた者は損をしま

す。それから、被害者の立場から立って

みるならば、どれが公平なのか、やはり

均質な裁判を受けるということが一番国

民にとっては求められることではなかろ

うか。そういう意味で、全国的に配置、

異動というものが、これがより望ましい

ものではなかろうかという気がいたしま

す。

それから、審理途中での転勤、これは

まさに吉岡委員の御指摘のとおりだと思

います。そういうことがないようにしな

ければいけない。そういう意味で、審理

の促進、短期で結審をするような、刑事

裁判でも民事裁判でも、訴訟の促進とい

うことが、今言われておるわけでござい

ますから、そういうことを併せてやるな

らば、やはり国民が求めておる均質、平

等な裁判という点から、全国的な異動が

望ましいと私は考えます。

【石井委員】今日、色々な御意見が出まし

たが、最近慶應の医学部出身の弁護士と

、 、か 東大の原子力学科出身の弁護士とか

そういう色々な専門分野を学ばれた弁護

士が出てこられているいうことで、大変

力づけられているところです。やはりそ

ういう方々がその部門の専門の裁判官に

登用されるという道を今後考えていった

らよいのではないかと思っております。

それからもう一つ、裁判官に弁護士か
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ら任官された場合、また弁護士に戻ると

いう話がありましたが、先ほどからのお

話を伺っておりますと、弁護士の中でも

より抜きの弁護士が裁判官になるという

コンセンサスになっているようですの

で、そういう方々が弁護士に復帰された

ときに、裁判官をやるということが非常

に良いインセンティブになるような、そ

ういう制度をお考えになられたらいかが

かと思っております。例えば、こういう

のは良いのかどうかわかりませんが、広

告の中へ裁判官を何年やりましたとか、

主に担当した事件は何々ですとか、そう

いう広告ができるように考えたらどうか

なと思っております。これは、単に一つ

の思いつきの案ではございますが。

もう一つだけ申し上げますと、最高裁

の方で学者を裁判官に登用する案が出て

おりましたが、ここにいらっしゃる先生

方は別として、世の中の平均的な教授の

像というのは、どちらかと言えば、視野

の狭い方がかなりおられるという世間の

評価が多いことから考えて、学者さんか

ら裁判官に任官される場合には、裁判官

の質を維持するため、裁判官任官研修特

別コースを設定して、それを必ず受講し

なければ任官されないシステムを考える

必要があると思っております。そこいら

辺のことも十分御配慮賜りたいと、念の

ため申し上げさせていただきます。

【 】 。佐藤会長 どうもありがとうございます

北村委員どうぞ。

【北村委員】今の、給源の多様化に関連し

て、今日の法曹三者の方のお話の中で給

源の多様化と言うときには、司法試験を

通っている方とそれから大学の先生とい

っても、恐らく法律関係の大学の先生と

いうようなことだと思うんです。ところ

が、社会的常識があるとか、公平性とか

何とかというようなことになりますと、

私は逆の考え方もあっていいのかなと思

。 、うんです 法律も何も知らないけれども

そういう人格的にすごく優れている人、

法律を勉強する以外のところで公平でい

らっしゃるといったような人を裁判官に

して、後から法律の勉強を、要するに裁

判官となるために必要なものを勉強して

いただく。そうすると裁判官の中でお互

いに非常に刺激し合っていい関係になる

んじゃないか。じゃないと、何か給源の

多様化・多元化といいましても、余り多

元じゃないなという感じがします。法曹

人以外から見ますと、裁判官であっても

検事であっても弁護士であっても同じよ

うな、要するに同じ船に乗っている人と

いうふうに見えてしまうんです。そうす

ると、それ以外の方から入れていくとい

うことが本当に給源の多様化・多元化に

なるんじゃないかなと、ひとつそこのと

ころを考えていただくと、ありがたいな

というふうに思います。

【佐藤会長】ありがとうございます。もう

少し御議論いただきたかったんですけれ

ども、この辺で終わりとしたいと思いま

す。今日の御意見で、繰り返しになるか

もしれませんが、指名の過程に何らかの

、 、委員会を介在させるということ そして

それに実効性を持たさせるためにはどう

すべきか、実効性を持ったものにしなけ

ればいけない、という点については、大

体コンセンサスがあるんではないかとい

うように思います。

具体的にどういう方法があるのかとい

う点については、地域のことをどう考え

るかで、今日色々な御意見を開陳してい

ただきましたけれども、その辺は次回に

もうちょっと整理した御審議を賜りたい

と思っております。

それから、人事評価の点、判事補に関

してのいわゆる研修の問題も残りまし

た。最高裁からは研修の充実によってと

いうお話が出されましたけれども、髙木

委員や吉岡委員が言及なさいましたが、

研修とはどういう意味なのか、研修とい

うことで果たして十分なのか、何かいい

方法はないのかという辺りの問題も、重

要な課題として残りました。

今日の議論がもうちょっと先に進むこ

とを前提に、議論の材料としてレジュメ

としてまとめて次回にお諮りできるんじ
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ゃないかと思っていたんですけれども、

今日は少し残りが多くて、それができる

かどうかちょっと今の段階では自信がご

ざいません。代理とも相談して、その辺

もしうまく整理できれば、議論の材料と

して次回お示しして、御議論いただきた

いというように思っておりますが、そん

なことで今日の段階ではよろしゅうござ

いますか。

ではこの問題については、以上で終わ

らせていただきます （略）。

第４９回審議会（平成 年２月 日）13 27
（略）

【佐藤会長】それでは、時間もきましたの

で、審議を再開したいと思います。

次に御議論いただきたいのは、給源の

多様化、多元化についてでございます。

もういいとおっしゃるかもしれませんけ

れども、先ほどと同じように、中間報告

と法曹三者ヒアリングのことについて、

最初に少しお話しさせていただきます。

中間報告の ページですけれども、28
裁判所法は給源の多元性を予定している

けれども、判事補のほとんどがそのまま

、 、判事になって 判事の主要な給源となり

しかも、従来、弁護士からの任官が進ま

ないなど、これを是正することは困難で

あったという現行制度運用の経緯、現状

を踏まえ、国民が求める裁判官としてふ

さわしい人材を、いかに安定的に確保し

ていくかという観点から 「給源の多様、

化、多元化」(裁判所法の趣旨)の実質化

を図ることはもとより、更に進んで判事

となる者一人ひとりが、それぞれ法律家

として多様で豊かな知識、経験と人間性

を備えることが必要であり、知識、給源

等の多様化を制度的に担保する仕組みを

構築することが改革の方向である、そう

中間報告はうたっているわけでありま

す。

法曹三者からのヒアリングで、それぞ

れのお立場から考え方を明らかにしてい

ただいたわけですけれども、最高裁判所

も、提出されたペーパーの中で、裁判所

法 条が多元性を予定しているにもか42
かわらず 「裁判官の給源が事実上単一、

化していることは、裁判官となった者が

互いに切磋琢磨して成長していく上で

も、また、裁判所全体としての組織の硬

直化を防ぐ意味でも、決して好ましいこ

とではない。そこで、裁判官の給源の多

様化・多元化を図る方策を進めていきた

い」ということを指摘されているわけで

あります。

、 、弁護士会 法務省の御主張については

この間のことですので立ち入りませんけ

れども、最高裁判所の方も、この現状は

決して好ましいことではないという認識

を示しておられることが注目されるわけ

です。今日は、これを踏まえて、いろん

な論点にわたっておりますけれども、こ

れから御審議いただきたいというように

考えている次第です。

皆関連し合っているもんですから、ど

こからでも結構でございますが、御議論

をちょうだいしたいと思います。

いかがでしょうか。どなたか口火を切

っていただけませんか。論点としては、

判事補のとらえ方といいますか、そうい

う問題、弁護士任官の問題、特例判事補

制度の問題、様々な論点にわたっている

かと思います。

【竹下会長代理】恐らく論点は三つぐらい

あるであろうと思います。一つは裁判所

法の趣旨を実質化するということで、こ

れは皆さんも余り御異論がないのではな

いか。そのために、裁判官に多様な人材

を確保するために、弁護士任官を、日弁

連及び最高裁がそれぞれプレゼンテーシ

ョンの中で、推進するための方策という

のを示されたわけですので、そういう方

策を一層推進していっていただきたい。

さらに、検察官、大学教授からの任官を

促進する方策も考えていただく必要があ

るだろうと思われます。

２番目の論点は、判事補の知識、経験

の多様化というところでありまして、こ

れは私の意見ですけれども、現在の判事



- 59 -

資料１７－４

補研修と呼ばれている制度を、より充実

させて、ここは最高裁も言っておられた

ように、原則としてすべての判事補が、

その在任期間中に弁護士事務所、あるい

、 、は行政各省庁 民間企業等に派遣されて

そこで少なくとも１年以上勤務して、派

遣先の職務を行うようにすることが望ま

しいのではないかと思われます。

その際、前々から問題になっているの

は、判事補の身分を離れるかどうかとい

う点でございますけれども、これは本人

の同意が必要であるということと、年金

等の処遇上不利益を受けることがないよ

うな措置が講じられるというのであれ

ば、判事補の身分を離れるということも

十分検討に値するのではないかと思いま

す。

第３は、特例判事補の問題だと思いま

す。特例判事補制度というのは、元来、

臨時的な措置として導入されたものであ

って、判事補の権限は裁判所法の原則に

戻すのが本来あるべき姿であるというこ

とについては、大方の委員がそう考えて

おられるだろうと思います。

ただ、最高裁判所のプレゼンテーショ

ンにおいても述べられていましたよう

に、この制度がこれまで現実に果たして

きた役割、それからまた現に果たしてい

る役割というものを、一概に無視するこ

ともできないのではないか。

また、私としては、もし判事補の権限

を裁判所法の定める原則に戻して、その

まま 年間その地位にとどめるという10
ことにした場合に、果たしてすぐれた人

材を安定的に確保できるのだろうかとい

う疑問も払拭できないように思います。

ですから、その辺りについては、何らか

の検討が必要なのではないか。最高裁の

プレゼンテーションでは、単独事件を担

当する時期を７年目ないし８年目と後倒

しするということが言われておりました

が、それも一つやり方ですし、あるいは

判事補の知識、経験の多様化が担保され

るということになれば、場合によっては

その段階で判事に任命するという道を開

くことも検討する値打ちはあるのかと考

えております。

要するに、裁判所法の趣旨どおり、判

事の給源の多元化を実現するという問題

、 、 、と 判事補の知識 経験の多様化の問題

特例判事補の問題というぐらいに分けら

れるかと思っております。

【鳥居委員】初歩的な質問をしてもよろし

。 、いでしょうか 日本の法律と制度の上で

判事というのは、公務員としての身分を

指しているんでしょうか、それとも、裁

判官と同義なんでしょうか。

【竹下会長代理】公務員としての身分だと

思いますが。

【藤田委員】判事は、官でありまして、裁

判官というと、判事補も簡易裁判所判事

も最高裁判所長官も最高裁判事も全部入

る総称になっています。

【鳥居委員】それを前提として議論してい

いわけですね。だから、裁判官の給源と

いうとき、その裁判官の給源として、判

事とか判事補とか弁護士というふうに並

べて考えていいわけですね。

【竹下会長代理】今、議論しているのは、

判事の給源ですね。

【 】 。鳥居委員 そこが質問したかったんです

裁判官の給源と言いながら、実は判事の

給源かと。

【佐藤会長】判事の給源です。

【竹下会長代理】今まで主として議論して

。 、きたのはそうです 言葉を正確に使えば

判事の給源です。

【鳥居委員】そうしますと、私の解釈は間

違っているわけですね。裁判官の給源を

我々は議論しておって、例えば弁護士、

例えば判事が、裁判官になるという、こ

の構図ではないんですね。

【竹下会長代理】はい。

【鳥居委員】分かりました。

【佐藤会長】どうぞ。順番は、どの論点か

ら入られても結構ですから。

【中坊委員】私は、竹下会長代理がおっし

ゃっていただいた中で、判事補の身分を

持ったまま、他の経験をするんだという

考え方ですね。それは、ちょっといかが
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なものかと思います。確かに、おっしゃ

るように、判事補において公務員であっ

て、そして他の職、例えば、弁護士とい

うものをやると、そのこと自体は基本的

にやはり問題があるんじゃないかと思い

ます。

、 、私の経験でも 既に言いましたように

やはり弁護士というのは、弁護士として

本当に依頼者との関係において、その生

活がそこにかかり、そうしておって初め

て弁護士経験というのが分かるわけでし

て、自分の身分は公務員であって、それ

でそのときだけ何年間か他の職業へ行く

というのでは、それはしょせん、まさに

見習いに行くというか、ちょっと外側か

ら見て、我々側からすればお客さんとい

うことになるわけであって、それは決し

て多様な経験をしたことにはならない。

特に、私が強調しておるように、裁く立

場になるためには、まず裁かれる立場を

経験した者がなってもらいたいという意

、 。識からすると ほど遠いものじゃないか

、 、確かに 竹下さんのおっしゃるように

強制するということは法律上も裁判官と

いう概念になっていると、身分保障とい

うのが伴いますから、その点で確かに一

つの問題があると、しかし判事として任

命するときには、それはならないよとい

うことは可能なんですね。

だから、まさに判事として採用する前

には、その判事補以外の職務を何年かや

ってきなさいよということとして制度化

するということは可能なことだし、やは

りあるゆる意味において高い質という

か、経験の多様性、そして信頼というこ

とが、しかも制度的に保障ということに

なります。単に運営上でどうだこうだと

いう問題じゃなしに、判事の給源として

の判事補を 年間すれば判事になれる10
んだと、そこを基本的に直さない限り、

今まで行われてきた、判事補が主たる給

源になって、事実上判事補からのみにな

ってきて、弁護士任官が進まないという

ところにもつながっているように思うん

です。

だから、要するに竹下会長代理のおっ

しゃっていただくように、経験の多様化

というのは必要であり、経験の多様化と

してそういう裁かれた立場の経験は必要

。 、だ これは大体みんな主な考えになって

同時にそれを一定の年限やらないといけ

ないこともおおむね一致していると。問

題は、それを強制できるのか、強制でき

ないのかというのが確かに大きな問題

で、その強制は私も、法律上も第一難し

いんじゃないかという気がするんです。

しかし、同時に判事になる任命の、判

事として採用するときには、そういう経

験の多様性を持っていることが前提です

よと言うこと自体は、別に構わないわけ

ですからね。そこで、今おっしゃってい

ただいている、どなたも恐らく判事補と

か一種の公務員の身分を持ったまま、い

わゆる弁護士のような民間人のような立

場になるのは、やはりどこかおかしいだ

ろうという点です。そうすると、どうし

てもならなければいけない。その身分を

離れないといけない。離れることが実際

上担保されないといけない。我々は、制

度的に、単にこの判事補問題というもの

を運用によって賄うんじゃないし、制度

的にどう保障するかということが問題だ

と。そうすると、判事になるときには、

さっき言ったように経験の多様化が必要

だから、裁く立場ばっかりを 年やっ10
たからといって判事にはなれませんよと

いうことにすれば、今おっしゃっていた

だく問題は、それなりに解決するのじゃ

ないかというような気がしているわけで

す。

【竹下会長代理】私も、判事補が外部に派

遣されて弁護士事務所に行く場合に、２

年なり３年なりやって戻ってきたとき

に、制度の本質的な事柄ではないかもし

れないけれども、その個人にとっては重

要な、例えば、年金であるとか、そうい

うようなことをついて不利益を受けない

ような保障ができるのであれば、やはり

それは判事補の身分を離れて弁護士とし

て登録をした方がよいだろうと考えては
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いるわけです。ただ、それができるかど

うかということを、直ちに判断する材料

がないものですから、そういう留保付き

のようなことを申し上げたわけです。

【水原委員】一つだけお尋ねしたいんです

、 、が それは弁護士事務所に勤務するのに

判事補の身分を離脱するということにつ

いて同意がない場合でも、年金制度等が

できればよろしいということですか。そ

れとも、飽くまで前提は、同意がなけれ

ばいけないということですか。

【竹下会長代理】やはり身分の保障があり

ますから、本人の同意がなければ、それ

は無理ではないかと思います。

【佐藤会長】さっきの議論ですけれども、

判事補も裁判官である、裁判官としての

身分は保障されるという考え方ですね。

【井上委員】１点、竹下先生に御質問です

が、弁護士事務所というのが、恐らく実

際上は主になると思うのですけれども、

例に挙がっていますように、企業だとか

行政官庁に行く場合はどうなるのです

か。身分とかは。

【竹下会長代理】それも同じです。

【井上委員】しかし、弁護士の場合は後で

通算できますけれども・・・。

【竹下会長代理】行政官庁の場合は、今ま

では検事になっていっているわけです

ね。これはつながっていると思います。

【井上委員】わずかな数だとそれで済むの

ですけれども、もしそれもお客さんだか

ら身分を離れてということになります

と、通算のところでの保障も考えておか

ないといけないのではないですかね。

【竹下会長代理】そうです。

【井上委員】通算については、その辺も含

めて 年と通算する。10
【 】 。竹下会長代理 それは民間の場合ですね

【吉岡委員】保険の話は、空白期間ができ

てしまうという御心配なんですか。弁護

士事務所に行っている間に。

【竹下会長代理】はい、そういう年金や退

職金の計算の基礎になる期間がそこで切

れてしまうのでは、その個人にとっては

不利益ではないかということです。

【吉岡委員】それは、何か工夫のしようが

あるのかなという気がいたします。今の

年金制度自体が、日本の国はかなりもう

破綻に近い状態までいっていますね。そ

れで、全部国民年金に一本化しろという

ような話も出ていますので、心配する前

に、否応なしに一本化してしまうのかな

、 、という そんな気もいたしますけれども

そこまで悲観的に日本の国の経済を見な

くてもいいのかもしれませんが、そうい

、 、う中で どう考えるかということですし

やはり年金とか身分保障の問題ができる

かできないかというのは、工夫するとい

うことで、ちょっと別問題として考えた

方が、この制度改革の中では前向きでは

ないでしょうか。

【佐藤会長】付随的な問題だろうと思いま

す。重要ではあるけれども、一種の付随

的な問題なんで、ここでは本体の本来あ

るべき姿がどうかという観点から御議論

いただいたらいかがでしょうか。

【髙木委員】もっと単純化して考えるとい

うか、他職経験というか経験の多様化と

いうか、だから要は本当の意味で弁護士

としての仕事ができればいいんだろうと

思いますが、そういう意味で身分を離れ

るかどうかは関係ないと言ったら関係な

いかもしれません。本当にできるんなら

ですね。だけれど、そもそも弁護士さん

、 、の仕事は 依頼者といろいろお話をして

ある種委任契約を受けて、依頼者の利益

のために法律事務を執行されて、その対

価として報酬を受けて生活するという

か、職業にされている訳です。それが弁

護士さんの職務の一般的な姿だとした

、 、ら そもそも裁判官の身分を持ったまま

そういう仕事をするというのは、やはり

当然自己矛盾を起こすんだろうと思うん

です。

そういう意味で、判事補をやめて弁護

士になるというのが、一番一般的な姿と

して想定されるでしょう。ただ、別に無

理やりやめさせるというわけにしなくて

も、判事になるためには、例えば、他職

経験が必要だということにすれば、判事
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になりたいと思っている人は他職に当

然、同意、不同意とかいう以前の問題と

して、なっていかれるはずで、そういう

意味では、判事補をやめたくなければ、

やめなくたっていい、そのままでは判事

になれないだけですよという制度にすれ

、 、ば もうごく単純にそうなるわけでして

判事補だけで 年過ごした人が、判事10
補の再任という問題があるのかないの

か、それまた違う切り口でそういう議論

をするならしたらいいわけだろうと思い

ますので、そういうふうに何も身分保障

の問題が詰まらない、だから、身分保障

がどうしても欲しいという人は、判事補

をそのままお続けになられて、けど実際

には判事にはそのままではなれませんよ

というふうにすれば、非常に単純に整理

ができるんだろうと思います。

あと年金の問題等は、幾らでもやりよ

うがあると思うんです。

【竹下会長代理】髙木委員と、先ほど中坊

委員も同じことを言われたのですが、私

は前回も言ったことですけれども、判事

になるためには 年という期間の法律10
職経験を要するとの定めがあります。こ

れは法律家としての成熟性を要求してい

るということなので、裁かれる立場に立

たなければいけないという話ではないと

思っているのです。法律家として成熟す

、 、るためには 一つの職業だけではなくて

ほかの法律職もやる必要があるだろう。

10ですから もし判事補について判事補、

年では駄目ですといいながら、しかし検

10 10察官 年ならよいですとか、弁護士

年ならよいですというのは、私はおかし

いと思うのです。もし、判事補について

判事補 年では足りなくて、ほかのこ10
ともやりなさいというのなら、弁護士に

ついても同じだし、検察官についても同

じでないとおかしいのではないかと思う

のです。

【髙木委員】もしそうなら、そういうこと

で整合性のあるルールをつくって、竹下

さんの言われるようにされたらいいと思

うんです。

【中坊委員】でも、竹下さんのおっしゃっ

ているのは、私もいつも言っている論理

だけれども、裁判官の中心は判事ですか

ら、まさに本件の場合判事ということで

問題にしたいと思うんですけれども、判

事というのはまさに司法の中枢なんで

す。一番偉い人と言ったらおかしいけれ

ども、要するにみんながその実績からし

ても、人格識見等からしても信頼のおけ

る人に裁判官になってもらいたいと言わ

れるように、それがまず根幹なんです。

そういう根幹の高い資質と能力というも

のを、それではどうして判断するのかと

言えば、やはりまずもって法律実務に通

じていることなのです。判決を書く仕事

を最初からしていて、そればっかりやっ

ていれば、今、竹下会長代理のおっしゃ

るように習熟するんだということには、

決してならないと思います。

【竹下会長代理】成熟です。

【中坊委員】成熟ということには、決して

いびつな、私のいびつという表現はちょ

っときつ過ぎるかもしれないけれども、

偏った一つの経験を踏まれるだけであっ

て、片一方側の裁かれる立場というもの

を見て、初めて目線がね。いかなる場合

でも、物を見るときに目線というのが必

要なんです。要するに、同じ目線で物を

見るということがすべての前提なんで

す。同じ民間人として、同じような目線

で物を見えるということが、将来裁く立

場になるために絶対必要な経験なんで

す。だからこそ今、外国でもそういう制

度になっているという根拠がやはりある

んで、その中において、本当にこの人は

裁く立場になってもみんながいいと言

う、その実績を経てきて、おのずから次

第に分かってくることなんです。

だから、単に裁判実務をしておったか

らということだけで、裁かれる側の立場

は経験しなくてもよいということには決

してならない。もし、そういうことにす

れば、それは今おっしゃるように、そこ

に一つの大きな問題点があるということ

は明らかです。いわんや、特例判事補や
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判事補について、判事補の習熟もある程

度でいいじゃないかということで、もう

すぐ判事補で仮処分が出せたり、令状が

出せたりということになって一人で裁判

ができるようになり、更に特例とかだん

だん歯止めなくなってきた。

【竹下会長代理】特例の問題は別だと思い

ます。

【中坊委員】過去の歴史がそういうふうに

なっていて、戦後日本はそうなってきた

んだから、今ここで抜本的に直さないと

いけないということになれば、まずもっ

て裁く立場ばっかりじゃなしに、裁かれ

る人と同じ目線の生活というものを、し

かも法律実務を通じて経験してきたとい

うことが必要だということだと思うんで

す。

【佐藤会長】この論争は、かなり本質に触

れる、哲学に触れることで、なかなか。

【中坊委員】哲学とも思わないけれども。

【佐藤会長】論争を続けていただいて結構

ですけれども、身分を離れて他職の経験

を積むべきではないかというところは、

代理の場合も中坊委員の場合も共通して

いるような感じがするんですけれども、

そこはいかがですか。

【北村委員】ちょっと質問させていただい

て、身分を離れてということなんですけ

れども、ではお給料は行った先でもらう

ということなんですか。

【佐藤会長】そういうことだと思います。

【北村委員】結局、身分を離れてしまいま

すと、３年間とか２年間とか、あるいは

１年間の身分を離れてまた戻ってくると

いうことなんですね。

【佐藤会長】はい、そうです。

【北村委員】だから完全に離れているわけ

じゃないですね。将来は、自分は戻れる

ということでもって離れているわけです

ね。そういう一定の期間の身分を離れて

というのは、離れていようが離れてなか

ろうが同じだと思うんです。ですから、

私は必ずしも身分を離れる必要はないだ

ろうというふうに思っているんです。

もう一つ、ちょっと言わせていただく

、 、 、と 私にとっては 素人から見た場合に

法曹三者というのは巨大な原子力潜水艦

に見えてしまうんです。何だかんだと、

中でお互いに批判をしながら結局同じじ

ゃないか。だから、裁判官というか、判

事補が研修をするんだったら外に出ても

らいたいという意識を持っているんで

す。弁護士事務所に行くんじゃなくて、

今、専門性だとか何だとかということが

非常に問題になっているんだったら、研

究所に行くとか、あるいは先端企業のと

ころに行ってみるとか、いろいろ外国に

行くというのも今やっているようですけ

れども、そういう形で出て行くんだった

ら非常に意味があると思うんですけれど

も、裁かれる立場になってみなければと

言ったって、司法修習を行うまではみん

なは裁かれる立場だったわけです。要す

るに、他職の経験というのはある程度い

ろんな、職業としては積んでいないかも

しれませんけれども、そういう目線が大

切なのであって、そういう意識が大切な

んだと思うんです。それを、絶対にそれ

にならなければならないんだという考え

方は、私自身の意見ではちょっとどうも

納得できません。

【山本委員】他職の経験なのか、よりよい

判事をつくるための研修なのかという議

論にならなければいけないんです。です

から、私の考えは北村先生と似ているん

ですけれども、この判事のジャッジとい

うのはかなり専門性が要求される仕事で

すから、法律の適用だとか、そういった

意味では今の判事補というのは、オン・

ザ・ジョブ・トレーニングとして非常に

意味があると思います。ただし、それだ

けではよりよい判事がなかなかできない

ので、それに加えて新しいいろんな経験

をさせると、これが今、議論されている

ことだと思うんです。

そういうふうに考えると、身分がどう

のこうのというのは、北村先生がおっし

ゃるように余り関係ないんです。いずれ

は帰ってくるわけですから、それは例え

ば、公務員でも国家公務員から地方公務
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員のときは、国家公務員を離れて地方公

務員の辞令を確かもらっているはずです

ね。でも、やはり３年か何年か経って帰

ってくるというときに、受け取る方だっ

てそれはやはりお客様意識があるし、や

はり研修というようなニュアンスは消え

ないと思うんです。それがいけないかと

いうと、それはそれなりに十分意味があ

ると思うんです。

裁かれる立場と中坊先生がおっしゃる

んですけれども、弁護士さんが裁かれる

わけじゃなくて、我々企業だってユーザ

ーとしては裁かれているわけですね。で

すから、弁護士さんの経験だけが、何か

すべての最高の法律家の非常に基本的な

要件だということではなくて、やはり弁

護士さんには弁護士さんの必要なスキル

が核としてあって、それにいろんな事件

をやりながら付けていく、幅広い知識が

あると。それから、裁判官には裁判官に

とって重要なスキルがあって、それにい

ろんなものを付加されると、よりよい視

野の広い裁判官ができると。検事には検

事のスキルがあると。私は、法曹三者と

いうのはそういう関係だと思うんです。

そこを全部ごっちゃにしてしまうという

のはいかがかなと思います。

【中坊委員】多少、山本さんの言葉に反論

するようだけれども、弁護士というのは

。 、基本的に依頼者の代理人です あるいは

被告人の弁護人という、要するに代理の

性格を基本的に帯びているわけです。そ

ういうものとして、そして片一方におい

ては法律の適用とか、そういうことにも

全部関係し、証拠から事実をどうして認

定するかということにも関与してくる。

いわゆる、今、竹下会長代理のおっしゃ

った法律実務をやっているわけです。

だから、どこが一番違うかというと、

北村さんのおっしゃるように、だれだっ

て市民の生活をしているじゃないかと言

われるかもしれないけれども、まさに紛

争というのに普通の市民はまずほとんど

お目にも掛からないし、実際それは病的

現象か何か知らないけれども、いずれに

しても病的じゃなしにそういう社会紛争

というものを目の前にして、そしてそう

いうものとして裁判を受けるという身分

に成熟、習熟するということが必要なも

のであって、北村さんのおっしゃるよう

にどこかで見てもらうと、確かにそうい

うこともいいですよ、しかし、基本的に

市民の立場の代理人という立場になっ

て、そしてしかも紛争に立ち向かうとい

うか、そういう経験が絶対に必要なもの

じゃないかということを言っているわけ

です。

【佐藤会長】石井委員、どうぞ。

【石井委員】判事補の研修をより充実させ

ることの必要性については、皆さんもお

っしゃっておられますが、やはり色々な

経験を積むということが非常に大切なこ

とだと思っております。少なくとも２年

ぐらいは色々な企業とか、外国のローフ

ァームとか、そういうところで勉強し、

経験を積むことが重要だと思います。

前からも申し上げておりますが、でき

れば２年ぐらい海外のロースクールと

か、海外の裁判所等にも行かせて、視野

を広げさせることが必要ではないかと思

っております。特に、これからはどうし

ても国際性ということが非常に重要な要

素になります。国際性を身に付けるとい

う見地からも、海外研修を必修科目とし

たらいかがかと思っております。

先ほどからの議論で、将来裁判官にな

る者の視野が狭かったり、ちょっとエキ

セントリックだったら困るというお話が

ありましたが、かつてお話ししたことを

思い出しました。ここにいらっしゃる先

生方は別としまして、大学の教授でも同

じような問題がありまして、一般から見

て少し世間の観念からずれているのでは

ないかと思われるような人が、教授にな

っているということもあります。特に私

は技術系だったものですから、ある国立

大の理科系出身の学長先生とそのことに

ついてお話ししたことがあったのです

が、その学長先生は、そういう先生は民

間企業に出して少し勉強させた方が良い
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のだと言われておりました。昔の帝国大

学時代というのは、教授にする予定の人

は２年から３年必ず民間企業に出してい

たんだそうです。

【佐藤会長】学部などによるんじゃないで

しょうか。

【石井委員】そうかもしれません。少なく

とも工学部ではそういう方法を取って、

世間離れした感覚にならぬようにしてい

たと話されておりました。それでは、今

の世の中でも同じ方法を取られるように

したらよいのではないかと申し上げまし

たところ、学長先生は笑いながら、良い

人を学校としても教授にしたいのだか

ら、そのつもりでそういう人間を企業に

出すと、今まで、企業に取られてしまう

ケースが多くあり、だから仕方なくその

方式が取れなくなってしまったと話され

ておりました。成程と思った次第です。

私も今、お話を伺っていて同じことを

感じたのですが、将来本当に良い裁判官

になれる素質を持っている方を企業に出

したり、ローファームに出したときに、

だれでも目を付けるのは同じだと思うの

です。そうすると、その人を今度自分の

ところに取り込みたいというモチベーシ

ョンが起こることは否定できませんの

で、それをどうやって排除するかという

ことも、同時に考えておかなければいけ

ないのではないかと思っております。取

り越し苦労かもしれませんが・・・。

【佐藤会長】髙木委員、どうぞ。

【髙木委員】他職経験というのは、要は何

を目的にして何を経験するんだというと

。 、ころがポイントだと思うんです だから

留学のお話なんかも書かれております

が、留学しておられる皆さんがどういう

毎日を過ごしておられるか私もよく存じ

ませんが、確かに外国の文化に触れ、行

った先の国の司法制度やら法律を勉強さ

れたりする、そのこと自体は非常に有意

義なことなんだろうと思うんです。

例えば、私は労働組合の仕事をしてい

ますが、私も仕事以外の本を読んだり、

人の話を聞いたりもいろいろするわけ

で、そういう意味で留学の中身が本当の

意味での、ここで言われている他職経験

の意味をきちんと持てているのか。今、

民間企業研修の話もありましたけれど

も、給料は裁判所からもらっています、

それで１年来られる、２年来られる。こ

の前最高裁が出されたペーパーだと、何

か月とか数週間みたいなものがあったよ

うですが、本当に企業が戦力として、企

、 、業でやっている本当の企業実務 仕事に

よそから給料をもらっている人に責任を

取ってもらうわけにいきませんから、そ

ういうたぐいの話というのは、本来的な

意味での他職の経験、それも法律家とし

て多様で豊かな経験と人間性という、そ

ういう世界ではないと思います。

そういう意味では、失礼な言い方かも

しれないけれども、お客様として遊学さ

れるという域を出ない、そういう種の研

、 、修 それも意味がないとは言いませんが

今みんなが求めているのはどうもその辺

とはちょっと違うんじゃないでしょう

か。弁護士が裁かれる立場かどうか、そ

の弁護士論は山本さんと中坊さんで論争

していただいたら結構ですが、いずれに

しても、いわゆる法曹の将来のコアであ

る裁判官という仕事をされる人たちの、

当事者経験というのか、そういうものを

通じて国民が期待する裁判官像にできる

だけ沿うようになってほしいという話で

すから、私は当然身分は離れられ、戻ら

れることを保障するしないはいろいろ形

によって考えたらいいんだろう思いま

す。

また今、石井さんがおっしゃられたよ

うに、戻って来ぬのがおるぞという御心

配もあれば、それはそれぞれが選択され

る話ですから、戻って来る来ないは別の

話だと思います。

要は、そんな意味で、経験とは何ぞや

ということをしっかり見極めることだと

思います。今、我々が求めている研修だ

か他職経験だか知りませんが、そういう

ものの実質は何なんだということをきち

んと見極めた話じゃないといけないと思
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います。いろいろ世間はやかましいこと

を言うから、とりあえずこんなことをや

っておけということになったらいかんな

と思います。

それで、竹下さんにお尋ねしたいんで

すが、裁判所法 条の問題を竹下さん42
はどうされようとしておるのか、ちょっ

とその辺お考えがあったらお聞かせいた

だきたいと思います。

【竹下会長代理】私は 条に手を付ける42
ということを考えているわけではなく

て、それとは別に、要するに判事補の期

間中に多様な経験を積めるように弁護士

事務所などへ行くということにしようと

いうことです。 条は弁護士も通算し42
て 年でよいわけですから、弁護士事10
務所へ行く、あるいはそこに書いてある

ような他の法律職でもよいわけですね。

【髙木委員】先ほど、冒頭の御説明では、

すべての判事補が何らかの経験をという

ことでしたね。

【竹下会長代理】原則としてですね、例外

はあり得るかもしれません。

42【髙木委員】そういう意味で言えば、

10条がそのままだったら、判事補だけ

年でいいわけですか。

【竹下会長代理】だから、それは例外的に

そういう人が出てきたときに、それは判

事の任命資格を認めないというのは、私

はおかしいと思っています。

【髙木委員】例外的じゃなくなったらどう

するんですか。

【竹下会長代理】別にそれはそれでよろし

いではないですか。 条を変えなくて42
もそれでよいわけなのです。

【髙木委員】ちょっとそこのところはよく

分かりませんね。今、要するに判事補だ

。け 年でいいと書いてあるわけですね10
できるだけ、もっと判事補の人に多様な

経験をしてもらおうということで議論し

ておって、法律も変わらなかったら実質

的に何が担保してくれるんですか。行く

のが嫌だと言ったら、もうみんなそれで

済んでしまうわけですか。

【竹下会長代理】いや、それはいろいろな

方法があり得ると思います。判事補につ

いて裁判所規則で何らかの定めを置くと

いうこともあり得ます。

【髙木委員】これは失礼ついでに申し上げ

ると、では臨司の報告書が判事補につい

て、あるいは特例判事補についていろい

ろ書かれましたけれども、その後今日ま

でどういうことになってきていますか。

臨司ははっきり特例についても指摘して

いましたが。

【竹下会長代理】その問題はちょっと別で

すよ。

【髙木委員】判事補の在り方についても、

臨司はいろいろな意見を出されました。

少なくとも我々は、臨司の言われたこと

をクリアーして議論をしたいと思って議

論に参加しておるわけです。だから、い

ろんなやり方があると言うけれども、我

々が議論してきたこういう方向に向かお

うじゃないかというものを、 条を直42
さないで何が担保してくれるんですか。

【竹下会長代理】例えば、先ほどの任命選

考あるいは諮問委員会の審査基準のよう

なもので、そういう多様な経験を要求す

るということも、一つのやり方としては

考えられるのではないですか。

【髙木委員】もしそういうことで、じゃ判

事補 年やった人が、私は任用されな10
かった、法律どおりやって何がおかしい

んだというふうに言われたら、どう答え

るんですか。

【竹下会長代理】それは、資格がある人は

みんな通すということではなかったわけ

。 。ですね 先ほどの諮問委員会というのは

資格のある人の中で、適当な人、適当で

ない人を選り分けましょうという話です

ね。ですから、判事補 年で法律上の10
資格があるけれども適当でないというの

なら不適任であるという意見を述べるこ

とになるのではないでしょうか。

【髙木委員】私が言っているのは、資格の

ある人でも通す通さないという世界は確

かにありますが、法定の資格を持ってい

るのに、何で通してくれぬのですかと言

われたときに、あなたは他職の経験がな
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いから通さないということを、ルール化

することが、法律に書いていないのにで

きますかということなんです。

【竹下会長代理】それは、どうでしょうか

ね。

【井上委員】それは、実質的に選別、ある

いは選考ないし推薦するときに、何らか

の基準をつくるとすれば、それと同じレ

ベルの問題でして、あとはその基準が合

理的かどうかということだと思うので

す。それが合理的であれば、法律上も許

されることだと思います。しかも、その

基準のつくり方も、それがないと不利益

に扱われるというやり方と、そういう要

件を備えた人を優先する、要するにプラ

スの方に数えるというやり方もあるわけ

です。ですから、どれが一番実質ふさわ

しく、実効があるのかということであっ

て、法律でなくても私は効果はあるので

はないかというふうには思うのです。

ついでにもう少し言っていいですか。

【佐藤会長】さっきから水原委員、吉岡委

員が。

【水原委員】その問題は、身分を離れるか

離れないか、それから弁護士経験を必ず

させるかどうかということは、極めて悩

。 、ましい問題だと思います しかしながら

ここで議論と言いましょうか、意見交換

しておる問題は、よりよい判事をどうや

ってつくっていくか、選んでいくかとい

うことだと思うんです。

確かに、一つの職場でずっと、判事補な

ら判事補一途でやって 年経った方の10
中にも、勿論人によっては、世の中のい

ろいろな痛みも分かり、いろんな経験に

ついて物を読み、人から聞いて経験する

こともございましょうが、問題は、先ほ

ど会長が読まれました、更に進んで判事

となる者一人ひとりが、それぞれ法律家

として多様で豊かな知識、経験と人間性

を備えていることが必要であり、知識、

経験等の多様化を制度的に担保する仕組

みを構築する必要があるということなん

です。私も、やはり制度的に何らかの構

築をしておかないといけないなという気

がいたします。

これは前に、私が例えばということで

多様化のところで発言いたしましたけれ

ども、検事の経験からいたしますと、や

はり検事の職場の中だけで仕事をします

、 、 、と 例えば 弁護人となろうとする者が

突然接見を求めてくることがあります。

だけれども、これはアポイントを取って

いないんだから待たせておけと、調べ中

だから待ってもらえということを平気で

やることも、若いときにはなかったわけ

ではございません。私の経験も含めて申

し上げますけれども。

ところが、廊下を通っていますと、待

合室に何時間も待たされている関係者も

、 。いるし それから弁護人もいらっしゃる

どうしてそんなに待ってらっしゃるんで

すかと聞くと、いや突然来ましたから仕

方がないんですと。この痛みが分かるよ

うになるには、やはりいろいろな経験を

経る必要があろう。一番手っ取り早い話

は、私は中坊委員、それから髙木委員に

常に盾突くわけではございません。おっ

しゃることは、そういう面を非常に強い

面があると思います。やはり当事者経験

を、その立場に立って経験することが極

めて大事だなという気持ちを持っている

一人でございます。

それはやらなくたっていいじゃないか

という、そういうすばらしい人もいます

けれども、一般的に制度化するとするな

らば、そういうやはり身分を離れて弁護

士になって、そして当事者の痛みを分か

り、なるほど関係者というのはこういう

うそをつくのかと。それから、真実をし

ゃべっておるようだけれども、ごまかし

をするんだなと。こういうことは弁護士

に対してもうそを言います。これは間違

いなくうそを言うと思います。だけれど

も、そういうことを経験していない者が

検事として仕事をしていいんだろうか、

裁判官として仕事をしていいんだろうか

という不安は、私は持っております。

そういう意味で、やはり他職経験を経

ることが必要だという、最高裁判所の御
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意見はごもっともではございますけれど

も、他職経験の中で裁判官が一番多く扱

うのは何かと言いますと、これはやはり

訴訟でございます。訴訟で当事者の気持

ちが分かるのか分からないのか、どうい

うところに真相があるのかというのは、

その立場に立った者でないとなかなか分

かりづらいんじゃなかろうかという気が

いたします。

というわけで、私は、もしできること

ならば、全員というわけにはいかない、

同意がなければいけない、先ほど 条42
の問題がございましたけれども、身分保

障の問題がありますから全員というわけ

にはいかぬでしょう、だけれども、原則

としては他職経験だけでなくて、他職経

、 、験の中でも弁護士になって 本当に真相

世の中の真相はこんなものだということ

を話してもらう。そして、それを聞いて

裁判に望むことが非常に大切じゃなかろ

うかなという気がいたします。

さはさりながら、身分保障がございま

す。 条という問題もございます。私42
も 条は手を付けるべき必要はないの42
ではなかろうかという気がいたします。

身分保障があるために、無理に弁護士に

なりなさいというわけにはいきません。

ただ、先ほど来、代理と井上委員がおっ

しゃったように、今度諮問委員会という

制度ができるわけでございますから、こ

こで判事補だけしかやっていない者は駄

目よというわけにはいきません。その中

でも、やはりいろいろな経験を経ている

人もおります。ことによったならば、仕

事の関係でどうしても弁護士に行きたい

けれども、弁護士に行けなかった場合、

そういうことも考えておかなければいけ

ないでしょう。そうなりますと、やはり

原則としては、できる限りみんなが、年

限はどれぐらいになるか分かりません

が、弁護士としてその経験を積むことが

望ましいんじゃなかろうかなという気が

いたします。

だけど、これは飽くまで、先ほども申

しましたように身分保障等の問題もござ

いますし、強引にというわけにはいきま

せん。そういう感じを持っております。

厳しいことを申しましたけれども、やは

りそのことは検事に対しても当てはまる

ことじゃなかろうかという気がいたしま

す。こんなことを言ったら、法務省から

直ちに抗議が来るかも分かりませんけれ

ども、私の経験からしてそう思います。

検事の場合は、相当厳しい決裁官が、

先輩が仕事上の権限として厳しく指導す

ることができます。徹底して。真相とい

うのはお前ここにあるんだぞ、こういう

ふうに調べて見ろよということを徹底的

に教育、訓練をすることができますけれ

ども、それでも私は限られた範囲内にお

、 、 、ける知識 経験は それでいいのかなと

余りうぬぼれては困るなという気がいた

します。

以上です。

【北村委員】今のに質問させていただいて

よろしいですか。今、水原委員がおっし

ゃったことと、中坊委員が前から弁護士

から判事をというふうにおっしゃってい

ることと、どう違うんでしょうか。今、

水原委員のお言葉をずっと詰めていく

と、弁護士の経験が必要だということに

なると、判事は弁護士から行けばいいん

じゃないかという考えと、どこが違うん

でしょうか。それを教えていただきたい

と思うんです。

【水原委員】それは先ほども申しますよう

に、例外としては判事補だけで判事にな

ることも道は残されるわけです。原則と

して、できる限り弁護士経験を何年間か

やるのは望ましいということでございま

して、それをやらなかった者は判事にな

れないのかということとなりますと、そ

れはそういうことじゃございませんよと

いうことです。

【佐藤会長】お話を伺っていて、中坊委員

のお考えとある種の共通の基盤があるよ

うな気がしました。掘り下げれば、違う

ところもあるのかもしれませんけれど

も、やはり権力といいますかそういう立

場を離れて国民の生活に直接触れる、そ
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ういう機会を持った方がいいんじゃない

かということですね。水原委員の御意見

を誤解しているところもあるかもしれま

せんけれども、そういう点では共通の基

盤があるように受け止めました。

【竹下会長代理】水原委員に伺いたいので

すが、それは弁護士事務所でなければい

けないという御趣旨ではないのですね。

【水原委員】私は、やはりできる限り弁護

士事務所と。

【竹下会長代理】できる限りというのは、

そのとおりだと思いますが。

【水原委員】それに決めてしまうというの

は、ちょっと問題があるのかなという気

がいたします。多様な経験を積むことが

必要なんだけれども、だけれどもやはり

裁く立場というのは、訴訟の当事者と言

いましょうか、関係者、これと直に接触

する機会を、ある時期に持った方が望ま

しいということでございます。必ずとい

うことではございません。

【竹下会長代理】実は、現在私がお引き受

けしている他の仕事と比較的関連の深い

ことですけれども、立法を担当する仕事

に今、判事補の人がかなり関与しておら

れるわけです。私は、これは、判事補の

他職経験としては非常に貴重なものだと

考えているわけなので、そういう人につ

いては、別に弁護士事務所に行かなくて

も、当然に判事に適任であると考えてい

るものですから、水原委員のお考えがそ

ういう考え方と抵触するのかどうか伺い

たかったわけです。

【 】 。 、水原委員 それは抵触しません だから

できる限り弁護士経験ということでござ

います。私は、検事もとまでは言いませ

んけれども、検事もそれが望ましいだろ

うなという気がします。

【佐藤会長】吉岡委員、どうぞ。

【吉岡委員】水原委員が望ましいとおっし

ゃったのは、共感できるところだと思い

ます。やはり、私は、弁護士自身が裁か

れる立場とは思っていないんです。中坊

委員はそうおっしゃるけれども。裁かれ

る立場の人の代理人になるということで

すから、裁かれる立場の人の気持ちだと

か痛みだとか、そういうことが一番よく

分かっている立場にある人だと思いま

す。そういう意味では、やはり一番身近

で痛みや喜びや悲しみを感じてくださる

という、そういう経験というのは、裁判

官になる場合も非常に重要だと思いま

す。そういう意味で、一定期間弁護士経

験がある方が望ましいということは私も

同じ考えです。ある方が望ましいとする

か、あるべきだと言うかというのは、ち

ょっと違うところですけれども、そうい

うふうに思います。

今、判事補の他職経験をどうするかと

いうことを論じているわけですけれど

も、そもそもなぜ判事補が他職経験をし

なければいけないとみんなが考えている

のかという、そこのところが、大分昔の

話だったんで少し議論から抜けているの

か、もうそれは既定のことというのか分

かりませんけれども、やはり司法研修所

を終わってすぐに判事補になってしま

10う、それでほかの経験をしないまま

年して、それで判事になってしまう。し

かも、判事の給源としてほとんどが判事

補だという、そこがいびつだということ

、 。が もともとの問題点だったと思います

そういうことで見た場合には、 条42
ですか、そこでは判事補が判事になると

いうことだけではなくて、検察官も弁護

士もということが言われておりますか

ら、先ほどどなたかが判事補だけではな

くて弁護士も検察官も含めて他職の経験

が必要だとおっしゃった。それも分かる

ような気がいたします。

10ただ、一番問題なのは、判事補が

年間、とにかく途中で特例にほとんどが

なるんでしょうけれども、そういう一つ

の決まったコースになってしまっている

という、そこのところを考えなければい

けないと思いますので、そういうことか

ら言うと、判事補という身分のままで研

修をするということでは、本当の意味で

の他職の経験というのには遠いものにな

ってしまう。やはり、そもそもの原点を
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考えると、むしろ司法研修所を終わった

ときには何にでもなる可能性があるとい

う、そういう状況でスタートするという

。 、ことになると思うんです 数から言えば

弁護士が一番多いだろうということだと

思いますが、余り弁護士の経験を条件に

するということを、きちっと決めてしま

うと、それもいろいろと問題があるとい

うことは分かっていますので、そこまで

きっちりしたものにしろということは申

し上げませんが、基本的にはそういうこ

となので、さっき石井委員から、工学部

の場合にこうこうというお話がありまし

たけれども、卒業して弁護士事務所に行

って、その弁護士事務所で非常にやりが

いがあると思った人は判事にならなくて

もいいのだし、それがその人にとって一

番いい道かもしれない。そういう幅を持

って考えた方がいいと思います。

【 】 、井上委員 私の考え方を申し上げますと

先ほど竹下先生が法律家としての成熟と

言われましたが、判事にふさわしいよう

な幅広い視野とか視角、違った視角から

ものを見るとか、そういうことが中身に

。 、なって成熟していく そういう意味では

私は実際的な視点から見ても、弁護士事

務所にいって経験を積むというのが本流

と言うか、そういうふうになるだろうと

思いますし、それがまた望ましいだろう

とも思うのです。

ただ、先ほど北村先生とか何人かの方

が言われたように、そこでもしかし、法

曹という仲間うちにとどまるわけですの

で、それとは違った経験とか視角という

ものも持ち込んだ方がいいだろう。そう

いう意味では、主としては弁護士事務所

であっても、それ以外のところを排除す

るのはどうかなと思うのです。本当を言

うと、一人の人にいろいろ経験してもら

った方がいいのかもしれませんけれど

も、それは無理ですので、一人の人は一

種だけの経験であっても、そういういろ

んなバックグラウンドの人が集まって一

緒に裁判所の中で仕事をやる。そのこと

によって全体で多様で多元的な、あるい

は足腰の強い裁判所というのがつくれる

と思うのです。

その場合に、皆さん弁護士事務所の方

を専ら議論されていたのですけれども、

法曹以外のところの企業とか行政だと

か、いろんなことがあると思うのですけ

、 、れども そういったところに出るときに

先ほど髙木委員がおっしゃったように、

数か月、しかも身分を持って給与も裁判

所からもらいながらというのでは、お客

さんでしかない。そこのところは、やは

り弁護士事務所で働くのと同じような期

間、身分を離れてやるべきだと思うので

す。そこで起こってくるのは、先ほどち

ょっと触れました通算の問題ですが、そ

の点は、通算するときに、例えば、企業

で法務的な仕事をやっている人は、それ

をカウントするというような制度に改め

るか、あるいは、皆さん一たん弁護士に

登録する。これから恐らく企業内法務だ

とか、行政でも弁護士資格を持った人が

関わる必要が高くなると思いますので、

そういう形にしていくということも考え

て、そうするために、公務員法だとか、

いろんなところも手当てをしないといけ

ない。そういういろんな手当てを整備す

るということを前提にして、身分を離れ

させるということを考えてもいいのでは

ないかと思います。期間の点も、長短い

ろんなお考えがあると思うのですが、そ

の趣旨にふさわしいような、やはり実質

を伴った期間ということが必要なのでは

ないかというふうに思います。

【藤田委員】議論を伺っておりますと、ほ

かの問題もそうなんですが、現在の制度

をどう認識し、評価するかという点の前

提の立場の違いが非常に出てきているよ

うに思うわけでありまして、判事補から

判事になるという制度が基本的な欠陥が

あり、根本的に変えなければいけないと

いう前提で論ずる場合と、私のように、

それなりの評価を国内的にも国際的にも

受けているという前提で、それをよりよ

くするためにはどういう改善策があるか

という視点で考えている場合とでは、今
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の問題についても非常に変わってくるん

だろうと思います。

私は前から申し上げているわけです

が、現行の制度で事足れりとしているわ

けではございませんで、何らかの形で今

の裁判官制度をよりよくしなければいけ

ないと考えておりますけれども、人間性

の問題につきましては、これは個人の問

題であって、弁護士経験があって、非常

に人間性に富んでいる方もあれば、そう

ではない方もおるし、裁判官も同じであ

ります。

長年の弁護士経験の末に裁判官に任官

して東京地裁の部総括、あるいは裁判所

長、高裁の部総括もやられた高木新二郎

弁護士が 判例タイムズの 号に 法、 『1,014
曹一元を実現するために』という論文を

書いておられます。法曹一元論者でござ

います。その中で、弁護士経験と裁判官

の職務との関係に触れているところがあ

りまして、自分の経験からすると、弁護

士経験があるからといって、裁判官の判

断として省略できることは何一つなかっ

た。弁護士体験があればそれでいいので

はなく、密度の濃い弁護士経験が役に立

つのであるし、弁護士体験を含めた真摯

な努力を積み重ねた人生体験が役に立つ

のである、極言すれば、弁護士体験が欠

かせないのではなく、真摯な人生経験が

必要なのであって云々と、こういうふう

なことを言われております。

そういう意味で、必ずしも弁護士経験

がなければいけないということではなく

て、それぞれの人間性の問題ではなかろ

うかと思うわけでありますが、しかし、

、 、制度として考えれば 経験を多様化して

よりよくしていくということが必要であ

ろうかと思います。

口幅ったいことを言わせていただきま

すと、私は判事、検事、弁護士、全部経

験がございます。弁護士は前に中坊委員

に駄目弁護士と言われましたけれども、

法廷に立ったこともありますし、警察、

検察庁に被疑者に面接に行ったこともあ

ります。弁護士もスーパー弁護士ばかり

ではないわけでありますから、そういう

意味での弁護士経験があると言える。検

事は、検事に転官はしましたけれども、

捜査や公判はやっていないので、水原委

員に叱られるかもしれませんけれども、

現在も法務省の委員会の仕事をしており

ますから、法務、検察の雰囲気程度は分

かっている。私にとって特異な経験は、

検事に転官して総理府に５年出て、仕事

の内容はかなり法曹的な仕事ではありま

したけれども、通産、建設、厚生、環境

から出向してきた人たちと一緒に仕事を

しまして、行政の実態もある程度は分か

っているわけでありまして、この経験か

ら言いますと、法曹三者以外のところの

行政庁の経験というのは、私にとっては

非常にプラスになりました。

法曹三者、髙木委員から何であんなに

仲が悪いんだと、言われておりますけれ

ども、仲が悪くても、しょせんは一つ穴

のむじな的なところもございます。です

から、そういう意味では、法曹三者以外

のところへ出て、法曹三者を外からなが

めるという体験は、非常に私にとっては

プラスになったわけでありまして、弁護

士体験も勿論いいんでありますけども、

そういう多面的な経験というものを判事

補のときに経験するのが、むしろいいの

ではないか。

仮にその一つとして弁護士事務所にい

く場合に、裁判官のままでどうかと言わ

れると、やはりこれは問題なんで、前に

も一度渉外事務所に研修という形で派遣

された判事補がいるんですが、結局弁護

士として法廷に立てないということにな

りますと、そう大した経験が積めないと

いうことで、確か一人か二人だけで終わ

ったと思うんであります。そういう意味

で、やはり弁護士という資格で弁護士の

仕事をするということが必要だろうと思

います。

ただ、これを判事の任命資格で法定し

ますと、判事になりたければ、それをや

ればいいじゃないかと言いながら、今の

キャリアシステムというものを前提とし
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ますと、間接的に裁判官をやめることを

強制することになりますから、やはりそ

れは問題ではないか。私のように基本的

にどうしても判事補以外の経験を持たな

ければ任命できないというような制度認

識ではございませんから、そこまでやら

なくてもいいのではないか。もし、駄目

な人がいれば、先ほどの選任の諮問委員

会のところでチェックすればいいのでは

。 。ないか こういうふうに考えております

以上でございます。

【佐藤会長】そうしたら鳥居委員。

【鳥居委員】ちょっと極論かもしれないん

、 、ですが 私はこの判事補問題というのは

本当の解決、あるいは本当の意味での改

善は、裁判所法の５条、 条、 条に27 42
手を付けないでは本当はできないことな

んじゃないかと思っています。しかし、

百歩譲って、今まで行われた議論を受け

て考えるとすれば、判事補は官であるこ

とがさっき確認できましたので、判事補

への任官というのをいつするのかという

議論は、やはり避けては通れない。司法

試験に合格し、司法修習を終えた段階で

今は判事補に任官していますけれども、

その任官の一歩手前で、今我々が議論し

ているような様々の経験を積むという期

間を置くというオプションも考えられる

はずなんだと思うんです。それは今まで

は議論していないと思います。

それから、仮にそれも百歩譲って、直

ちに任官する現在の判事補制度を容認す

るとすると、他職経験というのは私は、

やはり是非必要だと思いますが、分類し

てみると、それは刑事訴訟の原告たる検

察の仕事、それから被告の弁護に当たる

弁護士の仕事、民事訴訟の原告側、被告

側の仕事、あるいは行政訴訟の原告側、

被告側の仕事と、そういう裁判に絡む、

いろいろな経験をできるだけ積むと同時

、 、に まだ我々が今日議論していないのは

裁判官そのものの補佐的な仕事をどうす

るのかという、今まで日本の裁判所のシ

ステムとして、やはりちょっと弱いと言

うべき部分をどう補うかという、分かり

やすく言うと、ロークラークとか、裁判

所の調査官とか、あるいは裁判官の補佐

官と言いますか、そういう仕事を制度化

して、その仕事も他職経験の一つとして

考えるということが必要なんじゃないか

と思います。

それに加えて、私がいつも申し上げて

いますように、日本の政治とか経済とか

社会の国際化の中で、それに耐えられる

ような経験というものも積んでもらうと

いうことが必要なんじゃないかと思いま

す。

そのようなことを考えたときに、特に

弁護士事務所へ行ったり来たりするとき

に、官と民の間を身分が行ったり来たり

することが、先ほど来問題になっている

わけです。これは、実は２年ぐらい前ま

で、私立大学の大学教授が役人になると

いうときには、本当に大きな壁があって

どうにもならなかったわけです。役人で

ある間は、大学を退職してくださいと言

うわけです。しかし、最近ではいろんな

制度を各大学が考え、かつ人事院の方も

それを認めるというふうに変わってきて

いるんです。

一つの例を御紹介しますと、私のとこ

ろでは転籍制度というのをつくってあり

ます。転籍制度というのは、完全に私の

大学をいったん辞めるんです。現在でも

総務省とかいろんなところに行っている

者がいますけれども、完全に公務員にな

るんです。ただし、２年後にカムバック

したときに、全く普通に大学の方にカム

バックできる。その間の転籍期間中は国

の側からは大学を退職していると見なす

と、そういう制度がお互いにもう認めざ

るを得なくなって、今は成立しているん

です。こんなことは割と簡単にできるん

じゃないかなというふうに思います。

【佐藤会長】今の点ですが、行政改革会議

で経済財政諮問会議とか何かを考えると

きに大きな問題になりました。大学から

人が来てくれるのかと。やはり人事の交

流ができないと、いかに理想的に描いて

も画餅に帰すのではないかというわけで
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す。非常に大事な点かと思います。

特例判事補の問題や期間の問題が出まし

たが、そろそろこれらの点についても、

何か。

【中坊委員】私は言っていることに固執す

るようですけれども、先ほどから言って

いますように、現行法、裁判所法 条42
の規定によって給源は、やはり弁護士も

検察官もみんな判事になれるということ

になっておったわけです。多様性や可能

。 、性は全部帯びておった にもかかわらず

なぜ判事補だけが給源の主なものになっ

てきたかという反省の上に立って、今こ

の物事を考えないと、我々は今、その弊

害を、それじゃこの審議会で考えるのか

と、だからそれをほかの職業にもっと就

くべきではなかったかというようなこと

を議論していると思うんです。

そうすると、確かに身分を、裁判官と

いうのは憲法上身分の保障があるんだか

ら、意に反して他の職業をやってこいと

いうことは言えないかもしれない。しか

し、裁判官を任命するというときには、

他職経験を条件にするということは可能

10なんです 今言うように 判事補だけ。 、

年やったから裁判官にするということは

しません。そうでないと、我々は運用の

問題ではなしに、まさに今まで中間報告

の中で、制度的に担保するものをつくろ

うということにしているわけですから、

私はやはりそこで判事補を 年間して10
、 、も 判事にはなれませんよということを

ここで制度として明確に打ち出さない

と、今までの 年間の長い年限の間の50
問題点というものを、除去するのかとい

うことにはならない。

だから、私は今言うように、判事とし

て任命するときに判事補の経験だけでは

駄目ですよ、他のいろんな法律実務、そ

れは私は別に弁護士に必ずしも限られる

ことはないと思うんですけれども、だけ

ど少なくとも、このことをやってくると

いうことが必要ですよということは、き

っちり決めないといけない。私はそうし

ないと結局は、先ほどちょっと髙木さん

から臨司の意見書の話もありましたけれ

ども、判事補は一人で裁判をしていけな

いとか、特例判事補はすぐなくす、いろ

んなことを言ったけれども、結局やはり

実行されなかった。だから、やはりここ

はけじめをつけるという意味においてで

も、判事補を 年やれば、それだけで10
判事になれるんだという原則はこの際変

えないといけない。私は今回の裁判官の

任命手続としての、むしろ判事補という

は、まさに判事の補佐としてのロークラ

ークのような性格のものとしてとらえ

て、それも確かに 年の間の経験の一10
部にはなるけれども、それだけではいけ

ませんよということを明確にうたうこと

が必要なことではないかと思います。

【水原委員】今の問題ですけれども、最高

裁判所の御意見の中にも、原則としてす

べての判事補が任期中に留学、あるいは

外部派遣制度のいずれかに参加する機会

を持つことができるように検討したいと

いうことでございますので、その検討結

果をやはり見守る必要があるのではなか

ろうか。

【佐藤会長】今の点は、最後に締めくくら

せていただきたいと思いますけれども、

時間の関係もありますので、特例判事補

の問題について何か御意見をちょうだい

しておきたいと思いますが。いかがでし

ょうか。

【中坊委員】私は先ほどから言ってました

ように、判事補で特に多くの人たちが大

変な疑問を持っているのは、研修所を終

えて判事補に採用されたらすぐ何らかの

意味で裁判ができるという、すなわちた

った１年半の修習さえ終えれば、今度は

突然裁く立場になるという問題がある。

今でも仮処分なり令状発付なりができる

と、ここにやはり１年半でできるのかと

いうところに基本的な問題がある。それ

が、半ば制度化してきてのものが特例判

事補という制度だと思うんです。

、 、今は 私たちが問題にしているように

いろんな多様な経験が必要だと言うてお

るのに、実務経験は何も要らない、ゼロ
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でよろしいということが基本的な問題で

すから、それを制度化した特例判事補制

度を、しかも当分の間と言われたのにか

かわらず 年間もそれが続いていると50
いうこと自体が、やはり一つの大変な病

的な現象であって、それが今おっしゃる

ように、弁護士からの裁判官のなり手が

少なくて、あるいは今の数が少ないから

ということが大義名分になっていた。そ

れに対して我々としては、前回も言いま

したように、裁判官の大幅増員、これが

もう少しこれから具体化してくると思う

んですけれども、そういう中において、

これを見直そう。法曹資格というか、司

法試験の毎年の合格者を 人に早急3,000
に実現して弁護士改革もしていくわけで

すから、当然のようにそれを前提とした

議論になれば、やはり特例判事補という

ような制度は、直ちにということはある

いは無理かもしれないけれども、とにか

く廃止するという方向だけは明確に出し

て対応していかないと、今の裁判制度に

おける大きな問題点が解決しないと思い

ます。

【佐藤会長】はい、藤田委員。

【 】 、藤田委員 前に申し上げましたけれども

戦前の裁判官制度では予備判事という制

度がありましたけれども、直ちに裁判官

になって職権の制限はなかった。５年ぐ

らいで東京地裁裁判長として仕事をして

いるということであった。それがアメリ

カ的な考え方で判事補という制度が戦後

入ってきたんですけれども、全く裁判官

制度の違うアメリカ的な考え方を入れ

た、この判事補制度というのがよかった

のかどうかという点も問題だろうと思い

ます。

ドイツ、フランスにしても、いずれに

してもキャリアシステムを取っていると

ころでは、こういうような中途半端な制

度はない。現実にそういう点の制度を動

かしていくときのギャップというか、矛

盾というのがあることもあって、特例と

いう制度は出てきたんではなかろうかと

いうふうに思うわけです。

したがって、特例判事補というような

制度ではなくて、７年なり８年なり経っ

たところで判事に任命すると、現在は５

年経って特例が付いた判事補が一人前の

判事と同じ職権で仕事をしているわけで

ありますが、離島・僻地の支部長はほと

んど特例判事補によって支えられてい

る。それで、現実にそういうところで特

例判事補が非常に大きな機能を担って、

地方での司法を支えるために頑張ってい

るということもあります。そういう意味

で特例という制度をいきなりなくすとい

うことが不可能であるならば、７年なり

８年なり経った段階で判事に任命すると

。 、いうことを考えてはどうか そうすれば

今は 年の任期中はやめさせられない10
わけでありますが、７年なり８年なりで

判事の任命資格を取るということができ

ると言えば、そこでふるいに掛けられる

という面もあります。そういう意味で諸

外国の制度との整合性というようなこと

も考えれば、特例制度というのを手直し

するということも考えてはいいのではな

いかというふうに思います。

【佐藤会長】はい、髙木委員どうぞ。

【髙木委員】今の藤田さんの話は、これは

議論としては全く逆さまの話じゃないか

なと思います。我々は 世紀の、これ21
からの日本を支える裁判官はどうあるべ

きか、判事とは何なのかということを議

論してきて、今以上に質の高い裁判官と

いうのをどうやって獲得していくかとい

う議論をしてきているはずです。今の話

を聞いていたら、逆に判事の資格要件を

緩和しようというお話で、７～８年経っ

たら判事にして良い、だから 年はも10
う要らないんだというお話にも受け取れ

るわけであります。それはアメリカの感

覚が入った話かどうか、私は歴史的な経

緯はよく存じませんので、受け止め方に

齟齬があるのかもしれませんが、大審院

の判事に相当するレベル、すなわち戦前

のルールで 年の法律家経験が求めら10
れていたことなどを踏まえたものとして

設定されたと聞いています。勿論、違憲
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立法審査権等も係わった議論もあったの

だと思います。

この 年という期間にいろんな意味が10
込められて、重さもあり、任期もそれぞ

れ 年ずつということになっているわ10
けです。今のような離島をカバーしてお

るから大切なんだとか、そういう論理で

この 年を簡単に変えるという話でい10
いのか、私はそんな話ではないと思いま

す。

今のお話を聞いてまして、そういう感

覚やアプローチで特例判事補問題を時限

的なものだ、テンタティブに体制がない

から、こういう仕組みはやむを得ないん

だということでつくっておいて、これを

何十年も続けてきた。そのことの兼ね合

いも含めて、今のような議論は私は全く

おかしな話じゃないかと感じています。

それから、特例判事補の皆さんが離島を

カバーしておるなんて、離島の人やら僻

地の人に非常に失礼な話だと思います。

離島に行き手がないから、こういう人た

ちが行っておるなんて言って、離島の人

が聞いたら怒りますよ。離島にはそうい

う一人前でない特例判事補の対処でいい

のかと、そう言われたらどう答えるんで

すか。

【藤田委員】それは特例判事補が能力的に

劣っているという前提でしょう。私はそ

うじゃないんです。

【髙木委員】能力的に劣っている、劣って

いないは別にして、中には立派な人もお

られる、頑張っている人もおられるでし

ょう。しかし、論理的には全く別の話だ

と思います。

【藤田委員】中にはではなくても、判事と

同じレベルのものはたくさんいるわけで

す。

【髙木委員】だから、 年ということを10
もって判事にしようというルールをつく

って、それを大切にし、更にそれをきち

んと担保しようじゃないかということを

言っているわけです。

【藤田委員】だから、 年経てなければ10
職権の制限のある裁判官にするという制

度は、外国には例はないんです。アメリ

カ的な考え方で入ったんだろうと思いま

すけれども、それ自体の合理性は私は問

題であると、そういう前提で申し上げて

いる。だから、離島でレベルの低い裁判

官でいいなんていうことは全然考えてな

い。むしろ全国的なレベルの司法のレベ

ルを維持しているのに、特例判事補が貢

献していると言っているわけですよ。

【髙木委員】だから、立派な人もおられる

かもしれないけれども、特例判事補が全

部が一人前だとおっしゃるわけですか。

今、ドイツやフランスのことを、確か

に年限の切っていない裁判官としてのキ

ャリアシステムの国に対し、我々の国は

年というのを単位にして考えておる10
国で、その 年という単位を区切った10
形のものを極めてキャリアシステム的に

運用してきたのが、日本の裁判所である

と言って良いと思います。そういう仕組

みと運用がかみ合っていないから、いろ

いろ直せるところがあったら直しましょ

うという議論をしておるわけだろうと思

います。

【藤田委員】制度の合理性を申し上げてい

るんです。

【中坊委員】でも、ちょっと待ってくださ

い。今の 年間というのは基本的に憲10
法で定められているんです。 年間と10
いうのは、そしてこれが我々の議論の、

それがそもそもアメリカから入ってきた

ことで、おかしなものの発想だなんても

のを言い始めて、そして議論をもし始め

るということになったら、これは本当に

大変なことになってしまうと思います。

議論の前提が我々としては、やはり日本

国憲法の下にあって、いろんな 年と10
いう単位も事実、言っている。

、 、しかも 藤田さんのおっしゃるように

特例判事補であるから、それじゃ本当に

僻地であったとしても、今度も公設事務

所ができて他地域の弁護士がそこの弁護

。 、士になっていってます 本当に弁護士が

今の判事補が、ああいうような独占する

ような格好になっているから弁護士任官
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がいかないんであって、そうでなければ

行きますよ。公設事務所が石垣島にでき

れば弁護士は行きましたよ。だから、何

も特例判事補があるから過疎地の裁判が

できているんだというような発想そのも

、 。のが 私には極めて偏った考えに思える

しかも現行の制度を前提として、それは

藤田さんとしてのお気持ちはよく分かる

けれども、しかし、それがいい制度だと

いうようなことは、納得できない。そう

だからこそ、これだけは当分の間とか言

われてきた特例判事補制度が長続きして

臨司の意見書でもそういうふうに廃止の

方向が出てきたものを、今度は逆に、７

年とか８年にすればいいじゃないかとい

う、こういうのは髙木さんのおっしゃる

ように、私も極めて、やはり暴論に近い

お考え方じゃないかと思います。

【井上委員】確認しておきたいと思います

けれども、憲法では裁判官として 年10
10ということであって、判事補として

年ということではないのですね。裁判官

としての身分保障が 年あるというこ10
とでして、そこはちょっとずれがあると

いうことです。

もう一つは今、現行の制度を前提にと

いうことを強調されますけれども、その

現行の制度の枠組み自体も見直そうじゃ

ないかと、ほかのところではそういう議

論だったはずです。ですから、その意味

では、私は中身の当否は別にして、藤田

委員のような発想というのもあり得ると

思うのです。

問題は特例判事補なのですけれども、

私も何度も申し上げているように、特例

判事補という制度自体は、やはり非常救

済的な、あるいは臨時的なものとしてつ

くられたので、その意味では、いろんな

条件整備が必要ですけれども、将来的に

と言うか、できるだけ早くかもしれませ

んけれども、廃止する方向の方がいいと

思うのです。

ただ問題は、実質、実態の問題だと思

うのです。私も自分の経験から申します

と、特例判事補の人たちの研修などに付

き合ったことがありまして、特例判事補

といっても、なった直後の人と、終わり

のころの人とは大分違うのですけれど

も、私の感じでは、判事の方たちと比較

すると非常に失礼なのですが、ある意味

では非常にやる気があって輝いている時

期なのです。そういう意味では、 年10
というのも今すぐかどうかは別として、

その合理性等を見直すということもあっ

てもいいのかもしれません。

もう一つは、さっき竹下先生がおっし

ゃったように、判事補の人たちの士気な

のです。他職を経験するということを前

提にして、その期間を２年なら２年、あ

るいは３年なら３年として、それを差し

引いても７年そういう仕事をするという

と、なかなか士気の維持というのは大変

だなというふうにも思うのです。これは

副次的な問題ですが。

もう一つ、弁護士任官との関連で、弁

護士を 年経験してはじめて任官でき10
るということは、これも前にお話しした

とおりで、その辺はもう少し短くてもい

いんじゃないか。実質非常に、それによ

ってレベルダウンするということだった

ら今の制度を維持するべきなのですけれ

ども、その辺は虚心に、ある程度時間を

掛けて検討してみる価値はあると思うの

です。

【中坊委員】私は先ほどからも言っている

ように、判事、判事補まで含めた裁判官

も、まさに司法の中枢なんです。一番い

い人がなるべき職業なんです。だから、

私の言うように、確かに法曹になって、

弁護士なら弁護士あるいは検察なら検

察、その中で本当に一番いい人がなって

もらわなければいけないので、若いとき

が一番士気がいいんだというような議論

には決してならない。

今、言うように多数決で決まることに

抗して、道理を持って判断しなければい

けないというようなときに、経験がなく

してできますか。それは私だって今度は

逆に言ったら弁護士を 年間もやった10
大勢のイソ弁も見ております。また、裁
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判官だって預金保険機構へ行ったのも何

人かを知っています。それはそれぞれ立

派ですよ。しかし、やはり経験というこ

とから言えば、そういう経験を経てくる

中において初めて学んでくるわけですか

ら、その期限というのは絶対に必要な期

限だし、その中からその経験を踏まえて

一番いい人が中枢として司法を担うと、

とにかく両方の言い分を聞いて裁くんだ

からと、裁かれた経験も何もない人が突

然出てきて、それは士気があるからって

裁く人となったりしたら、それこそたま

ったもんじゃないです。

【髙木委員】今、井上さんが特例判事補と

なるのは魅力とおっしゃったけれども、

そういう面は確かに慣行的にはあるのか

もしれませんが、そもそも裁判所法上は

判事補というのは、そういう位置付けな

んでしょう。だから臨司のさっきの話じ

ゃありませんが、ああいう御意見が出て

。 、きておる それを逆に特例ということで

そういうふうに扱ってきた副産物がある

種の魅力になっているという議論だと思

うんです。ちょっと言い過ぎかもしれま

せんが。

【井上委員】それは言い過ぎですね。

【髙木委員】そういう意味から、今も議論

しておりますように、弁護士等の仕事も

経験されたらいいんじゃないですか。そ

ういう意味では、 年間ずっと判事補10
の仕事をするわけではない、経験の多様

化をやろうと言っているわけです。

だから、例えば、高裁の調査官なんか

には、まだなっておられる人がいないと

か、そんなようなことでいろんな判事補

の今の仕事の中身を見直すことだってで

きるはずでしょうと。そういうことで特

例判事補、ひどい言い方をしたら、便宜

的につくってきた仕組みが魅力だから、

それを直すのは駄目だという論理に魅力

論を持ち出したらおかしなこととなって

しまいます。

もう一つ、７、８年で変えていっても

いいじゃないかという話、それは憲法の

問題やらいろいろ出てくるのかもしれま

せんが、要は個々の特例判事補の人、判

事補の人に非常に優秀な人も、頑張って

おられる人もおられると思うんです。そ

ういう人をこういう議論で余りスポイル

したらいかぬとは思いますが、問題は個

々の裁判官の資質、能力の問題というよ

りは、判事の資質、能力の最低限という

のをルール的にどう担保するかという話

で、だから今お聞きしておるように、裁

判所法 条の現行 年というのを変え42 10
る理由が、どれだけ合理的に理由ありと

されるのか、その辺逆にお聞きしたいな

と思って、今の議論を聞いていました。

【井上委員】だから、そこを虚心に検討し

てみる価値はあるのではないかというこ

となのです。あるというふうに言ってい

るわけじゃなくて、そういう意見もあり

得るのではないかということなのです。

【竹下会長代理】それから、藤田委員の言

っておられるのは７年なら７年、８年な

ら８年経ったらみんな判事になるという

ことではなくて、その中で選別をして優

秀な者ならば一人前の判事として裁判が

できる判事にしてもよいのではないかと

いうことではないですか。

【髙木委員】一人前とは何ぞやということ

なんです。

10【竹下会長代理】そうですね。だけど、

年経たないと一人前にならないのだとい

うことも、またこれ一種の先入主みたい

なものですね。現在の法律はそういう考

え方でできているというのはそのとおり

ですけれども、それは絶対動かせないも

のかというと、必ずしもそうでもない。

【髙木委員】動かせないものでも、絶対と

いうものはないわけですから、それはニ

ーズがあればいいんだろうけれども、今

の議論の仕方は論理が逆さまだと思いま

す。魅力が必要だから論理が逆さまでも

何かすべきという話はおかしいと思いま

す。

【佐藤会長】大体議論は出尽くしたように

思います。いろいろなお考えがあるとい

うことが分かりましたけれども、しかし

かなり共通の基盤も強く出てきているん
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じゃないかという思いもするんです。も

しお許しいただければ、そろそろ締めく

くらないと。あと人事評価の問題ありま

すけれども、今日はもう時間がありませ

んので、それはあきらめたいと思います

が。この給源のところについては、こん

なところかなという取りまとめを。

【水原委員】その点について１点だけよろ

しいですか。

これはできる限り弁護士経験を踏むこ

とが望ましいだろうという意見を申しま

したけれども、これは相当の数の判事補

が弁護士事務所に行くことになります。

そうなりますと、個人事務所との交渉と

いうことではとても問題が大きく残りま

す。これは、弁護士会と裁判所とのよっ

ぽど緊密な連絡がないと難しいでしょう

ねということを、一言だけ申し上げてお

きます。

【佐藤会長】そのとおりで、これをやると

いうことは、従来とは相当違った局面に

入るんだという認識が必要だと思いま

す。

よろしいでしょうか。

【鳥居委員】今日で、これは終わりなんで

すか。

【佐藤会長】人事評価の問題は今日全然入

れずに残りますし、それから後でお断り

しようと思っていましたけれども、中間

報告で触れていますように、最高裁判所

の裁判官の任命の在り方についてもやは

り考えるべきで、それも今日は残ること

になります。ですから、これらについて

どこでどう議論するかについては、また

考えさせていただきたいと思います。し

たがって、今日ですべてが決まりました

と申し上げつもりは全くありませんの

で、その点は御了承いただきたいと思い

ます。

先ほど、最初に中間報告、それからヒ

アリングについて言及しましたが、それ

を経て今日いろいろ意見を交換していた

だいたわけであります。

まず第一に、これまでの運用について

の評価は様々あり得るだろうと思います

けれども、ここではこの点に関しどう評

価するかについて直接の課題とするので

はなくて、 世紀の在るべき司法とい21
う観点から見た場合に、判事補のほとん

どすべてがそのまま判事となり、事実上

判事の主要な給源となっていることは、

裁判所法本来の趣旨に照らしても必ずし

も適切なものではないということについ

ては、大体共通の認識、理解があるんで

はないかということであります。

そのような共通の認識、理解の下で、

改革の具体的な方策について検討した結

果、まずは判事補に、原則としてという

言葉でいいのかどうかは自信がありませ

んけれども、原則として弁護士など他の

法律専門職等、これには民間も行政庁も

含めているつもりであり、勿論検察、あ

るいは法学者でもいいわけですが、弁護

士など他の法律専門職種等の職務経験を

積んでもらうということを制度的に担保

する仕組みを整備する必要があるんでは

ないか、大体この辺のところに落ち着い

たのではないかという気がいたします。

そこで、その制度的担保の仕組みとし

て具体的にどういう内容のことを考える

かということになります。

一つは、いろいろ意見がございました

けれども、真に実のある経験と言います

、 、か そういうことをしてもらうためには

裁判官の身分を一応離れて、他の法律専

門職等の職務に就くこととするべきでは

なかろうかということであります。これ

は、北村委員もおっしゃった意識の問題

だろうと思うのですが、離れることによ

って意識が徹底するということもある。

そこは理解がいろいろあるかもしれませ

んが。

２番目に、その職務経験は相当程度の

期間のものであるべきだということであ

ります。４か月とか半年とか１年といっ

た期間は、あるいはちょっと短過ぎるか

もしれない。日弁連の御主張では５年だ

ったですかね。この辺、今のところでは

相当程度の期間というようにさせていた

だきたいと思います。
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３番目には、原則としてすべての判事

補が、この仕組みによって他の法律専門

職等の経験を積むことを制度的に担保す

ることを考えたらどうかということであ

ります。 条の改正をすべきかどうと42
かについては、いろいろな考え方がある

と思いますけれども、今日の段階では制

度的に担保するということでとどめてお

きたいと思います。制度的担保と言いま

してもいろいろな仕掛けがあると思うん

です。今日の段階はこの程度でいかがか

というように思っております。

、 、そして これに関連してですけれども

判事補についてこういう方向で考えると

すれば、弁護士、検察官等から裁判官に

、 、任官しようとする者についても 例えば

判事補とか、あるいは後でちょっと触れ

ますけれども、また、鳥居委員がおっし

ゃったことですが、調査官などとして裁

判所内部での職務経験を積んでもらうと

いうことも同様に、経験の多様化として

貴重なものがあるんじゃないかというこ

とを付言しておきたいと思います。

第二に、今日はもう当然のこととして

直接御議論いただきませんでしたけれど

も、従来から課題とされてきた弁護士任

官についてでありますが、最高裁もヒア

リングで今後推進すべく努めたいと言っ

ておられますし、日弁連も従来は個々人

に任せてきたけれども、弁護士会として

責任を持って取り組みたいというように

述べておられるわけであります。審議会

としては、両者のこうした姿勢は非常に

歓迎すべきことであると思われますし、

私個人としても非常に心強く思っている

次第です。願わくば、両者が具体的に話

し合われて、実効性のある措置を打ち出

していただきたいというように思いま

す。先ほど申し上げたように裁判官が身

分を離れて弁護士事務所等に行くという

のは、水原委員がおっしゃったように、

裁判所と弁護士会両者の緊密な連携がな

いとできる話じゃありません。ここのと

ころでも、両者の緊密な連携の必要とい

う同じような課題があるんじゃないかと

いうように思うわけであります。

さらに、検察官や法律学者からの判事

への任官についても、できるだけ推進す

べきだということについても、審議会と

して御異論のないところかと思います。

第三に、最後に御議論いただいた特例

判事補制度についてなんでありますが、

これは元来裁判官数の不足に対処するた

めの当分の間の措置であったというこ

と、法律上も当分の間というように書い

てあるわけでありますが、そういうこと

とか、あるいは、十全の権限を行使する

判事には、法律専門家として 年以上10
の経験、これも裁判所法の言っていると

ころでありますけれども、 年以上の10
経験を要求している裁判所法の趣旨に照

らせば、段階的に解消する方向で考える

べきではないかということであります。

いかにして解消するかということについ

ては、先ほど来、御意見の違いはありま

すけれども、そのことも含めていろんな

やり方を具体的に検討する必要がある。

一気にできる話じゃありませんので、や

はり段階を踏んでやっていかないと。判

事を大幅に増やすわけですから、その中

で段階的に解消していく方向で考えるべ

きではないかという辺りのところで、今

日のところは引き取らせていただければ

と思います。

【北村委員】今、先生がまとめられたこと

について、ちょっと意見を述べさせてい

ただきたいんですけれども、弁護士事務

所等という言葉で、弁護士からの裁判官

任官がこれから多くなってくるわけです

ね。

【佐藤会長】それを期待しているんですけ

れども。

【北村委員】中坊先生が頑張ってらっしゃ

いますから、当然多くなってくると思っ

ているんです。そうしますと、この判事

補の方を、そんなに弁護士の事務所、事

務所というふうに言う必要がないだろう

と。例えば、合議制によるときに、弁護

士から出た人と判事補から行った人と一

緒になってやればいいのであってという



- 80 -

資料１７－４

のが一つあるんです。だから、等じゃな

くて、なるべく具体的に、本当は弁護士

事務所云々と入れていただくと、分かり

やすいなという気がします。

もう一つは、職務経験とおっしゃった

んですが、等の中には職務経験というふ

うに一般的には言えないことも入るんじ

ゃないかなというふうに思うんです。例

えば、大学院に入るとか、留学するとか

というのは職務経験とは恐らく言わない

だろうというふうに思うんです。ですか

ら、そこのところの言葉の使い方をちょ

っと考えていただければと。

【佐藤会長】今日は、ざくっとしたまとめ

方でして、後で厳密な用語や表現ぶりに

ついて相談させていただきたいと思いま

す。またお諮りしたいと思います。

【井上委員】ちょっと質問なのですけれど

も、先ほど「付言して」と言われた検察

官、弁護士についても裁判所での経験が

必要だということですが、この付言とい

うのはどういう位置付けなのですか。議

論が全くなかったものですから。

【佐藤会長】先ほど、代理がちょっと触れ

られなかったですかね。弁護士だって多

様な経験というのがあってしかるべきじ

ゃないかと。もし引っ掛かるんなら。

【井上委員】内容に引っ掛かるのではなく

て、その位置付けなのです。会長の付言

だったのか、それとも審議会としての一

応の確認なのかという、その点の確認な

のですけれども。

【佐藤会長】行き過ぎなら、こだわりませ

んけれども。

【 】 、竹下会長代理 私は言いましたけれども

ほかの方は余り議論されていなかったの

は確かですね。

【佐藤会長】弁護士も多様な経験というの

は。

【井上委員】それが望ましいということな

ら・・・。

【佐藤会長】そんな趣旨です。

【井上委員】制度的担保とはおっしゃらな

かったですね。

【佐藤会長】だから、経験の多様化を重視

することも考えられていいんじゃないか

というような言い方をしたんですけれど

も。

【井上委員】そういうことなら結構です。

制度的なものにするということなら、も

っと議論しないといけないと思います

が。

【佐藤会長】おっしゃるとおりです。

【藤田委員】もう一つ質問ですが、判事補

制度で制度的担保が２回出てきましたけ

れども、先ほど意見として申し上げまし

たように、当該判事補の意思というもの

も無視できないと思いますので、その意

思いかんにかかわらずという意味でおっ

しゃっているわけではありませんね。

【佐藤会長】はい。

【 】 、中坊委員 先ほどもおっしゃったように

原則としてという言葉と引っ掛かってい

るように思うんですけれども、それでは

例外的という場合は、どういう場合を意

味されておるんですか。

【佐藤会長】それは、将来。

【中坊委員】原則としてというのが先ほど

から２回出てきましたけれども、それぞ

れの場合に、それでは例外的にどういう

場合を想定されて原則という字を入れら

れたのか。

【佐藤会長】立ち入ってそう深く考えたわ

けじゃありませんが、また、今日は直接

議論していないので適当かどうかは分か

りませんが、将来例えば、ロースクール

ができて、そして社会人の入学とか貴重

な経験をされてロースクールに入って、

司法試験に通ってというようなことだっ

てあり得るんではないかという気がする

んです。今の段階で、全部 ％しなけ100
ればいけないと言ってしまっては、やや

リスキーかなということで申し上げたわ

けです。今言ったようなことがふと頭に

浮かび、そういうこともあるのかなと思

って申し上げています。

【中坊委員】そういう場合、そうするとど

ういうことになるんですか。

【佐藤会長】ほかの経験も積んでいる者と

して考えて、判事に。
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【中坊委員】その辺の議論は、今日全然な

かったと思うんだけれども。

【佐藤会長】原則と言いますと、すぐ例外

はということになりますね。それは、こ

れからの議論で。

【中坊委員】その点は、私も別にこんなと

ころで余り異論を言っていても仕方がな

いと思いますけれども、やはりその例外

的という言葉の表現の意味をよく今後お

考えいただかなと、ちょっと分かりにく

いし、今おっしゃるようにロースクール

ができて、しかも社会的な経験があって

なった場合なんて、これ全く今日議論さ

れていないわけですから、それでそれを

想定されて原則だとか何とか言われてし

まうと、議論が全くないものになってき

ますから、やはりその点は御配慮して、

今日は一応時間もきたから終わらないと

いけないというのは分かりますけれど

も、その点はやはりお考えいただきたい

と思います。

【竹下会長代理】外部派遣先として、どう

いうものが望ましいかということを今日

詰めた議論をしていませんから、それは

やはり会長としては若干留保を取ってお

きたいという御趣旨だと私は理解したの

ですが。これはよい、これは悪いという

ふうに詰め切っていないわけです。

【佐藤会長】髙木委員から融和的過ぎると

いうおしかりを受けるかもしれませんけ

れども、今日の段階ではざっとこんなあ

たりでいかがでしょうか。

そして第四として、鳥居委員がさっきお

っしゃったことなんですけれども、これ

も余り今日立ち入って議論していません

が、新たな裁判所の調査官制度のような

ものも考えられていいんじゃないかとい

うことです。足腰の強い司法をつくると

いう意味でも、あるいは、裁判所外の者

がいろんな経験を積む方法としても、判

事補とは別に調査官というようなものも

考えてしかるべきじゃないかと。すべき

だと今日申し上げるつもりはありません

けれども。

そして、最後に、中坊委員が前々回お

っしゃったことですが、判事の大幅増員

を図る必要があるということ、これがい

ろんな問題を考えるときの大前提にある

ということを再確認しておきたいと思い

ます。その具体的な内容については、後

日法曹養成と法曹人口のところでまた御

議論いただくことになるかと思います。

ざっとこんなところでいかがでしょう

か。

【北村委員】もう一度確認させていただき

たいんですが、私と山本委員は少なくと

も研修でいいんじゃないかというような

意見を述べたんですが、それはもう消え

てしまったんですか。

【佐藤会長】研修の意味の取り方にもよる

んですけれども、一応身分を離れてとい

。 、うことで 研修だから専念できないとか

そういうことではないんですけれども。

【北村委員】そういうことはないと思うん

です。

【 】 。山本委員 戻る保障はあるわけでしょう

【北村委員】だからそういう意味で。

【佐藤会長】それはそうですけれども。

【井上委員】それと、裁判所の調査官の点

ですけれども、これは要するにその要否

自体をも含めて検討するということです

ね。

【佐藤会長】そうです。

【竹下会長代理】私は、個人的には賛成で

すけれども、ちょっと今日の議論はまだ

そこまで行きませんでしたね。

【佐藤会長】鳥居委員がおっしゃったこと

なんで。

【鳥居委員】前に何回か言ってはいるんで

すけれどもね。

【佐藤会長】こんなところで、まとめにも

なっていないとおしかりを受けるかもし

れませんし、逆にちょっとまとめ過ぎじ

ゃないかというおしかりも受けるかもし

れませんけれども、今後代理と相談しま

して、文章化してお示しして、そこでま

た御議論いただきたいと思いますが、一

応今日の段階ではこの辺の方向を目指す

ということで、大体大方の意見であった

というぐらいのところで、まとめさせて
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いただければと思いますが、よろしゅう

ございましょうか。

(「はい」と声あり)

【 】 。佐藤会長 どうもありがとうございます

今日はなかなかしんどい審議会でござい

ました。

人事評価についてはさっき申しました

ように、後で機会を見て必ず議論させて

いただきたいというように思います。そ

れから、最高裁判所の判事の任命に関し

てですが、これも後で御議論いただきた

いと思っております （略）。

第５８回審議会（平成 年５月８日）13
58【 】 、佐藤会長 それでは ただいまより第

回会議を開催いたします。

本日は、まず弁護士任官の推進につき

まして、最高裁判所及び日本弁護士連合

会から、今後の具体的な措置などにつき

ましてお話を伺い、そして意見交換を行

いたいと思います。そして、裁判官制度

、 、につきまして 最終意見の作成に向けて

更に私どもの意見交換を行いたいと思っ

ております。その次に、行政に対する司

法のチェック機能の在り方につきまし

て、意見交換を行います。そして、当審

議会としての考え方の取りまとめができ

ればと考えております。その後で、前回

お示ししました最終意見の項目案につき

まして、改めて皆様の御意見をいただき

たいと思います。最後に、私ども審議会

の最終意見を受けての、司法制度改革の

推進体制の在り方、さらに、その後の継

続的な司法制度の改革、改善の推進体制

などにつきましても、意見交換ができれ

ばと思っております。

というわけで、御審議いただかなけれ

ばならない事項が多うございまして、前

回は６時までになっておしかりを受けた

ことがありますけれども、今日はできる

だけ予定時間内にと思っておりますの

で、御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。

では、早速第１の議題でありますが、

弁護士任官の推進につきまして、最高裁

判所及び日本弁護士連合会から、今後の

具体的な措置などについて御意見をお伺

いしたいと思います。

本日は、最高裁判所から金築人事局長

に、それから日本弁護士連合会からは山

内副会長に、それぞれお見えいただいて

おります。お二人には本当にお忙しいと

ころ恐縮でございます。ありがとうござ

います。

それでは、最高裁判所、日本弁護士連

合会、そういう順番でよろしゅうござい

ますか。大体５分ぐらい程度ずつお話を

賜ればと思います。

【最高裁(金築事務総局人事局長)】審議会

からの「弁護士任官を推進するための具

体的措置の提案について」ということで

照会がございまして、これに対する回答

は、日本弁護士連合会と最高裁判所の連

名で提出いたしましたので、書面のとお

りでございますので、その内容について

改めて御説明するということは省かせて

いただきまして、裁判所としての若干の

補足をさせていただきたいと存じます。

裁判所は、２月 日の当審議会にお19
きまして、弁護士任官を推進するための

方策として三つのことを提言いたしまし

た。一つ目は、特定の専門的分野への任

官、二つ目は、弁護士任官者主体の部の

設置、三つ目は、弁護士任官者の研修の

充実ということでございます。

この三つの方策につきまして、当審議

会の最終意見を待つことなく、裁判所と

してできるところから実施に向けて動い

ているところでございます。

特定の専門的分野への任官につきまし

ては、任官に当たって、任官者の経験や

希望を聞きまして、これまでに家庭裁判

所とか知的財産権部へ配置するというこ

とを始めておりますし、研修の充実につ

きましても、これまでの研修参加者から

アンケートを行いまして、今後の研修の

充実を図るための検討をしております。

日弁連との間で開始した協議におきま

しては、これらの点を含めまして、この

提出しました書面に記載してある協議な



- 83 -

資料１７－４

いし意見交換事項として予定した事項に

つきまして、建設的な話合いを行ってい

きたいと考えております。

ところで、弁護士任官の拡充ができる

かどうかは、裁判官としての適性を備え

た優れた弁護士が、どれだけ裁判官にな

ることを希望するかということに掛かっ

ていると思います。裁判所といたしまし

ては、裁判官任官の適格性、可能性を持

つ弁護士が、どの地域、どういった事務

所に、どれぐらいおられるのか、そうし

た弁護士が任官する上での障害は何かと

いった点について、ほとんど情報を持っ

ていないわけでございます。

ただ、弁護士任官者等からお聞きしま

すと、任官に当たっての障害として、受

任事件の引継ぎの困難、顧問先、依頼者

、 、との関係の整理 事務員の解雇といった

事務所の閉鎖に伴う問題を聞くことが多

いわけでございまして、その点から言い

ますと、弁護士事務所の共同化、大規模

化が進めば、状況は改善されるのではな

いかというふうに予想しておりますけれ

ども、現状におきましても、一定規模以

上の事務所からの任官者確保の可能性を

意識的に追求する余地はないのかなとい

うふうなことも考えております。その場

合には、一定年限でまた弁護士に戻って

いただくというふうな形も考えていいの

ではないか、というふうに思うわけでご

ざいます。

今回の協議、検討、意見交換事項にも

入っておりますが、非常勤という形で弁

護士の方が弁護士の仕事をする傍ら、裁

判官の仕事をする制度ができますれば、

弁護士の側でも任官に応じやすくなるで

あろうということは、十分予想ができる

ところでございます。裁判所側といたし

ましても、常勤の裁判官に任官する候補

、 、者に まず非常勤で仕事をしてもらえば

その方の適性とか何かを見ることができ

るというメリットがございます。

ただ、この制度は、どういった形の制

度が考えられるかということで、憲法と

の関係もございますし、種々検討を要す

。 、 、る点がございます 訴訟以外の 例えば

調停主任の弁護士が非常勤で務めるとい

ったことでありましたら、余り問題なく

認められるのではないかと思いますか

ら、まずはそういったところから始める

ということも考えられるのではないかと

思います。

採用基準とか、採用の際の決定手続が

不明確、不透明であるということが、弁

護士任官推進の障害になっているという

意見が弁護士会側にあるようでございま

す。裁判官の採用基準、手続の問題につ

きましては、これも２月 日のプレゼ19
ンテーションにおいて述べたところでご

ざいますので、ここで繰り返すことはい

たしませんが、裁判所が提案いたしまし

た裁判官指名諮問委員会が設けられ、不

採用の理由開示を行うということになれ

ば、この問題は基本的に解決されること

になるというふうに思います。

手続で考えております点では、むしろ

弁護士からの任官希望者について、その

能力、適性を判定できる客観的な資料を

どういう方法で収集するかといった点

が、これからは重要な問題ではないかと

いうふうにも考えております。

いずれにいたしましても、弁護士任官

を推進するための実効性のある具体的な

措置は、弁護士側の実情や考えを十分伺

った上で考えていく必要がありますの

で、また、そのための協議を始めたとこ

ろでございますので、これを続けていく

中で具体策を打ち出していきたいと考え

ております。

、 、なお 判事補の他職経験の一つとして

弁護士事務所への派遣につきましては、

派遣形態の法的検討をまず行う必要があ

りますので、その問題点を詰めた上で、

開始時期、派遣期間、人数、希望者の確

定方法、事務所の確定方法等、具体的な

点についての弁護士会との協議を進めた

いと考えております。

以上でございます。

【佐藤会長】どうもありがとうございまし

た。それでは、日本弁護士連合会からお
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願いします。

【日弁連（山内副会長 】日本弁護士連合）

会副会長の山内堅史でございます。本日

は、弁護士任官推進のための具体的措置

につきまして、プレゼンテーションの機

会をお与えいただきましてありがとうご

ざいます。

まず、最高裁との協議について御報告

を申し上げます。日弁連と最高裁は、審

議会からの御指示に応じまして協議を行

い、本日お手元に配付されております回

答書のとおり、現段階での合意点をまと

めました。日弁連は、審議会から発信さ

れました改革の諸課題に関する提言につ

きまして、全力を挙げてこれを実現する

所存でおりますが、最高裁との協議につ

きましても、この提言の具体化に向けま

して、積極的に協議を進め、大きな成果

を得たいというふうに考えております。

次に、弁護士任官推進のための具体的

な措置につきまして、日弁連が考えてい

る点を御報告申し上げます。

第１に、２年近くにわたる審議会の審

議によりまして、弁護士任官を支える客

観的な情勢が大きく前進したというふう

に認識をしております。 まず、法曹人

口に関しまして、中間報告ではできるだ

け早期に、年間 人程度の新規法曹3,000
の確保を目指すこととされまして、日弁

、連も昨年 月の臨時総会におきまして11
国民が必要とする数を、質を維持しなが

ら確保するよう努めることを決議いたし

ました。これによりまして、弁護士任官

の量的な基盤が拡充され、多数の弁護士

任官者が生まれていく前提が整ったとい

うことができます。

また、裁判官制度改革の御審議におき

まして、判事の給源の多様化、多元化を

図り、判事補の他職経験制度の円滑な運

用や、特例判事補制度の段階的解消のた

めにも、弁護士任官が極めて重要である

ということが明らかにされました。その

結果、弁護士任官の新たな意義付けが明

、 、確になって 裁判所の人事制度の透明性

客観性の確保や、多様な弁護士任官形態

等の改革と相まちまして、弁護士任官へ

のインセンティブが高められることにな

りました。最高裁との協議におきまして

も、これらの点を含めまして、弁護士の

より任官しやすい環境を整えていきたい

というふうに考えております。

第２に、日弁連は、弁護士任官に関す

る基本方針を転換いたしました。すなわ

ち、これまで弁護士任官希望者を募って

これを待つという、言わば受動的な発想

をやめまして、能動的に個々の弁護士に

直接働き掛け、丹念に適格者を発掘し、

養成し、責任ある体制の下に適格者を送

り出していく、そういう方向に転換をい

たしました。

このような基本方針の転換に伴いまし

て、日弁連は以下に申し上げるような具

体的な取り組みを開始しております。

取り組みの第１といたしまして、適格

。 、者選考委員会を設置いたします これは

弁護士任官を抜本的に拡充するために

は、信頼性の高い方法で候補者を発掘す

る制度の整備が決定的に重要であるとい

った基本認識から、市民が参加する委員

会で適格者を選考するという制度でござ

います。この委員会からの働き掛けを受

けた弁護士が、任官をリーガル・プロフ

ェッションの使命として深く受け止め、

このような働き掛けを受けることを名誉

と受け取ることができるように、この制

度を信頼性のある、重みのあるものとい

たしていきます。

既に近畿弁護士会連合会では、市民委

員を加えた協議会で、候補者を調査、評

価した上で推薦する制度を設けて、実際

に活動を開始しております。

取り組みの第２でございますが、日弁

連の体制整備の点でございます。日弁連

は、質の高い候補者を永続的に送り出す

ために、弁護士任官推進基本計画の一環

といたしまして、継続的、系統的に弁護

士任官制度を運営、管理する組織体制を

検討しております。これは、任官候補者

の発掘、養成、そして任官時と退官時に

おける支援、下級裁判所裁判官推薦委員
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会の活動への協力といったことを行うも

のでございます。そういった組織体制を

整備いたします。

次に、弁護士任官をしやすくするため

、 。の 基盤整備につきまして申し上げます

第１は、過疎型あるいは都市型の公設

事務所の全国展開でございます。このよ

うな公設事務所は、弁護士任官の安定的

供給の基盤といたしまして、あるいはま

た任官者の退官後の受皿の拠点といたし

まして、極めて有用でございます。既に

大阪では、今年の３月に都市型の公設事

務所を開設いたしまして、活動を開始し

ております。第二東京弁護士会におきま

しても、この秋を目途に公設事務所を開

設し、東京弁護士会でも、本年度内に開

設を検討しております。今後こういった

形の公設事務所の全国展開によりまし

て、弁護士任官は大きく進むことが確実

でございます。

第２に、事件の新規受任を控えること

による収入の減少であるとか、事務職員

の退職金等の負担を少しでも軽くするた

めに、任官推進基金も有用であります。

東京弁護士会では、今年の３月にこのよ

うな基金を創設する決議を行いまして、

今年度内にこの基金の発足を予定してお

ります。

第３に、弁護士事務所の法人化とか共

同化、これも弁護士任官を促進する重要

な基盤でございます。日弁連は、本日午

前中の理事会におきまして、弁護士任官

を全会挙げて推進する決議を行い、取り

。 、組みの決意を新たにいたしました 既に

全国的なキャラバンとかシンポジウムな

どのスケジュールを多数予定しておりま

す。そして、弁護士任官推進基本計画の

策定を含めまして、全国の弁護士会を挙

げて総合的かつ継続的に取り組んでまい

ります。

日弁連は、以上のような任官推進に有

用なあるゆる措置を講じていくことをお

約束いたします。その結果、恐らく数年

を経ずして、弁護士任官状況は大幅に改

善されるものと確信をしております。

以上をもちまして、プレゼンテーショ

ンを終わらせていただきます。

【佐藤会長】どうもありがとうございまし

た。私どもの要望に応えられまして、早

速積極的に取り組んでいただいて、大変

心強く思います。

余り時間は取れないんですけれども、

、 、せっかくの機会でありますので 御意見

御要望あるいは御質問がありましたら、

委員の皆さんどうぞ。

【藤田委員】現在、弁護士から任官された

方については、希望しない限りは従来

の生活の本拠を離れないという勤務地

についての優遇措置がございますが、

これから弁護士任官を推進して、相当

多数の方に任官していただかなければ

いけないという状況でありますけれど

も、前回のプレゼンテーションのとき

に、現在以上の優遇措置は難しいとい

うお話でございました。しかし、現在

の勤務地についての優遇措置自体を維

持することが、不可能になるのではな

いかと考えますし、大幅に弁護士任官

を推進するということになれば、これ

を維持すべきではないというふうにも

考えられるわけであります。その点に

ついてどうかということを最高裁にお

尋ねし、もしそういうような優遇措置

の維持が不可能となった場合に、弁護

士任官の阻害要因になる心配はないか

ということを、日弁連の方にお聞きし

たいと思います。

【最高裁（金築人事局長 】現在の任官の）

要領によりますと、弁護士経験 年以15
上の方は本人の希望により住居地又はそ

の周辺の裁判所を任地とするということ

で、通勤できないところへは異動しなく

ていいという優遇措置を講じておりま

す。数が増えてまいりますと、それは維

持するのは難しいと思います。どうして

も、都会地の方に弁護士の数が多いわけ

ですので、都会地である首都圏・近畿圏

から地方へ任官していただく、あるいは

転勤をしていただくということがどうし

ても必要になってくる。そのことは、弁
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護士会との協議でも話合いをしたいと思

っております。

【 （ ）】 、日弁連 山内副会長 裁判官の給与も

弁護士と比べまして、それほど実質手取

り収入においては、大きな差はないとい

うふうに考えております。裁判官もそれ

なりの処遇を受けておりますし、仮に優

遇措置がなくても弁護士の経費控除後の

実質手取り収入と比較いたしまして、そ

。 、んなに大きな差はない したがいまして

その優遇措置の有無によって、任官が左

右されるということはないというふうに

考えております。

【藤田委員】勤務地に関する優遇措置に関

しても、心配はないということですか。

【日弁連（山内副会長 】そこの辺りは、）

具体的なケースの問題でございますの

で、基本的には、今申し上げたようなこ

とを考えております。

【藤田委員】分かりました。

【竹下会長代理】 最高裁判所並びに日本

弁護士連合会におかれましては、短時日

の間に、今日お示しくださったようなこ

ういうスキームをおつくりいただき、本

当に心から感謝したいと思います。

そのことに関連しまして、内容につい

て伺いたいことがございます。今、山内

副会長から、日弁連としても適格者を発

掘することに努めると言われ、そのこと

が非常に重要であるので、推進委員会を

もう一部では発足させておられるという

お話を伺いました。今日いただいたこの

ペーパーにも、そういう推薦機構を設置

するということが挙げられております。

私も、弁護士任官を成功させる最も重

要な、あるいは死命を制するほどの重要

性を持つ問題が、いかにして適格者を選

び出すかということであると考えており

ます。以前に、アメリカの例をこの審議

会の場で伺ったことがございますが、ア

メリカではＡＢＡ、これは我が国で言え

ば日本弁護士連合会に相当するかと思い

ますけれども、そこが各弁護士について

４段階評価をされて、例えば、類い稀に

適任である、エクセプショナリー・ウェ

ル・クオリファイドとか、大変適任であ

る、ウェル・クオリファイド、などとい

うような評価をされるということを伺っ

。 、たわけです 日本弁護士連合会としても

これは将来の問題ですから、今どうかと

いうことを伺っているわけではございま

せんけれども、そういった個々の弁護士

の評価制度のようなこともお考えになっ

ておられるのかどうかということをお伺

いしたいのですが、いかがでしょうか。

【日弁連（山内副会長 】個々の弁護士の）

評価制度、これは質の高い裁判官を弁護

士会が責任を持って推薦していくという

立場から、当然必要でございます。例え

ば、近弁連におきましては、当該弁護士

の相手方弁護士の意見、そういうことも

聞きまして、その他あらゆる資料を含め

まして、個々の候補者の適格性について

これを評価し、検証して、その上で推薦

していくという立場を取っております。

【竹下会長代理】その場合に、選ばれた人

だけの、言わば絶対評価と言いますか、

そういう評価方法ですと余り低い評価は

出てこないのではないかという感じがす

るのです。一定範囲の弁護士さんを評価

の対象にして、この方だったらファース

トランクとか、この方は第２ランクとか

いうようなことでないと、お一人だけ取

り出してこの方がいいか悪いかというこ

とだと、必ずしも十分ではないのではな

いかというのが１点。

その評価される基準のようなものを、

客観的にどういうポイントで評価をする

のかというようなことをお決めになられ

るのだろうと思うのですけれども、その

点についてはいかがでしょうか。

【日弁連（山内副会長 】これはおっしゃ）

るとおり、単独、一人の候補者について

の評価ではなくて、いわゆるマス、複数

の候補者をまさに発掘し、それからマス

としてセレクトしていく、殊に他薦、自

薦も含めまして、その上で評価をやって

いくということを考えております。です

から、一人だけ出てきたから、それを絶

対評価してどうこうということは、シス
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テムとして考えておりません。

【竹下会長代理】評価基準はいかがでしょ

う。

【日弁連（山内副会長 】評価基準は、当）

、 、然この中で調査 評価するわけですから

基準を設けなければいけないと思いま

す。これは、最高裁との間の任官基準、

そこ辺りも考慮に入れまして、その上で

これからその評価基準を定めていきたい

と思っております。

【竹下会長代理】どうもありがとうござい

ました。

【佐藤会長】ほかにいかがでしょうか。山

本委員どうぞ。

【 】 、山本委員 弁護士任官の拡大のためには

裁判所と弁護士会が忌憚のない意見を交

換していただくのは、大変大事なことだ

と思っております。これから、是非率直

な協力関係ができるように努力していた

だきたいと思います。

今、日弁連さんのお話を伺っていて、

ちょっと気になったことがありまして、

この弁護士任官というのは、弁護士さん

個人個人が自発的に裁判官になりたいと

か、そういう自発的な意思の発動という

、 。のが 基本的に一番大事だと思うんです

しかしいろんな制約があって、なかなか

スムーズには拡大が図れないというとき

に、おっしゃられたように弁護士会が中

心になって、候補者を探したり、あるい

は人数を集めたり、あっ旋みたいな仕事

をやっていくということが必要なのかも

しれませんけれども、これがずっと制度

として張り付きますと、かえって何かそ

れにおんぶした形のものになってしまわ

ないか。本質はやはり弁護士さん個人個

人の自覚ではないかと私は思うんですけ

れども、それを阻害すると言ったらおか

しいんですけれども、そういった意欲の

発意をスポイルするような、要するに仏

つくって魂入れずみたいなことになって

は困るのではないかという感じがしてい

るんです。今、竹下先生が言われたよう

な、アメリカのＡＢＡはそうやっている

じゃないかということなんですけれど

も、日弁連さんとして、毎年候補者を何

人か選定して、といったことを恒久的な

仕組みとしてつくられるというのは、ち

ょっと疑問に思ったんですけれども、そ

の点いかがでしょうか。

【日弁連（山内副会長 】おっしゃるとお）

、 、り 任官は飽くまで個人の自発的な意思

これが非常に大事です。ただ、それを誘

因する動機といたしまして、本人任せに

するのではなくて、弁護士として評価さ

れ、任官候補者として推薦されることが

名誉である、そういう雰囲気をまず弁護

士会全体に醸成する。その上で、そうい

う雰囲気の下で、機関から勧められまし

たら、その本人もそれを非常に名誉と受

け止めて、まさにそれが自発的な意思に

なっていく。そういう構成を取っていき

たいということです。

【山本委員】ある意味では、雰囲気づくり

のイベントみたいなことをやりたいとい

うことですね。

【日弁連（山内副会長 】イベントと言い）

ますか。

【山本委員】そういうことならよく分かる

んですけれども、恒久的にそういう仕組

みができてしまって、裁判所もそれに依

存する、弁護士会さんが弁護士会さんの

仕事として毎年それをやっていくという

ようなことになると、ちょっと本末転倒

になってしまうんじゃないかなという感

じがするんです。任官を志望する雰囲気

が行き渡るための一つの、言ってみれば

刺激策であるとか、そんなことならよく

分かるんですけれども。

【日弁連（山内副会長 】そういう意識を）

会員が共有しまして、それが定着して弁

護士とはそういうものだと、いわゆる任

官を勧められることは非常に名誉であ

る。これは単年度だけではなくてずっと

そういう意識、いわゆる公共の意識と言

いますか、それを弁護士全体がそういう

意識でもって弁護士になり、任官をして

いく。それは一時的なことではなくてず

っとそういう意識をみんなが持ち、その

上に立っていろいろな具体的な推薦、組
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織やら手段やら、これを考えていくとい

う構想でございます。それは可能である

というふうに思っております。

【吉岡委員】今の議論とも関わってくると

思うのですが、裁判官と弁護士とどっち

が魅力があるのかということが基本的に

あって、裁判官より弁護士の方が魅力が

あるから裁判官にならないという感じも

するんですけれども、今までも弁護士任

官制度はあっても、なり手が余りいない

という実態がありましたね。そういうこ

とから言うと、本当に裁判官に魅力がな

いのかというと、そうではなくて仕組み

にむしろ問題があるんじゃないか、その

仕組みに問題があるということからなか

なか任官しないという、そこに問題があ

るとすると、やはり弁護士会がいろいろ

な制度をつくって、推薦するだけでは、

なかなか喜んで裁判官になるというとこ

ろまでいかないような気がします。せっ

かく最高裁と日弁連がお話しになって、

いい制度をつくろうということでやって

らっしゃるんで、やはり受入れ体制とし

ての裁判所の在り方と言いますか、その

辺のところも考えていく必要があるので

はないかと思いました。

それと、数の点でどうなのかという御

心配がありましたが、一応年間 人3,000
法曹を増やしていくという合意を得てい

まして、前回でしたか前々回でしたか、

最高裁から中山局長がいらして裁判官も

増やしていかなければいけないというこ

とを言ってらっしゃるんですけれども、

そこで出てきている数字は 人だった500
と思います。それで検察の方が で1,100

3,000したか そういう数字から言うと、 、

人増えていって、必要としている増員枠

というのそれほど多くはない、そういう

ところからいくと、供給としては十分過

ぎるぐらいになるのじゃないかなと、素

人はそう思うんですけど、その弁護士の

ところはどうなんでしょうか。

【佐藤会長】それぞれよろしいですか。

【最高裁（金築人事局長 】弁護士任官希）

望者が少なかったのはなぜかということ

、 。については いろいろな見方があります

我々の方で考えている理由については、

。 、先ほど一つは申し上げました それから

仕事の面で弁護士をやっておられても、

裁判官としての仕事がすぐできるように

なるわけではない。現になっておられる

方でも、判決の面でも訴訟指揮や判断の

面でも非常に苦労しておられるという面

があります。それから、何よりもやはり

転職ですから、年配になりまして仕事を

変わるというのは相当大変なことだと思

います。私も、この方にはなっていただ

けるといいなと思う方に、どうですかと

いうお声を掛けたりすることもあるので

すけれども、いや私は結構ですとおっし

ゃるんです。ですから、裁判所の方でも

受入れ側としてできることはやるという

決意でおりますし、現在なられている方

も裁判所に来て大変よかった、温かく迎

えてもらっているというふうにおっしゃ

っていただいていますので、その点も御

認識いただければと思う次第でございま

す。

数の点は、確かに基礎の数が増えてく

れば変わってくるだろうと、状況は変わ

ってくるということは当然あろうかと思

っております。

【日弁連（山内副会長 】これまで任官が）

進まなかった原因には、いろいろあると

思いますけれども、私どもは裁判所の方

にも原因があったし、私どもの方にも足

りない点があったかと思います。ですか

ら、これは両方が相協力して、これから

改めていかなくてはならないというふう

に思っておりますが、弁護士の方から見

ますと、今回審議会におきまして、裁判

官制度を大幅にいろいろ改革をなさいま

して、私どもから見ますと裁判所がこれ

までのキャリア・システムから大きく変

わってくるという期待感が非常に大きい

わけでございます。

戦後の一時期におきましても、裁判所

に対する期待が非常に大きくなった場合

には、任官者も大幅に出てきたという実

例もございます。今回の審議会におきま
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して、裁判官制度が変わってまいります

と、弁護士の方はまさに正しく受け止め

て、任官者が大幅に増加していくだろう

というふうに思っております。

【佐藤会長】いかがでしょうか。時間の関

係もありまして、よろしゅうございます

か。最高裁、日弁連には、これまでこの

審議会のために何度もお出ましいただき

ましたけれども、あるいはもうこれでお

出ましいただくのは最後になるかもしれ

ません。ひょっとしたらということがあ

り得ないわけじゃありませんけれども、

これまで本当にいろいろ御協力いただき

まして、心からお礼申し上げたいと思い

ます。

ちょっと口幅ったいことを申し上げる

かもしれませんが、司法制度、 年以50
上続いてきたものを変えるということは

大変な事業です。小さい司法とか言われ

ますけれども、見方によれば巨艦だと思

うんです。巨艦が方向を転換しようとい

うことは、並大抵のことではない。そし

て、また長い航海になるだろうというよ

うに思うわけでありまして、三権の一翼

を担われる最高裁判所としても、非常に

御苦労が多いことかと思います。それか

、 、 、ら 日弁連には 法曹人口が大幅に増え

その中で自治の実を上げながら、今日お

話されたようなことも含めて、様々な課

題をこなしていただかなければならない

ということで、非常に御苦労が多いこと

かと思いますけれども、私どもの意のあ

るところをくんでいただき、これからも

よろしくお願いいたしたいと思います。

本日は、本当にどうもありがとうござ

いました。

（略）

【佐藤会長】ありがとうございます。最終

意見の作成のときに御参考にさせていた

だきます。

給源の方はいかがでしょうか。判事補の

。 、他職経験のところでありますが さらに

時間の関係もありますので、特例判事補

制度のところも含めてやっていただいて

結構です。

【竹下会長代理】私が最初に発言するのは

適当ではないかもしれませんが、９ペー

ジの上の３行目にマル２がございます。

そのうちの最初の（マル 「真に実の）、

ある経験を積ませるため、裁判官の身分

を離れて他の法律専門職等の職務に就く

。」 、こととするべき というところですが

これは前からいろいろ問題があるところ

、 。で いろいろ条件があったと思うのです

、 。まず 本人の承諾が必要なのではないか

憲法上の身分保障があるから必要なので

はないか。それから、これは必ずしも全

員の意見が一致していたわけではないか

もしれませんけれども、年金等いろいろ

な処遇上、不利益を受けることがないと

いうような条件が付いていたと思うので

す。ところが、こういう書き方ですと、

無条件に裁判官の身分を離れて他の法律

専門職に就くということが決まったよう

に読めてしまうので、そこはここでの了

解とは違っているのではないかと思いま

す。それだけ念のために申し上げます。

【佐藤会長】そのことは皆さん、念頭に置

いていらっしゃったのではないかと思い

ます。確かに代理もこの趣旨のことをお

っしゃっておられまして、非常に重要な

事柄なんですけれども、やや付随的な問

題のような気もします。

【竹下会長代理】本質的な問題ではないけ

れども、それぞれの個人にとっては重要

な問題ですから。

【藤田委員】今のところにも関連するんで

ありますけれども、判事補に弁護士等、

他の法律専門職等の職務経験を積ませる

ことを制度的に担保するとありますが、

、 、議事録によりますと 会長のまとめでは

弁護士、そのほかに検察官もあり、行政

庁、民間企業の経験、あるいは最高裁等

は留学等も含めて、そういう幅の広い経

験を積むということがいいのではないか

という趣旨をおっしゃっている。その

「等」の中に入っているのかもしれませ

んけれども、弁護士だけを例示している

と、そういうニュアンスが出てこないの

で、もう少し具体的にお書きいただいた
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方がいいのではないか。

その次の、裁判官の身分を離れて他の

法律専門職等の職に就く。これは弁護士

事務所に行って弁護士経験をするのに、

弁護士の資格がなければ、お客様で実の

ある体験ができないからということで、

弁護士事務所に行くときには弁護士の資

格で行くのがよいとは申し上げましたけ

れども、それ以外の今申し上げたような

幅広い場合について、裁判官の身分を離

れるというような議論はなかったのでは

ないかと思います。

それから、期間の点でありますが、こ

れは弁護士任官を日弁連も最高裁もいろ

いろ努力していただいているわけであり

ますけれども、その弁護士任官の飛躍的

な拡大ということが裏付けとしてない

と、迅速で適正な裁判を受ける国民の利

益が害されるということもあります。期

間の点については、議事録では会長は４

か月や半年や１年程度では足りないかも

しれないという言い方をされております

けれども、そこら辺のいろいろなほかの

諸条件を勘案して期間が決まってくると

思いますので、そういうニュアンスを出

していただければという気がします。

【佐藤会長】今３点にわたりまして御意見

が開陳されましたけれども、関連してど

うぞ。

【鳥居委員】今のお話の２番目は、自分の

記憶では、諸官庁に出るとか、一般企業

に出るとかということを申し上げた記憶

もありますし、何人かの方からそれは出

たと思うんです。あとはそのやり方だと

思うんです。やり方なんですけれども、

こんなことを最終意見の中でどう表現し

たらいいか分かりませんが、私立の企業

や学校から、公の職に移る時とても困る

のです。

一つの便法として、私どもの大学の場

合には、転籍扱いというのをやっている

んです。今度私のところから閣僚が一人

出ていますが、今までの制度ですと、退

職しないと閣僚になれないんです。そう

じゃなくて、転籍扱いにしまして、向こ

うの仕事が終わったら帰ってきていいこ

とになるわけです。会計検査院長もうち

から出ているんですけれども、これも転

籍なんです。

同じように、逆にそれに準ずるような

何らかの仕組みが裁判官職についてもあ

って、転籍という方法で外に出る。そし

て、外での経験を積む他職経験の時期が

終えたならば戻ってくる。その転籍とい

うことの含意は、例えば、公的な社会保

障とか、様々なものは、継続性を持たし

ておくというようなことが含意なんです

けれども、要するに、身分は完全に離れ

るんだけれども、帰ってきてからの身分

は保障される。そして、転籍中の留守の

期間について不利益を被らないというこ

とが制度的に考えられればいいんで、余

りここで身分を離れることを単純化して

考えて、議論を難しくしない方がいいん

じゃないかと思うんです。

【佐藤会長】転籍の場合は、公的な何かに

限っているんですか。

【鳥居委員】今のところは公的なのに限っ

ているんですが、将来はまさに学校の先

生がしばらくの間、企業の役員をやって

帰ってくるというのも転籍でいいんじゃ

ないかと思います。あるいは団体の役員

をやるとかね。

【竹下会長代理】そういう制度ができれば

本当にいいですね。

【鳥居委員】日本はそういう柔軟性を導入

しませんと、日本の社会のダイナミズム

が出てこないと思うんです。

【竹下会長代理】 全く同感です。

【山本委員】 ケース・バス・ケースじゃ

ないでしょうか。民間企業などで受け入

れる場合には、給料を国の方で持ってい

ただいて来てもらうとか、そういうこと

もあるでしょうから、一概に身分を離れ

てしまうという決め方は硬直的だと思い

ます。

【髙木委員】一般企業の感覚で言えば、他

のところで人件費を負担されている人

は、お客さんということだと思います。

我々が何でこういう議論をしてきたかと
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いうと、できるだけよい判事さんを得た

い、そのためにはどうすれば良いか、判

事補制度の現状をどう評価するかは別と

して、そういういい判事さんを得るため

に、他職経験というか、そういうことを

してもらうことが一つの方法として有効

なんじゃないか、そういう議論をしてき

たと思っています。そうすると、その他

職経験の実効性を高めるためにどういう

やり方がいいんでしょうか、論議の筋道

としてはそういうことだろうと思うんで

す。

そういう意味では、留学の話があった

、 、けれども これは他職経験というよりは

お勉強だと私は思うんです。例えば、外

国のローファームで実務をやられると

か、外国の裁判所で実際に裁判実務、国

の制度が違うので、そう簡単に行くのか

どうか私はよく分かりませんが、そうい

うことなら、海外に出ることが全部お勉

強というか、いわゆる学生的なお勉強で

はない面があるなら、それはそれで対象

に考えたらいいんだろうと思うけれど

も、実質的に、いわゆる留学というのは

勉強なんです。それも法律的・学問的な

勉強中心の留学、そりゃその国の生活慣

習やら何やら覚えてこられるかもしれな

いけれども。そういう意味では、留学と

いうのは、ここで言う他職経験ではない

。 、と思います あるいは民間企業の場合も

この弁当持ちは、お客さんですよ。何か

その人にちょっと仕事をしてもらってミ

スしても、責任を問うかと言ったら、お

客さんはしようがないですかなというこ

とになる。そういう意味では、民間企業

に行かれるなら、皆さん法曹資格を持っ

ておられるわけだから、きちんと弁護士

登録されて、弁護士として民間企業に出

ていかれて仕事をするという形にすれば

良い。現に例えば、判検交流でも、法曹

資格内の移動をされて、仕事に就いてお

られる。そういう意味では、いろんな経

験をしましょうということを、いかに実

質的、効果的にそのレベルを高くするか

ということだと思います。そういうとき

には民間企業に来て仕事をしてもらう場

合、給与は高い低いはいろいろある。裁

判所でもらっているものと同じだけ払わ

ないというところは、うちはそういうこ

とではお受けできませんと言えばいいん

で、来た以上はちゃんと仕事をしてもら

って、その代わりに仕事をする上で起こ

ったことについては自分で責任を持って

もらう、そのくらいの覚悟を持ってやっ

ていかないと、余り意味がないじゃない

かなと思います。

【山本委員】他職経験とおっしゃるけれど

も、よりよい裁判官をつくるためのキャ

リア・パスだと思うんです。ですから、

身分の如何を問わず、受け入れた民間企

業の使い方にかかるわけです。給料を出

したってお客様扱いすることだってある

わけですから、そこのところは余り形に

とらわれない方がいい。

それから、海外留学などはうんとやっ

てもらった方がいいと思います。勉強だ

とおっしゃるけれども、勉強は大事だと

思います。

【中坊委員】先ほどから出ているように、

私たちは、その点は大体合意してきたと

思って、意見も一致していると思うんだ

けれども、要するに、裁く立場ばかりを

継続していて、 年経てば判事になる10
ということはおかしいということになっ

て、その前にほかの職業に就いてもらっ

て、それから判事というものになっても

らいましょうということで一致してき

た。その真意は、まさに髙木さんのおっ

しゃるように、裁かれる立場、そういう

ものを本当に実効あらしめるためには、

まさに身分を離れてなるのが一番骨身に

しみて分かるという意味において、身分

を離れてということに達した。

先ほども藤田さんのおっしゃるよう

に、それを制度的にどう担保するんです

かということには、確かにいろいろ裁判

所の方も直すとか直さないとか、いろい

ろあったかもしれないけれども、それを

制度的にどのようにしますかというとこ

ろまでも、我々は一致してきたんで、確
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、 、かにその意味では より質の高い裁判官

より質の高いということは、まさに国民

の側から、裁かれる、利用する国民の立

場から見てのものなんだから、普通の国

民の立場になっていくということが前提

なんです。そうならば、身分も裁く方の

立場から、裁かれる側の一般の利用する

立場に一旦なってもらって、その上で今

度は裁く方の立場になってもらいましょ

うという意味では、我々はおおまかに一

致していたと思うです。

【竹下会長代理】その裁く、裁かれるとい

う点ですが、中坊先生は前々からそう言

っておられるし、髙木委員も同じ御意見

かもしれませんが、そうでない意見の方

が私はむしろ多いのではないかと思うの

です。要するに、法律家として、いかに

キャリアを豊富にして、成熟させるか、

それが大事だということだと思います。

【中坊委員】だから法律家としてというの

は、要するに、基本的に言うたら、なぜ

判事補という裁く立場のまま継続してい

ってなったらおかしいということかとい

うことになれば、そういうことの受ける

立場ということに、民間企業であれ、行

政庁であれ、一当事者として参加してい

くという意味では、裁かれるという言葉

が余り気に入らないようであれば、利用

、 、する側に立って 立場の交換をしないと

意味がないんじゃないかということは、

大体みんなも一致していたんじゃないで

すか。

【石井委員】判事補の外部派遣制度という

ことについては、基本としては、知識と

か経験の多様化を図るということであり

ますから、弁護士事務所に行くのも大変

結構なことですし、海外留学とか、企業

とか、そういうところへの出向も検討し

ていただくのも良いのではないかと思い

ます。

このようなことは何か月も前に申し上

げなければいけなかったことであります

60が 例えば 商工会議所などでも 昭和、 、 、

年くらいから、毎年十数人の判事補の方

々を研修という形で受け入れておりま

す。既にかなりの数になっているわけで

あります。経団連でも恐らく同じ様に受

け入れられていると思いますが、そうい

うことが行われていることもほとんど知

られておりませんし、今まで審議会で話

題に上ったことも全くありません。本当

だったらヒアリングなどをしたら良いと

は思いますが、今はそのような時期では

ありませんので、事務局の方で少々お調

べいただいて、ごく簡単に、これにより

どういう成果が出て来ているかというこ

とを教えていただけたら、これから先の

制度を考える上で大変役に立つことでは

ないかと思っております。

【藤田委員】中坊委員の御意見は分かるん

ですけれども、私が幅広い体験を判事補

にしてもらった方がいいと申し上げてい

たのは、そういう趣旨ではなくて、裁く

立場に立ち続けていても、裁かれる者の

心情を理解できる人もいれば、裁かれる

立場に立っても、裁かれる人の心情が理

解できない人もいる。要するに、その人

の人間性の問題ではないかということを

何遍か申し上げているわけです。幅広い

経験をした方が視野が広がるし、人間と

しての深みも出るしという意味で、弁護

士、検察官、行政庁、企業等の経験をす

るのがいいのではないかということで申

し上げているわけです。

それから、髙木委員のおっしゃった留

学の問題なんですけれども、裁判所でや

っている留学にはいろいろなものがござ

いまして、終始大学で勉強するのもある

んでしょうけれども、裁判所と弁護士事

務所を回って研修をする、あるいは１年

大学に行って、残りの期間を実務をやる

という留学もございますので、そういう

意味では、幅広い体験を積めるという内

容であろうかと思います。

言い落としましたので、特例判事補制

度の方も申し上げますと、本来、特例の

制度というのが応急的な趣旨であること

から言えば解消に向かうべきだという点

は正論だと思いますけれども、何度か申

し上げているように、キャリア・システ
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ムの国でこういうような判事補制度とい

うのが設けられている国はありません。

それから、現在 年が必要とされてい10
るということがありますが、現在特例判

事補たちが支部等で健闘しているという

ことを申し上げましたけれども、判事の

任命資格について、どれだけの年限を要

10求するかというのは 今の裁判所法の、

年という期間が適当かどうかということ

は法制度も含めての全般的な検討という

ことをやっているわけですから、やはり

その検討の範囲内に入れていただければ

と思います。

【髙木委員】今の人間性論は、人による、

中には裁かれる人の心情が理解できない

人もいる、しかし、そういう人に裁かれ

る者の身になってみてくださいという議

論に抗し切れないんです。できるだけそ

ういうことのない人にレベル高く裁いて

いただきたいというのが国民の普通の願

望です。

例えば、学校の先生でも教職資格を取

られて、就職されたけれども、教えるの

が苦手な人がおるんです。今度はルール

改正で、教えるのが苦手な人は、教える

現場ではなくて、ほかのところで働いて

もらいましょうというふうに、多分、今

の国会にそういう法案が出ていると思い

ますけれども、そういう意味では人間性

論だと言ったら、今までの議論は成り立

たないんで、教わらないでも人間性をよ

く分かっている人ばかりならいいけれど

、 、も そうではない人もおられるんだから

できるだけそういうものに近づいていた

だく道程として、いろいろみんなで知恵

を絞って、こうしていったらいいんじゃ

ないかという議論をしているはずだと思

います。

それから、留学にもいろいろあるんで

しょう。では、行って、向こうで具体的

な事件を持たれて、実務を自分でこなさ

れてということで、もしおやりになって

いる部分があったら、それは別に留学と

いう名前を使わなくても、向こうで弁護

士の仕事をしておられますでいいんだろ

うと思うんです。

一般的な語感として捉えられる留学と

いうのは、勉強に行かれるということだ

ろうと思います。もしどうしても留学が

不可避だというんなら、 年の外でお10
やりになったらいいんで、 年の判事10
補経験、あるいはいろんな資格による経

験を課しているわけですから、留学に行

くなら、その留学期間は別途にカウント

、 。されて 年という期間には入れない10
今までの論議の筋からすると、それがオ

ーソドックスな論理のとらえ方ではない

か。それから、竹下先生が言われたこと

は分からぬでもないですが、本人の承諾

という要件、これは職業選択の問題とか

いろいろあるのかもしませんが。

【佐藤会長】身分保障ですね。

【髙木委員】そういう他職経験をしてくだ

さいということがルールの対象であると

したら、それを拒否する選択が正当化さ

れるというのは私はないんだろうと思う

んです。

【佐藤会長】そこは既に議論しておりまし

て、判事の任命のときに考慮するという

ことですね。その趣旨を明確にすべく、

裁判所法を改正するべきだ、いや、最高

、 、裁規則でもいいんじゃないか あるいは

さっき議論した諮問委員会ですか、この

種の委員会の判事選考のルールとして考

えればいいんじゃないか、等々のレベル

の議論だったと思います。

【髙木委員】今会長からお話をいただいた

ので、もう言いませんが、もう一つ、処

遇上のことも、確かに身分保障は必要、

しかし所得保障まで、この他職経験とい

うのが本来すべきなのかについては議論

があるところだと思います。

【 】 、竹下会長代理 それはそうですけれども

先ほど鳥居委員もおっしゃったように、

その個人にとっては非常に大きな利害関

係を持つのですから、それを全然考慮し

ないというのは、制度の組立てとしては

乱暴なのではないですか。

【鳥居委員】私が申し上げた転籍というの

、 。は 所得保障はほとんどの場合しません
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【竹下会長代理】所得保障ではなくて、先

ほどの社会保障とか何かです。

【佐藤会長】年金とか何とかですね。

【竹下会長代理】所得保障はできないと思

います。

【吉岡委員】転籍という考え方はとても面

白い考え方だと思って伺っていたのです

けれども、基本的には身分を離れるとい

う考え方で行かないと、どこへ行っても

お客様になってしまうという問題がある

ような気がいたします。

、 、それから 留学についてですけれども

確かにアメリカに行ったときも、ロース

クールにいらしている方がいらっしゃい

まして、どこの裁判所ということも伺っ

たんですけれども、報酬を保障されて、

それでいらしているという場合に、他職

経験とは言えないのではないかと思いま

す。 少なくとも職業という考え方で言

えば、勉強するのは職業ではありません

し、どこかのローファームなり裁判所な

りで働く、そこで収入を得るということ

でないと、他職という職業の経験にはな

らないのじゃないか。基本的にはそうい

う考え方でないといけないのではないか

と思います。

これは国内留学でも同じことでして、

どこかの大学院に留学をしたというよう

なことも含めて、では、他職になるのか

ということになると、利用者の立場から

言うと、とてもそれは納得できるもので

はない。特に裁判官の場合は、国のお金

ですから、むしろ税金でということにな

りますから、それはなかなか容認されな

いことだと思います。その辺は配慮する

必要があると思います。

それから、もともとなぜ他職経験が必

要となったかというところに戻って考え

てみますと、今の裁判官はほとんどは給

源としては判事補ということになってい

て、しかもその判事補は決められた階段

を上がっていくので、非常に視野が狭い

のではないか。そういう意味から、人間

的な幅を持つ意味で、いろいろな職業の

経験をするということだったと思います

し、基本的には弁護士などを含めた法律

専門職種等のという、そういうことだっ

たと思います。

ですから、余り他職経験が、どこでも

いいんだということになってしまうと、

ちょっと違うんじゃないかと思います。

、 、それから 期間についてですけれども

１か月や２か月では、相当の期間とは言

えないというのは当然ですけれども、や

はり経験をして、そこの場での経験とし

て身に付くというか、分かるためには、

２年でも無理だろうと思います。やはり

十分に分かって、そこの場の機微が理解

できる。そのためには、私は少なくとも

。 、３年は必要じゃないかと思います ただ

他職で何か所かを３年、３年とやってい

ると、 年経ってしまうということに10
なりますので、そこまでは申しませんけ

れども、少なくとも 年の中の３年以10
上くらいは他職経験をしていただかない

といけないのではないかと考えておりま

す。

幅広いという意味では一つでなくてい

いと思いますけれども、一応。

【北村委員】今、何を決めようとしている

のかというのがよく分からないところが

ありまして、今の議論というのは、前に

やった議論の繰り返しになっている部分

があると思うんです。前のところで今の

ような吉岡委員の意見も出てまいりまし

たし、他職経験だけじゃないんだから、

他職経験等とか、法律専門職だけじゃな

いんだから、法律専門職等となっている

んじゃないかと思うんです。これをもっ

と明確にした方がいいということなんで

しょうか。それとも、そういう「等」と

いう形で、一応議事録を見ても、こちら

を見てもそうなっていると思うんですけ

れども、何を。

【佐藤会長】より明確に御認識いただけれ

ばということです。

【北村委員】そうしますと、前に申し上げ

た意見を繰り返して申し上げないと仕方

がないと思うんですけれども、私は今の

弁護士事務所、日本の弁護士事務所とい
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うもので、すべての弁護士事務所がそう

いうような形になっているとは限らない

なと思う部分がありまして、それが専門

性の問題と、国際性の問題、確かに弁護

士事務所の中では渉外事務所みたいにそ

ういうことをやっているところもあれば

やっていないところもあると思うんで

す。

今の裁判官に欠けているのも、この専

門性、国際性じゃないかなと思います。

そうしますと、これを補っていくとい

うことが必要であろうと。そうなると、

外国での留学経験等を踏まえるというこ

とも一つの選択肢で、全部外国ばかりに

行って、国内の方に誰も行かないという

ことを申し上げているんじゃなくて、い

ろいろな裁判官が必要になってくるだろ

。 、 、う 専門性も 日本の研究所であったり

企業であったり、また、弁護士事務所で

積むということも可能でしょうし、そう

いう広い経験というものを要求したのが

このときの議事録のまとめなんじゃない

。 、 、かなと それに反対する方と 私だとか

石井委員などはそういうことは必要であ

ると言った部分なんじゃないかなという

ことなんですけれども、何かはっきりで

きなくてすみません。

【石井委員】外国に行ってもらうというの

は、何と言っても今日本が、一番欠けて

いると言われている国際感覚とか国際性

を身に付けてもらうというのが最大の目

的であります。そういう意味で学生だと

どうも駄目だというお考えをお持ちの方

もいらっしゃるとは思いますが、私は逆

に言いますと、学生でないと国際性は身

に付きにくいのではないかと思っており

ます。

一般の会社、又はローファームでも良

いとは思いますが、そういうところへ入

ると、日本にいるのと同じ感覚で、お客

様扱いになってしまい、実際の仕事もな

かなかできないのではないでしょうか。

それから向こうへ行って、いきなり弁護

士の仕事をやってみろと言われても、語

学力の点で普通では絶対についていけな

。 、いと思います 語学が達者な方であれば

それはそれで結構なことですが。一方、

学生として行けば、向こうの学生と同格

に扱われますので、かえって本人にとっ

て厳しい環境に置かれることになりま

す。

そういうことで、国際性を身に付けて

もらうという意味では、単なる留学でも

私は良いと思っております。皆さんの中

、 、には御心配もあるようですから 例えば

２年行かせるとすれば、１年間、一生懸

命勉強してもらって、修士とかロースク

ールの学位とか、どういうものが取れる

のか分かりませんが、それを取ってもら

う。あとの１年間、向こうで実際の研修

を積んで帰ってくる。そういうことを、

もしやっていただけるのであれば、そう

いう考え方を取り入れた方が良いのでは

ないかと考えています。

【井上委員】私も前に言ったことを繰り返

すだけなのですけれども、私が申し上げ

たのは、判事となるのにふさわしい幅広

い視野とか、違った視角から物を見ると

いうことが必要だろう。しかし、一人の

人にたくさんのことを要求することはで

きないですから、いろんな経験を積んだ

人や、いろんなバックグラウンドの人が

集まってくることにより、裁判所全体と

して多様性を持たすということではない

かと思うのです。実際的に見ると、弁護

士事務所に行って経験を積むというのが

主流というか、大きな流れになるという

ことは、どなたも異論がないことなので

すけれども、それ以外にどういうことが

あるのか、そういう問題だろうと思いま

す。

その際に、これは北村先生などもおっ

しゃったのですけれども、法曹とか法律

の世界だけで物を見るだけでいいのか、

それ以外の経験も重要なのではないかと

いうことがあると思うのです。

、 、さらに もう一つバリアーがあるのは

、 、実際の職業に就いて 給与をいただいて

実社会の経験を積まないといけないのか

どうかということだと思うのです。
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その点で今、石井委員がいみじくも言

ってくださったのですけれども、大学と

は限らないのですが、何か一つのことを

深く勉強する、あるいは幅広く勉強する

という人もいてもいいのではないか。そ

して、それは、外国もあれば国内という

こともあると思うのです。大学人だから

言うわけではないのですけれども、そう

いう人もいてもいいのではないか。それ

をあえて排除するまでのことはないので

はないか。大きな流れとしては皆さん一

致しているわけですから、そういうふう

な感じを持っています。

【中坊委員】また前説を繰り返すようです

けれども、今本当に司法が国民から信頼

されているかどうかというのが、今回の

司法制度改革の大きな問題になっている

のです。その中核である裁判官に、より

質の高い人になってもらわなければなら

ないということでこの問題が論じられ

、 、て より質が高いかどうかということは

まさにだれが判断するかと言えば、利用

する国民主権の主権者が判断するのだと

いうことに、我々は大きな意味では合致

してやってきたと思うんです。

そういうことで言えば、私の言うてい

るように、判事補というものを 年間10
継続するということは何を意味している

かというと、言葉は嫌いかもしれないけ

れども、少なくとも裁くという、裁判官

と同じ仕事をしてきて、そのままそれが

判事になるという、そこに基本的な問題

点があって、利用する立場から見たらそ

れでいいかというのが問題になってきた

のです。そのことから、いろんなほかの

経験を、判事補という立場だけじゃなし

に、ほかの経験を積んできてもらいたい

ということになった。

確かに今おっしゃるように、何も弁護

士事務所に必ずしも限らない。それが主

流にはなるでしょうけれども、それにも

限らない。まさに法曹の資格を持って行

政の分野に、あるいは企業法務に行かれ

ようが、そこに行かれてやっていただい

て、そういうことの実績を持っているこ

とが、藤田さんのおっしゃるように、ま

さに個人としては、身分を離れて経験し

たからといって身に付くとは限らないと

思います。しかし、まさにそういう経験

を持っているということが、国民をして

信頼させるということにつながっていく

んだから、そういう意味において、我々

は他職経験ということを要求し、同時に

そのためには、身分を離れて行ってもら

うのが一番実質化するんじゃないか、こ

ういうことで我々の議論をしてきたと思

うんです。一番最初に石井さんがお尋ね

になったように、今、裁判所が現に企業

とかあちこちに人を派遣している。その

実績を事務局でも一遍調べてくださいと

いうことをおっしゃいました。私は率直

に言って、これに関係しています。

ということは、私は大手の新聞社の顧

問をしています。そこでは毎年裁判所か

。 、ら人が来ていただいております しかも

何人かの人がずっと今までも継続して行

っています。それを新聞社側がどう見て

おるのかということ。それから、裁判官

自身がそれではどう思っているのか。あ

るいは企業に行かれた裁判官がどう思っ

ているのか。その双方から私は聞いてい

ます。

率直に言って、先ほど髙木委員のおっ

、 、しゃったように まさに新聞社にしても

来られた方は、皆さんはお客さんとして

遇しておって、一定の期限が来られたら

お帰りになるという人として遇している

のであって、それ以上に、まさに新聞記

者としての仕事をしているとは受け入れ

る側は思っていない。まさにお客様とし

て人をお預かりして、お返ししていると

いう感覚なんです。

本人の方にも私は聞きました。どうい

う場合に聞いたかというと、弁護士任官

というのを進めていましたし、裁判所と

の間で平成２年に初めて弁護士任官とい

うことを制度化するということで、対話

集会というのをやったことがあるんで

す。その中で何人かの裁判官が裁判所の

外へ行かれて、自分は物すごく参考にな
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。 、 、った 企業に行って 営業の仕事もした

こういう仕事もしたと言われた。

ここで大事なのは、まさに藤田さんの

意見と同じことになるんだけれども、行

った人の感覚と、それを受ける側、まさ

に全国民というか、利用する立場の感覚

というのは、全く違うんです。その人は

。 、何も悪気がないです 一生懸命やったり

自分も参考になったと思われています。

しかし、それを本当に受ける側の国民が

そうだと見ているかということです。そ

れは明らかに差があるんです。受けた側

は、自然にお客さんとしてしか遇してい

なくて、給料も裁判所からもらわれるん

だから、新聞社も別に出さないし、お客

さんだということになっていますし、私

自身は裁判所から来られた方と懇談会も

やっています。まさに実体はこの目で見

てきているんです。新聞社に派遣された

何人かの裁判官と会合して会ってきてい

る。その人が言うことと、新聞社の立場

というのも両方とも聞いて分かっている

んです。

そこで必要なことは、行く人の感覚と

いうものと、それを受け入れる一般国民

の立場とがどれぐらい違うかということ

をここではっきりさせていかないといけ

ないのです。だからこそ我々として、身

分を離れて、少なくともその立場になっ

ていましたよということが、私は非常に

必要な要件だと考えるのです。それなく

しては、基本的に国民が裁判官を信頼す

るということにならない。これは非常に

重要な視点だろうと思うんです。

【石井委員】今、中坊先生がおっしゃった

、 。点 全くおっしゃるとおりだと思います

中坊先生は両方御覧になったわけです

が、裁判所の中には、そういうことを経

験してきた人と、経験していない判事補

がいるわけです。それを比較してみて、

外の経験をしてきた方が良いとか、全く

意味がないとか、そういうことを既にデ

ータとしてまとめているのでしょうか。

さっき申し上げたのは、その辺を知りた

かったからであります。

【中坊委員】石井さんのおっしゃる点は、

確かに人によりますということです。一

概には言えないんです。

【髙木委員】今、石井さんがおっしゃった

13のは、今日も机上においてある平成

年２月 日付け「 裁判官制度の改革』13 『

について参考資料」の４ページ辺りにあ

ります。中身は私コメントする立場じゃ

ありませんから。

特例判事補の問題で、先ほど藤田さん

からも御発言がありましたけれども、こ

の間最高裁の方からは、地裁本庁の単独

事件を、７、８年未満の判事補に担当さ

せないようにすることで、それを 年10
くらい掛けて実現するというような御説

明があったと思いますが、特例判事補制

度のそもそも論は大方の合意ということ

で、段階的に解消すべきものじゃないか

というのが合意されてきたと思うんです

が、そういう合意を踏まえて考えれば、

この間の最高裁の御提案は私は論外だと

感じているわけです。

段階的解消というのをごく普通の日本

語として読めば、いつごろまでに、どう

いう過程を踏んで解消していくのかとい

うことを考えるのが段階的解消の日本語

的な意味だろうと思います。皆さん方に

日本語の解説をしておしかりを受けます

、 、けれども そういうことを考えたときに

そういう議論をしますと、弁護士任官は

どうなっているんだというお話がありま

すから、私は過渡的には、 歳の定年65
の延長等も少しやることも含めて、人の

問題はいろいろ対策が立てられると思い

ます。弁護士任官について今日は日弁連

と最高裁のお話がありまして、どこまで

のことなのか、もう一つ成果が分かるよ

うなレベルにまで論議が深まっていませ

、 、んが ともかく特例判事補制度について

この制度は、法なり憲法、特に裁判所法

の考えている精神からしても、飽くまで

も過渡的なものであったものが残ってい

るのはおかしいということで議論してき

たはずなんで、その議論にそぐわない、

あるいは最高裁の御説明だと、そこは論
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議は踏まえているという御主張かもしれ

ませんけれども、 年くらい掛けて、10
７、８年云々という議論は、私は段階的

解消の本旨を歪めた議論だという感じで

す。

【竹下会長代理】髙木委員も既に言ってお

られるように、段階的解消と言っても、

いろいろな条件が整わないとできないわ

けです。その一番有力なのが弁護士任官

なので、今日もお話があったとおりなの

です。ですから、今の段階で一定の時期

を決めて、計画的にやれと言ってもこれ

はできない話なので、だからこそ前回の

取りまとめで会長が段階的解消という程

度にとどめておきましょうと言われたわ

けです。そこはもう意見の一致したとこ

ろでしょう。

【髙木委員】段階的解消というのは合意で

きているわけですね。そうなら、逆に言

えば、その段階的解消ができるだけ早く

できるための条件をどうやって整備を

し、どういう領域でどんな努力をそれぞ

れの方々にお願いするのかと、そういう

アプローチで議論するのが正鵠を射てい

るのではないかなと思います。

【佐藤会長】時間ももう４時になんなんと

しております。ただいまいろいろ御議論

を伺って、２月 日の議論を思い出し27
ているところであります。そのときいろ

いろ伺って、苦労してと言ったら、司会

者として当たり前だと言われればそれま

でですけれども、口頭で取りまとめまし

た。いろいろお立場があり、お考えがあ

るということは今日改めて認識しました

、 、けれども この取りまとめをもとにして

こういうように考えようということで御

理解いただけませんでしょうか。

そして、他職の経験ということですけ

れども、この取りまとめでは、弁護士な

ど他の法律専門職種等の職務経験とあっ

、 、て 等が付いていて何なんですけれども

これを基本にしながら、今日もいろいろ

言及された留学の問題も考える。留学と

言ってもいろんな形態があるかもしれな

い。石井委員がおっしゃったようなこと

もあるかもしれない。ですから、およそ

言葉として留学が駄目だということでは

ありませんけれども、法律専門職種とし

ての他職経験ということを基本にして、

それに匹敵するくらいのものじゃないか

ということであれば、それを排除するま

でもないというように思うんで、その辺

で今日のところは御理解いただけません

でしょうか。

【髙木委員】追加させていただきたいんで

すが、以前判事補の在り方論のところに

発言させていただいたこともあるんです

が、そもそも判事補というのは、裁判所

法上の裁判官ではありますが、そもそも

どういう役割を担うものですか。臨司や

らにいろいろ書かれてきたことからしま

したら、勿論アメリカと仕組みが違いま

すから同列に論じられないと思います

が、ロークラークの議論も、これは鳥居

先生も当時おっしゃられたと記憶してい

ますが、そして裁判所の従来の調査官と

はちょっと違うのかもしれませんが、私

自身は判事補制度もゆくゆくはなくなっ

ていくべきではないかという主張をかつ

てさせていただきました。一応判事補は

残すんだということで大方の合意になり

ましたから、それ以後そのことは申し上

げておりませんけれども、新しい形の裁

判所調査官みたいな形態も、ただし法曹

資格を取られた方が就く内容のものとし

ての設計の仕方、あるいは仕事のしてい

ただき方もあるんじゃないかと思ってい

ます。

具体的なイメージまできちっとできま

せんけれども、そんな意見も、更に御検

討いただくようお願いしたいと思いま

す。

【佐藤会長】この取りまとめでは、新たな

調査官制度の整備云々と述べて、今後の

検討課題であろうとしております。すべ

きだとか、断定的に強く言っているわけ

ではありませんけれども、これから一つ

の制度の在り方として、検討に値するん

じゃないかと、このペーパーで記述して

おります。代理も前におっしゃり、鳥居
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委員もおっしゃっています。足腰の強い

裁判所をつくる上で生かし方もいろいろ

あるんじゃないか、それを裁判所に考え

ていただくというサインとして。

【髙木委員】そういう検討課題ということ

は入れておいていただきたいなと思いま

す。

【佐藤会長】分かりました。ほかの点、例

えば相当期間といっても、どのくらいな

のかという問題があります。私は１年で

はちょっと足らないんじゃないかと申し

上げておりますし、日弁連の方は５年く

らいは必要だと言っているわけですが、

これも議論し出したら難しいことで、今

日の段階では相当期間ということでとど

めておきたいと思います。相当期間です

から、１年はちょっとなという思いはあ

ります。２年か３年かなという、それは

私の個人的な思いでありますが、相当期

間ということにさせていただいて、原則

としてすべての判事補が法律専門職種の

他職経験をしていただく。しかし、それ

に匹敵するようなものもいろいろ考えら

れるかもしれない。今日の段階で、これ

はよくてこれは駄目だということを決め

ることは難しいと思います。いろんな考

え方がありましょうから、今日の段階で

はこの程度でとどめさせていただけませ

んでしょうか。

【山本委員 「裁判官の身分を離れて」と】

いうのは、このまま生きるわけですか。

【佐藤会長】そうです。

【山本委員 「原則として」というのは入】

らないのですか。

【竹下会長代理】それはさっき私が申し上

げたように、いろいろな条件が満たされ

たら、という前提です。

【山本委員】この（マル）は身分を離れて

というところだけの意味がある。そうい

うことですね。

【佐藤会長】ええ。

【山本委員】そこが今議論になったわけで

すから。

【佐藤会長】だから、真に実のある経験を

積んでいただくためには、裁判官の身分

を離れると。これはそういうことです。

【山本委員】これは譲らないということで

すね。

【佐藤会長】譲らないというか。

【竹下会長代理】いろいろな条件が付いて

いるのです。

【佐藤会長】こういう場合だったらいいん

じゃないかということだって、あり得な

いわけではないと思います。

【 】 。山本委員 大いにあるんじゃないですか

【佐藤会長】大いにあるというと話がやや

こしくなる。

【 】 、藤田委員 先ほど申し上げましたように

弁護士事務所に行く場合には、弁護士の

資格を持って弁護士の仕事をすべきだと

いうことで、身分を離れることに賛成し

たんですけれども、行政庁とか民間企業

に行く場合も他職経験の中に是非入れて

いただきたいと思うんですが、そういう

場合には、裁判官の身分を離れるという

前提ではなくなりますから、その辺はや

はり弁護士、あるいは検察官の純粋法律

専門職種になる場合には、裁判官の身分

を離れるという形にしていただければと

思います。

【佐藤会長】弁護士として行く場合もある

が、藤田委員がおっしゃりたいのは、弁

護士としてではなくて行く場合ですね。

【藤田委員】例えば、外務省の現地の大使

館に行く場合には書記官で行きますし、

外務省の局にいる場合には検事の資格で

行くということはありますけれども、民

間企業や留学の場合は判事補のままで

す。民間の兼職の一覧表が出ております

が、お客様という話がありましたけれど

も、報道機関は２週間か３週間の短期研

修ですからね。

そういう点で、例外なしに必ず裁判官

の身分を離れてと言われると、ちょっと

引っ掛かるんです。

【佐藤会長】そこは、さっきの法律専門職

種の場合と同様に、基本としてこれがな

いと、制度的担保を決めたことの意味が

どこにあるのかということになりますの

、 、で そういう関連で受け止めていただき
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これに匹敵するものがあるじゃないかと

いうことになれば、それを閉ざすわけで

はないということで、今日のところはお

さめさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。最後

は多少強引におさめてしまいましたけれ

ども、今日のところはこれで御辛抱いた

だきたいと思います （省略）。

第６０回審議会（平成 年 月 日）13 5 22
（略）

佐藤会長 そうしたら ページの 裁【 】 、 「76
判官制度の改革」の方に移らせていた

だきたいと思います。

ここのところもいろいろな御意見が寄

せられているところでありますが、ま

ず、 ページから ページに掛けての76 77
ところについてお願いします。

【竹下会長代理】ここは「法律専門家とし

ての多様な経験を積ませる」というと

ころについて 「法律専門家として」と、

いうことに限定をすることに反対であ

るとしてその文言を削除すべきだとの

意見、逆に、裁判官の身分を離れてと

いうことを枠内に入れるべきだという

意見がたくさん寄せられました。

【藤田委員】たくさん意見を出しておりま

すけれども、皆さんがお考えになってい

る以上に全国の裁判官、特に判事補は非

常に深刻にこの問題を受け止めておりま

して、判事も判事補を通過してきている

人がほとんどありますから、判事補制度

というのは共通の問題であります。他の

委員の方々の御意見を拝見いたしまして

も、判事補の多様な経験を必要とすると

いうことは結構なことであると、それは

そうなんですけれども、弁護士、検事の

他に、行政官とか民間企業とか、あるい

は留学という御意見もありましたけれど

も、そういうようなものも記載していた

だきたい。

そういうことになると、必ずしも法律

専門家とか法律専門職という類型に入ら

ないものも出てきますから、そういう表

現を削った方が実態に合うのではないか

というようなことを申し上げました。こ

の点については、他の委員の方々の中に

も支持していただいた方々がおられまし

た。

後は、特例判事補制度ですが、判事に

なるためには 年間の法律専門家とし10
ての経験を要求している。これは現在の

裁判所法の趣旨はそうでありますけれど

も、何度か申し上げましたように、キャ

リア・シテスムを取っている国でこうい

うような制度がないということです。特

例判事補制度解消の方向で検討するとい

うことは結構なんでありますけれども、

一方において判事補の経験が 年でな10
ければだめなのか。私の考えでは、特例

判事補制度が行われて何十年も経ってい

るわけでありますが、現在の各地、特に

離島、僻地で司法を担っている特例判事

補の実態を考えますと、少なくとも７年

ないし８年の判事補経験があれば、その

適格性がある者を判事に任命していくと

いうこともいいのではないか。そういう

意味でいろいろなところで立法論も考え

ているわけでありますから、判事補から

判事の任命資格を再考する余地はあるの

ではなかろうか。

それと、他職経験は確かに有益であり

ますし、私自身も行政官を経験して大変

勉強になったということを申し上げまし

たけれども、この点については、あくま

で憲法上の問題があるということで、法

的な判事への任命資格という形にはしな

いということが大方の意見であったよう

に思います。したがって、その意味で判

事補から判事への任命という表現では、

誤解を招かないかということをるる意見

書で申し上げておりますので、御勘考い

ただければ幸いでございます。

【北村委員】この裁判官制度の改革のとこ

ろは、５月８日の日に最終報告のまとめ

を前提にしてとかということで、ここで

詰めたと思うんです。結局、あれは詰め

られたのか、詰められなかったのか、非

常に意見が分かれてしまいまして、曖昧

な形にはなっているんですが、一応あれ
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はまとめを前提としてということなんで

すから、このまとめの部分というのは、

５月８日で一応確認されたことというの

を前提にして、まとめていただきたいな

というふうに思うんです。

そこで初め私は意見を書いておかなか

ったんですけれども、今日５月 日の22
日付で、もしそこのとこをずっと直して

いくんだったらどのような形になるかと

いう文書を提出させていただいて、これ

は５月８日の日のそれを前提にしている

つもりなんですけれども、やはり自分の

意見と他の人の意見とが違っているとき

に、どうだったのかというので、ひょっ

としたらそういうようなことではなかっ

たんではないかという御意見があるかと

思いますが、山本委員が出されているよ

うなこととそんなに本質的に違いはない

んじゃないかというふうに思っておりま

す。

せっかく、あそこで時間を取ってやっ

たんですから、そういうような形でのま

とめにしていただきたいなと思っていま

す。

【竹下会長代理】具体的には、いわゆる他

職経験の中に行政庁とか企業とか、外国

留学も含めるべきであるということです

か。

【山本委員】身分を離れるかどうかという

議論もありましたね。他職経験というの

が、法律専門家という意味が強くなると

こういうトーンなんでしょうけれども、

もっと一般的に、刑事裁判の中にも社会

的な常識を入れようというわけですか

ら、何も法曹の世界だけに余り固執する

必要はないんじゃないかと考えているん

です。

【中坊委員】そういう御意見もあったのは

事実でしょうし、しかし、弁護士とか検

察官とか当事者としてこれに参加すると

いう経験が中心である、基本であるとい

うことまでは一応合意されていたと思う

んです。

それ以外に、それと同視すべきものが

あるんだろうかということになって、今

おっしゃったような他の留学とかいろん

な話が出てきて、そこは議論が詰まらな

かったので、その例外として、それに相

当するようなものがあるかどうかについ

ては、まさにこの文書に書いてあるよう

に、具体的内容については更に検討する

必要があるということで、会長がおまと

めになって、それがそのとおりこの文章

、 、になっているんだから 私はこの文章で

当日のおまとめのとおり書かれておると

私は理解します。

【藤田委員】他職経験を要求する理由とし

て、裁かれる立場に立たなければだめだ

という中坊委員の御意見は分かりますけ

れども、そういう意味で他職経験を入れ

ようというコンセンサスができたわけで

はないというふうに考えます。

、 、もし その点に疑義があるんでしたら

もう一遍それぞれの委員の御意見を確か

めていただければと思いますが、私は行

政官の経験が有益であったと申し上げま

したけれども、むしろ法曹三者以外の経

験をする方が役に経つ。留学は非常に有

益だという山本委員や石井委員の御意見

もありましたけれども、むしろ法曹を外

から見るという意味で裁判官の幅を広げ

るのに役に立つのではないか。そういう

前提で他職経験を考えておりますので、

その点は中坊委員のような前提がコンセ

ンサスであったとは認識していないわけ

であります。

【髙木委員】これは５月８日にやりました

ね。最後、会長がそういうまとめを踏ま

えて、この原案ができていると思うんで

す。私もいろいろお願いしたもの、私の

お願いした通り書いてくださらないとこ

ろがいっぱいありますから、そのことに

ついて一々申し上げませんが、できるだ

け質の高い裁判官を獲得していきましょ

う、そういう中で経験の多様化を図りま

しょう、経験の多様化というときに、単

にお客さんでなく、実質的に経験の多様

化と言えるもの、それも法律専門家とし

て有益な経験をしていただいたらいいじ

ゃないですかと、その辺までがコンセン
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サスだったと思うんです。

確かに石井さんからも留学の話が出

て、留学も全部が全部駄目だということ

ではないという話もありました。

【佐藤会長】中身次第だと申し上げた記憶

があります。

【髙木委員】企業経験も、前に裁判所で作

っていただいた資料の中の例などでは、

ここで言う経験の多様化に当たらないよ

うな例が今まではありましたね。例えば

１週間行かれるとか、１か月行かれると

か、そういう次元のものじゃなくて、本

当の意味で企業やお役所に行かれるの

も、実質的に、例えば弁護士事務所に行

って、ある期間やられるのと、ほぼ等値

できるような経験を、という議論には大

方の委員は御異論なかったと思うんで

す。そういう意味でこのの書き振りは、

「原則として」と、原則論はこういうこ

とですという書き方になっているわけで

す。経験の多様化というのを制度的にも

ちゃんと担保しましょう、絵にかいた餅

にしないようにしましょうということも

、 、合意をしてきたわけですから 先ほど来

直せだの直さないだのいろいろやってま

いりましたけれども、では、こういうこ

とで直しなさいと言ったら、また、そこ

できゃんきゃんやらなきゃいかなくな

る。

先ほど北村さんも、５月８日の日に、

まだこんな議論をしなきゃいけないのと

言われましたね。私は今日は５月８日の

北村さんの気分でこの議論に臨んでいま

して、そういう意味では次の特例判事補

の問題についても、段階的になくしてい

きましょうというのは合意だったと思い

ます。藤田先生、７、８年たったらそう

いうのはあってもいいんじゃないかとい

うのもおっしゃられましたけれども、そ

もそもの臨司のときの議論も含めまし

て、特例判事補問題については、これも

弁護士任官との関係があったりとかいろ

、 、「 」んなことがあるし だから 段階的に

、 、と言葉が入っているわけで 解消という

それがいつごろまでにできるかというの

は、今、最高裁と日弁連とお話しになっ

ておられる弁護士任官の状況だとか、先

ほど 年だかで議論になりましたこ2010
との延長線上の話とか、いろんなことが

関わっているんでしょうけれども、これ

ももう一度今のような御議論だというこ

とになったら、そもそも論に関わってし

まう話じゃないかと思います。私はそん

な感じで今の御意見を聞いておりまし

た。

【吉岡委員】おっしゃることはよく分かり

ますが、特例判事補はもともとが暫定的

に作ったもので、それが何十年も続いて

しまっているという、そういうのが現状

です。ですから、段階的に解消すると言

っている以上は、それがまた何十年も続

くということがないようにお考えいただ

きたいというのが一つです。

それから、違うことですけれども、同

じ ページの１行目のところで「実の77
ある経験を積むにふさわしい相当程度長

」 。 、期の期間 という表現があります ただ

「 」 、この 相当程度長期の期間 については

私の記憶では、数か月や１年では足りな

いという意見があったと思います。その

辺が、やはり「相当程度長期の」と言っ

たときには、かなりの期間が必要だと思

いますし、それから他の今までの議論の

中では数値をはっきりと出すという議論

が多かったと思うのですが、そういう意

味では私は３年くらいが適当と考えま

す 「相当程度長期」の解釈の仕方がか。

なり幅があるのではないかと思いまし

て、これでいいのかということを申し上

げます。

【井上委員】私もさっきのところは、修正

意見を出したんですが、他の方とおそら

く趣旨がやや違っていて、その理由を自

分のペーパーに書いておりますけれど

も、要するに、他職経験というのは、主

としては、弁護士を始めとする法律職で

あろう。しかし、それ以外にも、いろん

な経験があっていいのじゃないか。おそ

らく、それが、我々の合意したところじ

ゃないかなと思うのです。
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その場合に、まとめの文章の「法律専

門家としての経験」という表現が、法律

職だというふうに読めるものですから、

そうなると、ちょっと決め付け過ぎるの

ではないか 「原則として」という語句。

がどこにかかるのかにもよりますが、私

などは「原則としてすべての」と、そっ

ちの方にかかると読んだものですから。

後ろの方にかかれば、ちょっと違うのか

もしれませんけれども。

【佐藤会長】法律職というが、例えば行政

にいったときは。

【井上委員】企業で言っても企業法務とか

に限定されてしまうので、むしろ他の営

業とかをやってもいいじゃないかと思う

。 、のです 主としてはいいんですけれども

それ以外にもあっていいんじゃないかと

いうことです。

、 、ですから 髙木委員が言われたように

法律専門家としてふさわしいと言います

か、そういう意味だとすれば、目的なん

です。あるいは判事補という立場でとい

うことなら別なのですけれども、経験す

べき職の方、あるいは経験の内容を限定

しているようにも読める。そうだとする

とちょっと趣旨とずれてくるので、そこ

の表現振りを工夫すべきだろう。対案は

ないのですけれども、そういう趣旨で意

見を出したつもりなのです。

【水原委員】井上委員のお出しになったこ

の意見書、私も趣旨としては同意見でご

ざいます。やはりなぜ他職経験を積んで

もらわなければいけないのかというとこ

ろから入るべきだと思います。

そうしますと、これは ページの最74
初の・のところ 「検事に、一定期間、、

その身分を離れ、一般の国民の意識・感

覚を学ぶことができる場所（例えば弁護

士事務所等）で執務させることを含む人

」 。事・教育制度 ということが書いてある

「他職経験」というのは、一般の国民の

意識・感覚を学ばせるということが大事

だと思うんで、そういう趣旨が生かされ

るような記述があるといいのかなという

気がいたします。

【佐藤会長】ここも、さっきの裁判員制度

のところとやや似たような問題がござい

まして、皆さんそれぞれのお考えがある

ところを大方の意見ということで、２月

日に、一応口頭でまとめましたけれ27
ども、その後その意味などについてなお

御意見があり、もともとそのときは後に

文書にして正式にお掛けしたいと言って

おったものですから、そうしたこととも

関連して、５月８日に再度この問題につ

いて御議論願ったわけであります。文書

としてお示しできなかったんですけれど

も、その趣旨を確認する議論をしていた

だきました。人によっては、何回も同じ

ことを蒸し返すような議論をしたんじゃ

ないかという御不満もおありだったろう

と推測しますけれども、そこでも最終的

に、口頭でしたけれどけも、私が申し上

げたことは、結局、２月 日の線を再27
確認したと言いますか、その意味をより

はっきりさせることができたというもの

でございまして、それを受けて、この原

案を作成させていただいたわけでありま

す。

藤田委員もおっしゃった立法論として

の７年、８年の問題も確かにあるし、そ

れから、髙木委員もおっしゃったと思う

んですけれども、特例判事補を今直ちに

やめるということはできないとしても、

段階的に解消に向けて着実にやっていく

べきという議論もあったりして、こうい

うまとめ方になったので、今日のところ

は。

【藤田委員】会長、会長代理の御苦心はよ

く分かるんでありますが、これは裁判官

にとっては大変な問題でございまして、

現在、司法制度を支えている裁判官の士

気にも関わることてございます。５月８

日に議論をいたしまして、そして、いろ

いろ御苦心の結果、これを作っていただ

いたわけでありますが、それに対して最

終的に皆さんの意見として、意見書が出

ているわけでございますから、それを御

勘案いただいて、これが動かし難いもの

であるということではなくて、少し柔軟
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にお考えいただければと思います。

【竹下会長代理】私も原則的に皆さんの支

持を得られれば一番よろしいと思うので

すが、ここはかなり多くの方から御意見

が出ているので、妥協案ですけれども、

この枠の中は「職務以外の多様な経験」

ということにして 「法律専門家として、

の」というのを消す。しかしそうは言っ

ても、本文の方では、判事補が裁判官の

身分を離れて弁護士や検察官その他の法

律専門職としての経験を積むのが基本な

のですよとの趣旨を明らかにするため、

こちらはこのままにしておくというのは

どうでしょう。

【中坊委員】それはちょっと違って、括弧

の中に意味があるんだから、ちょっとお

かしいんじゃないですか。

【佐藤会長】さっき、井上委員がおっしゃ

ったことと関連して、井上委員の御懸念

のように受け取られるとなんですので、

そこはいいワーディングがあるかどう

か、もうちょっと検討させていただくこ

とにしましょう。

【井上委員】そこはそういう限定するとい

う意味ではないんですよということが分

かるようになればいいと思います。

【 】 、髙木委員 井上さんがおっしゃったのが

本質論として大きく外れてなければ。今

まで議論してきた筋をね。

ただ、今の井上さんの議論を聞いてお

って、では、社会経験を積んでから司法

試験を受けて、通った人はＯＫありみた

いなね。

【井上委員】そうじゃなくて、これは。

【 】 、髙木委員 あなたの議論を聞いていると

営業でも何でもいいということも言われ

たから、判事補から判事になる道程でど

ういう経験を、ということをやっぱり明

確に言わないといけないと思います。判

事補になるのに、必要な経験を明確にし

た上で、それ以外の経験も、というなら

ば、その期間を通算しなくていいという

ことならいいですよ、それであれば何さ

れてもいいわけだ。

【井上委員】でも、そういう別の意見もあ

ったわけでしょう。

【髙木委員】そういう議論になるから、き

ちんと本質論を担保したことでないとい

けないと申し上げているのです。藤田さ

んが裁判所の中の判事補の皆さんの気持

ちなど、いろんなことを御心配されてい

るだろうということは分からんでもない

んですが、経験の多様化は裁判所の皆さ

んのためにもなるんじゃないか、それを

逆に何でそんな心配されるのか。だれも

知らんことをやるときは、心配ではない

というわけではないけれども、現状を変

えていこうとして現にいろいろ指摘され

ているわけだから、それはしんどくても

受けてチャレンジしていかないといけな

いだろうと思うんです。

【藤田委員】他職経験を積むことに反対し

ているわけじゃないんで、弁護士、検察

官以外に、行政官とか民間企業を入れる

べきではないかという御意見が多数出て

いるわけです。

裁判官としての身分を離れてという点

も、行き先によって違うということがあ

る。先ほど井上委員がおっしゃったよう

に、この本文の中の「原則として」はす

べてに関わっているとしか読めないんで

す。だから 「原則として法律専門家と、

しての多様な経験」というならまだ分か

るんですが、後ろの方の「法律専門家と

しての多様な経験」というのは限定が付

いていない。そうすると、弁護士、ある

いは検察官という経験でなければいけな

いということになる。制度的に担保する

ということが入っているわけですから、

これは資格についての法律の規定に入れ

るわけではないでしょうけれども、これ

は非常に重いことですね。

ですから、そういう意味で限定の仕方

にも神経を使っていただきたいというこ

とであって、他職経験、多様な経験を積

むということが裁判官として成長してい

くためにプラスになるということを否定

するつもりでは毛頭ないんです。

【井上委員】まとめにならないかもしれな

いですが、法律専門家として有益な経験
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。 、でないといけないと思うんです そして

その有益な経験というのは具体的に何か

というと、それは主としては弁護士さん

を中心とした法律専門職種である。そこ

までは合意していると思うんです。しか

し、それ以外にもいろんな経験がありう

るかもしれない。あってもいいじゃない

か。その点も、皆さん、そんなに否定は

していないと思うのです。それを「法律

専門家としての経験」と書くとちょっと

。 、誤解を生むかもしれない そこのところ

もしより良いワーディングがあれば修正

すべきだし、修正しなくても、そういう

趣旨だということが確認できればいいん

じゃないかと思うのです。

【佐藤会長】この ページの表現も、２76
月 日と５月８日の審議を踏まえて、27
こういう文章にしたわけです。そして、

個別に、この場合どうだ、あの場合どう

だと言われると、それは決め打ちできな

い。私自身は具体的に考えていることは

ありますよ、この場合だっていいじゃな

いかと思うことがあります。けれども、

私が申し上げると、いや、それは違うじ

ゃないかという話になってしまうので、

具体的には申しませんけれども、心はま

さに。

【井上委員】その心を表現していただきた

いということです。

【藤田委員】その心が誤解のないように伝

わるように是非お考えいただきたい。

【佐藤会長】ワーディングなどを考えさせ

てください。

【中坊委員】あえて言うならば、私は別に

こだわりませんけれども、ここで他職経

験がなぜ必要なのかという一つのメルク

マールみたいなもの、裁判の中核として

ふさわしい高い質の判事を得るために、

ということがはっきり書かれておれば、

もう少し指標になって、どこまで広がる

のかという場合についても、議論の焦点

を帯びたのがあるかもしれない。

今、藤田さんやみんながいろいろ意見

があって、これも一つの苦労の作だろう

と思いますけれども、もう一遍お考えい

ただくのは構いません。

【佐藤会長】心は分かっていただけたと思

います。もう一遍工夫して、いい表現が

あるかどうか自信はありませんけれど

も、知恵を絞ってみたいと思います。

【髙木委員】是非今までの論議の趣旨はち

ゃんと通してください。

【 】 。佐藤会長 それはおっしゃるとおりです

【 】 、 、鳥居委員 大変申し訳ないんですか 私

４時半を大分過ぎたので、法科大学院の

、 。ところに入ると思うんですが 一言だけ

私、この法科大学院に関する記述は何

も申し上げることはないと思います。一

、 、点だけ かねてから私も申し上げてきて

北村先生もおっしゃっている問題なんで

すが、 ページ四角の、教育内容 「法89 、

科大学院では法理論教育を中心とした実

務教育の」云々と書いてありますね。こ

れが柱なんです。ただし、この法科大学

院で必ずしも全員が司法試験に合格する

わけではないし、学校経営上の問題から

言っても、隣接業種とか、広い意味のリ

ーガル・サービスの教科内容を教科目と

するコースを併設することができるとい

うことをどこかに書いておいてくだされ

ば、学校のデザインがしやすいので。

また、司法試験に落ちた連中の行く先

を考えないといけないんで、そこらでち

ょっと御検討を皆さんでいただければあ

りがたいと思います。

【佐藤会長】むしろ承っておきたいと思う

んですが。

【鳥居委員】それはここで書かないで、例

えば推進体制の方に任せるということで

あれば、それはそれで文部科学省と話し

合っていただければ結構です。

【井上委員】その点について一言だけ申し

上げますと、ここで我々が言っているの

は、最低限必要な、これだけは備えても

らわなければということでありまして、

隣接業種を育てるための機能を併有する

といったことも、個々のロースクールの

判断でできることだと思うのです。しか

し、隣接の方だけあればロースクールか

、 。といいますと それは違うと思うのです
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やはり、最低限必要なことだけはここで

決めておくということだと思うわけで

す。

【鳥居委員】よろしくお願いします。

【佐藤会長】それでは、他の点についてで

すが。

【井上委員】 ページの（３）の「裁判78
官調査官制度の拡充」については、意見

を申し上げているんですが、北村先生も

、 、同じような御意見でして これまで我々

その点について十分議論したのだろう

か。それと、内容的にも、個々の裁判官

に調査官が付くというのは、アメリカの

ロークラークがそうなんですけれども、

日本の裁判官の場合、アメリカの裁判官

とは事情が違うので、そういう形に決め

打ちするような書き方をしない方がい

い。もう少し緩やかな表現にして、これ

から拡充を検討しましょうというくらい

にしておいた方が、多様な選択肢が考え

られるのではないか。そういう趣旨で、

修文の意見を出したのです。

【佐藤会長】そういう井上委員の御意見の

趣旨で、書いてもいいかなと思っており

ますけれども。余り議論しなかったこと

は確かなんです。

【竹下会長代理】原案提出者として申し訳

ないのですけれども、ここの記述は、こ

こで議論していた内容に比べて少し詳し

、 、すぎるということと より基本的問題は

一体何を目的として拡充しようとしてい

るのかがはっきりしないということで

す。臨司のときには、裁判官の補助機構

という位置付けであったし、前に私が言

いましたのは、判事補の他職経験の一つ

としてということだったのですが、この

原稿を見ると、弁護士の他職経験の受け

皿のようなことも書いてあるというよう

に、何のために裁判所調査官制度を拡充

しようというのかがはっきりしない。

それから 「一部の専門事件に関し」、

というけれども、それは地裁に裁判所調

査官を置く場合には、工業所有権関係と

租税関係にしか置けないというのは、元

々法律で書いてあることですから、制度

を問題にしているのか、それとも運用を

問題にしているのかという辺りもちょっ

。 、とはっきりしない 結論的に言いますと

もっと分量を圧縮して、井上委員が言わ

れたようにコンパクトな形で書いておく

ということでよろしいのではないかと思

います。

【佐藤会長】確かにどの場合、この場合と

議論していないことは確かなんですけれ

ども、例えば大学の教官だって私はあり

うると思うんです。

【 】 。竹下会長代理 それは何のためにですか

【佐藤会長】例えば学者になるときに、実

際の裁判について勉強することが意味の

あることだと。

【竹下会長代理】学者にとっては意味があ

るけれども、司法制度として何を目的に

拡充するのかが分からないですね。

【佐藤会長】この目的のためだと明確にし

ていないことは確かです。むしろ使い方

としていろいろ可能性があるんじゃない

ですか、幅のある可能性も考えていいん

じゃないですかという趣旨です。

ですから、ここは井上委員の言われる

可能性をいろいろはらんでいる。制度自

体はいろんな使い方があり、何もこれで

なければいけないということではないわ

けで、その可能性を残しておきましょう

と。

【井上委員】もっとあっさりした表現にし

ておいていたたければいいと思います。

その方が、可能性が広がるんじゃないか

という感じがするのです。

【山本委員】 ページ一番下の「また」77
以下の文章なんですけれど、ここまで言

う必要があるのでしょうか。そもそもが

「弁護士任官の推進等」という見出しの

中で書いてあることなのに、ここに書い

てあるように 「にとどまらず」と、ま、

さしく違うことが書いてあるわけです。

しかも、弁護士事務所への研修というの

は、裁判官のキャリア・パスの一つです

ね。ですから、ここにわざわざこういう

文章を書く必要があるのか、かなり疑問

があります。
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【佐藤会長】日弁連と最高裁の設置要綱か

何かのところでこのような趣旨のものが

出ていなかったですか。

【竹下会長代理】要するに２つの異なる問

題があるのです。７項の「( ）弁護士任2
」 、官の推進等 の前段に書かれているのが

本来の弁護士任官の問題で、今、山本委

員が指摘された後段に書かれている問題

は、さっきの他職経験の問題なのです。

ですから、本来の弁護士任官の問題では

ないのですけれども、この間の最高裁と

日弁連との協議の対象としては、この両

方が対象にされているのです。

しかし、それは別の問題だということ

ははっきりさせておかなければいけない

と思います。

【藤田委員】他職経験の場合、最初から裁

判官に復帰することを前提で出すわけで

すからね。だから、何も円満にするため

に協議するという必要はないんです。今

までも渉外事務所に出した例があるんで

すけれども、それも当然１年か２年で復

帰するという前提で出しているわけで

す （略）。

（略）

【 】 、北村委員 もう一つあるんですけれども

ページなんですが、上の・の３つ目77
なんですけれども 「裁判官の身分を離、

、 、れた判事補が 上記の経験を積んだ後に

裁判官に復帰した場合には、退職手当や

共済関係等の面で適切な配慮がなされる

ことが望ましい」というところ、これは

言う必要はないんじゃないかなと思うん

です。

というのは、裁判官の身分を離れた者

について、どのような形で取り扱うかと

いうことは、いろいろと難しい部分があ

るかと思うんてす。その方で考えていく

、 、べきであって 退職手当をどうするとか

共済関係というのは保険だとか何かでし

ょうか。それとも年金のことですか。

【竹下会長代理】年金などです。

【北村委員】保険の方は身分を離れた先で

やるということでしょうか。

【井上委員】これは、復帰した後の話でし

ょう。

【北村委員】保険だったら、復帰してから

やったって遅いのであって。

【佐藤会長】切れたり何かしないように配

慮が必要だと。代理が強調しておられた

ことですけれども、そういうことです。

【北村委員】そういうことなんでしょうけ

れども。

【井上委員】外に行っている間の話ではな

くて、戻った後、不利にならないように

取り扱いましょうということでしょう。

【佐藤会長】それは当然配慮しなければな

らないのではないかということではない

でしょうか。

【北村委員】一般的な感覚として、身分を

離れて行って、それを考慮に入れるとい

うのが何か。だから、身分を離れてとい

う言葉がちょっと違うのかなというふう

にも思うんです。何かなじまないという

か、そういう気がするんです。

【吉岡委員】鳥居委員が転籍とかいうこと

をおっしゃっていましたが、そんなこと

ですか。

【藤田委員】不利な処遇を受けないようし

てあげなければということですからね。

【佐藤会長】そういう趣旨として。

【北村委員】それからその下の部分なんで

すけれども （イ）のところで 「なお、、 、

以上と同様の視点から」というところ、

意味不明と書いたんですが。

【髙木委員】何ページのことを言っておら

れるんですか。

【北村委員】 ページです。これは意味77
不明と書いたんですが、意味は、多分弁

護士や検察官から任官する人も、例えば

判事補や調査官として経験を経ているこ

とが非常に有意義ですよということをお

っしゃっているんだと思うんですが、こ

れはこれでよろしいんですか。

【竹下会長代理】これも前に私が申し上げ

た意見と関係があると思うのですけれど

も、判事補だけがいろいろな経験を積ま

なければ判事となる適格がなくて、弁護

士や検察官は 年弁護士、検察官のま10
までも判事となるに相応しいというの
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は、おかしいということです。

【北村委員】そうではなくて、お互い様で

すよということですよね。私は別にそれ

でもいいんですけれども、ここでそうい

うふうな形にはっきりなったのかなとい

うふうに思ったものですから。

【 】 。佐藤会長 それはそうだったと思います

【北村委員】そうですか。

（略）

第６１回審議会（平成 年 月 日）13 5 29
（略）

【佐藤会長】判事補についてですが、いろ

いろ御議論のあったところですけれど

も、事務局で検討してもらい 「多様な、

法律専門家としての経験」という表現

でいかがかということで、こういう修

文にさせていただきました。何か所か

に、同じような表現が出てくることに

なります。要するに、経験の中身を法

律専門家のそれに限定するという趣旨

ではなくて、法律専門家としての視点、

観点を踏まえて経験を積んでいただく

という趣旨のものとして受け取ってい

ただければ結構かと思っています。い

ろいろ御議論があったところでありま

すが、何とかこういう表現で御納得い

ただけないかということであります。

【藤田委員】第一読会でも散々申し上げ

ましたので、もう皆さん耳にたこだろう

と思うんですけれども、先ほどの北村委

員の法律専門職というのは何を指すのか

という御質問とも関係があるんですが、

やはり立法府、行政庁、民間企業、ある

いは留学という話もありましたけれど

も、そういう多様な経験ということが望

ましいという意味では 「法律専門家と、

して」というのは削った方がいいのでは

ないかということです。代理の御提案で

も囲みの中は削りましょうかというよう

なお話がございましたが、各委員の意見

、 、書 あるいは審議での御発言を見ますと

この点に触れられている方が９人おられ

るんですが、そのうちの６人の方は、や

はりそういう多様な経験の方を重視し

て、法律専門家という記載は除いた方が

いいんではないかというような御意見を

おっしゃっておりますので、勿論反対の

意見もあるということは承知しておりま

すが、いかがかなということで、期待を

持って今日参ったんであります。ただ今

の会長のお話ですと、法律専門家という

内容については、必ずしもそういう法曹

資格を持っている者に限るというような

ことではなくて、幅広く考えるんだとい

う趣旨に理解していいんだという御趣旨

でしょうか。

【佐藤会長】 ページのところですが、88
５月８日でしたか、確認させてもらった

ところですけれども 「同視できる程度、

に」とかなり含みのある表現にしている

つもりです。勿論、本流がどうだという

議論もあり、そのことも踏まえてこうい

、 、う含みのある表現にしましたので 将来

裁判所がより立派になっていく上での事

柄と大きく受けとめていただきたいとい

うことです。

【藤田委員】その「多様な」という表現の

位置が動いたのが、そういう趣旨だとい

うことを確認していただけるならば、そ

れはそれでも結構なんです。

【佐藤会長】では、よろしゅうございまし

ょうか。

（ はい」と声あり）「

【佐藤会長】ありがとうございます。

【竹下会長代理】 ページのところは、95
確かに、北村委員はここを全部総論の方

に持っていったら良いではないかという

御意見でした。そこで、ここに書いてあ

る内容を全部総論へ持っていくというこ

とも検討してみたのですが、やはり難し

いものですから、御趣旨に沿っているか

どうかは分からないですけれども、でき

るだけダブっているところは消して、こ

の枠の中は簡潔にするということにいた

しました。

【井上委員】ここの括弧の中で、さっき鳥

居先生がおっしゃった「間」がまだです

ので、そこも直しておいていただければ

と思います。
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89【 】 、 。山本委員 会長 １点だけいいですか

ページの下から３行目の「また」以下の

文章なんですが、これは要らないんでは

ないかという意見を申し上げたつもりだ

ったんですけれども、これは、やはり、

なければまずいんですか。

【佐藤会長】確かに趣旨は前の方と違うん

です。

【山本委員】言わずもがなで、裁判官が純

然たる民間の弁護士になってしまうわけ

ではないですし、それから多様な経験を

積ませるというのも、さっきの議論もあ

りますように、弁護士会とだけではない

わけですから、ここへこれをあえて入れ

るというのは、ちょっと不自然な感じが

しますけれども。

【佐藤会長】これは最高裁と日弁連の協議

対象の中に入っていなかったですかね。

【竹下会長代理】協議の対象として並べて

書いてあるのです。弁護士任官とは違う

ものですということを、最高裁側も日弁

連側も意識して、しかしこれも協議の対

象にしましょうというスタンスで書いて

あるのです。ですから、弁護士任官とは

違うのだからここへ書く必要はないので

はないかとおっしゃれば、それもごもっ

ともだと思いますし、協議の対象には入

っているから、これも並べて書いておく

というのも一つの考え方ですね。

【山本委員】でも任意でやっていただけれ

ばいいんで、ここへ書くことはないんで

はないですか。

【佐藤会長】そういう見方もあるかもしれ

ませんけれども、我々の提言を実現しよ

うとすれば、最高裁と日弁連が将来に向

けて真剣に取り組んでいただく必要があ

ると思うんです。確かに、おっしゃるよ

うに、ちょっと次元の違う問題であり、

それは自覚しておりますけれども、そう

いう趣旨ということでいかがでしょう。

【藤田委員】私も、同じ意見を申し上げた

んですが、当然復帰することを前提とし

て出るわけですから、いいんではないか

というふうに申し上げました。むしろ、

問題は、弁護士経験を積むという方に、

日弁連の方で相当に努力していただく必

要がある。そちらの方が、大変なことだ

ろうと思うんですが、そういう趣旨で議

事録に残していただくような。

【 】 、髙木委員 この裁判官制度の改革の項は

一番目の給源の多様化、多元化が前書き

もなくいきなり出てくる 「第５ 裁判。

官制度の改革」と一番目の項目である

「１．給源の多様化、多元化」の間に、

そもそもこの改革の視点と言うんでしょ

うか、総論的な裁判官制度改革のメッセ

ージを数行書いていただいたらというこ

とを申し上げていたと思うんですが。私

は、意見書の方にちょっとそういうこと

を書かせていただきましたので、御検討

いただきたいと。

【佐藤会長】代理と御相談しておったんで

すけれども、髙木委員の案が３ページに

書いてありますね 「 世紀日本社会に、 21
おける司法を担う高い質の裁判官を獲得

し」云々と、４行ばかりの。このままと

いうわけではありませんけれども、この

文章を少し活かさせていただくき、場合

によっては ページの冒頭に持ってく88
るということも考えられるんではないか

というようなことを、ちょっと話をして

おったんですけれども。

【竹下会長代理】髙木委員の御意見の４行

そのままですと 「ふさわしい方策を構、

築すべきである 」に続いて 「そこで、。 、

まず国民が求める裁判官像を描き」とい

うことになっているので、少し原案の内

。 、容と合わないところがあります それ故

「そこで」の前まで２行ちょっとですけ

れども、これだけでも入れると髙木委員

のおっしゃる御趣旨が生きるのではない

かと思うので、皆さんの御同意が得られ

れば、これを冒頭に持ってきたらどうか

と考えますが、いかがでしょうか。

【佐藤会長】文章はこのままではなくて、

ちょっと練らせていただきます。

【井上委員】そこのところは次回に文章を

示していただいて、そこで最終的に決め

るということではいかがですか。

【 】 、 。竹下会長代理 今 申し上げましょうか
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「 世紀日本社会における司法を担う21
高い質の裁判官を」までは、髙木委員の

修正案通りです。それに続けて 「安定、

的に確保し、これに独立性をもって司法

権を行使させるため」として、後は「こ

れを実現するにふさわしい方策を構築す

べきである」とそこまでです。それで、

いきなり「裁判所法は」で始まる唐突さ

がなくなると思います。

【佐藤会長】では、よろしいですか。そう

いうようにさせていただきます。どうも

ありがとうございました （略）。


